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はじめに　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大正大学　地域構想研究所　副所長　 柏木　正博

　令和元年度版「地域構想」を発行するにあたり、大正大学地域構想研究所の報告を兼ねて、現状

を述べたい。

　地域構想研究所は、平成 26 年 10 月に設立された。昨年（令和元年）11 月 6 日には、設立 5 周

年記念公開シンポジウム「ソサエティ 5.0 時代 東京の大学が関わる地域再生への道」を開催。同年

に就任した当研究所の鎌田薫最高顧問による基調講演をはじめ、盛会裡の内に開催できたことは、

これからの研究所にとって大変意義深いことであった。

　地域構想研究所の設立の趣旨は、大正大学建学の理念である「智慧と慈悲の実践」と重なるもの

である。地域の活性化にあたっては、地域の資源を見直し、地域独自の特色や価値を見出しながら、

多くの人々や組織と協働し、活力ある社会を構想することが大切である。そうした人々の共通理念

や共通規範、また大正大学が地域創生に関わる意義を、建学の精神の中に見出したいと考える。本

研究紀要に掲載している研究員の研究分野は多岐にわたるが、その意味で一貫して、地域に根差し

た地域再生や幸せな地域生活に資するものであってほしいと念じている。

　一方、本年（令和 2 年）2 月に、第 2 期「地方版総合戦略」策定の状況等に関するアンケート調

査を実施した。全国 1741 自治体を対象とし、710 件の回答をいただいた（回収率 40.8％）。この

調査は、平成 28 年 2 月に実施した自治体対象アンケートをベースに、本年度から始まる第 2 期「地

方版総合戦略」の策定状況とその内容、及びこうした戦略立案に関わる人材の育成についての取り

組みや課題意識について伺ったものである。新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の影響により、

当初の予定より遅滞を余儀なくされたが、7 月 1 日よりホームページ上で結果を公表させていただ

くことができた。

　この感染症の影響も東京一極集中の感があるが、現実には地方にも深刻な問題を引き起こし、今

後解決すべき課題が山積するものと考える。いずれにしても、そのとき本研究紀要が、地域創生の

一端を担う価値ある情報源となっていることを望みたい。
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【論文】 

 

地方圏市町村における外国人の状況と関連施策 

塚崎 裕子 

大正大学 地域構想研究所 教授 

 

（要旨）本稿では、地方圏市町村における外国人の状況と関連施策に焦点を当てた。

地方圏においては、いずれの規模の市町村においても近年住民に占める外国人の割合

が増加しており、特に 3万人未満の市町村において増加が顕著である。外国人の国籍

をみると、市町村の規模により国籍の分布が異なり、ダイナミックに変化している。

外国人の割合は、10万人未満の市町村では全就業者数に占める第 1次産業就業者数の

割合が多いほど多く、3万人以上の市町村では第 2次産業就業者数の割合が多いほど多

く、また、いずれの規模の市町村でも高齢化が進んでいる市町村ほど少ない傾向が認

められた。地方圏には外国人に関連する施策を未だ十分実施していない市町村も多

く、急速に変化する外国人の状況に行政施策が追いついているとはいえない現状があ

る。地方創生に向けて外国人との共生のための良好な環境づくりが求められる。 

 

キーワード： 地方創生、市町村、外国人、新たな外国人受入れ制度、技能実習 

 

 

１．はじめに 

 

外国人の受入れについては、2019年 4月から

人手不足への対応として、従来の専門的・技術的

分野における外国人材に限定せず、一定の専門

性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受

け入れるという、これまでの方針とは異なる制度

が動き出している。外国人受入れの枠組みが大き

く転換された中、日本に在留する外国人の数は急

増しており、2019年 6月末には前年同期に比べ

て 7.3％増加し、約 283万人に達した。 

本稿では、急増している外国人の状況や関連施

策について地方圏の市町村に焦点を当ててみてい

きたい。地方圏の市町村における外国人の在住の

状況がどのように変化してきたのか、変化の背景

にはどのような要因があるのか、地方圏市町村に

おける外国人関連施策はどのような現状となって

いるのかといった点を明らかにし、今後の課題に

ついて考察したい。 

結論を先取りすると、地方圏市町村における外

国人の状況は急速に変化しているが、外国人に関

連する施策を未だ十分実施していない市町村も多

く、変化に追いついているとはいえない現状があ

る。地方圏市町村において外国人と共生するため

の良好な環境を醸成していくことは、今後の日本

の地方の活性化にも直接関わる課題であり、早急

な体制整備が必要と考える。 

 

２．先行研究・調査 

 

外国人の受入れ状況の地域的な分析について、

町北(2015)は、外国人労働力、留学生ともに東京

が牽引する形で、大都市圏を構成する各都府県へ

の集中が進んでいると指摘する。また、徳田

(2019)は、外国人住民の多寡によって都道府県を

3つに分けて地方在住外国人の居住分布や人口動

態について分析している。 

外国人に対する自治体の施策については、集住

地域を中心に多くの先行事例に関する研究がある

（石塚(2016)、鈴木(2011)、山脇(2004)、桑原

(2001) 、日本労働研究機構(1997)等）。阿部

(2017)は、集住自治体以外の自治体も含め、愛知
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県内の全自治体を対象に調査を行い、外国人住民

施策や多文化共生事業がどの程度実施されている

のか明らかにしている。渡戸(2017)は、1980年

代からの自治体の外国人政策の変遷をたどり、人

口減少下で地方創生が国の大きな政策に浮上する

中、技能実習生や移民などの積極的な誘致を模索

する地方の小規模自治体も現れていると指摘す

る。井口(2017)は、外国人政策に関し、権限も財

源も情報も不足している自治体の状況を大幅に改

善する必要性や国と自治体の間で迅速かつ的確に

情報融通が行える法的整備の必要性を指摘する。 

以上のように、在留外国人の状況や関連施策に

ついての研究には、様々な観点からの研究がみら

れるが、外国人の集住していない市町村を含め、

地方圏の全ての市町村を規模別に分けて外国人の

在住の状況について分析した研究は管見の限り見

当たらない。 

そこで、本稿では、地方圏に属する市町村にお

ける外国人の状況と関連施策について考察を行

う。地方圏市町村における外国人との共生は、今

後の日本の地方の活性化に深く関わる課題として

考察する意義は大きいと考える。本稿では、まず

地方圏市町村における住民に占める外国人の割合

の推移と外国人の国籍、住民に占める外国人の割

合に影響を与える要因について取り上げた後、外

国人に関連する施策の実施・検討状況、外国人増

加と地域活性化に係る市町村の考えについて述

べ、今後の課題を考察する。 

 

３．地方圏市町村における住民に占める外

国人の割合 

 

（１）地方圏市町村における住民に占める外国人の

割合の推移 

日本に在留する外国人は、2019年 6月末時点

で日本の総人口の 2.24％を占めるに至ってい

る。在留外国人の増加率は 3大都市圏と地方圏を

比べると、首都圏で最も大きく、次いで増加率が

大きいのが地方圏となっている1。ここでは、地

方圏2に属する市町村を規模別に分け、各規模の

住民に占める外国人の割合の推移を 2012年3、

2015年、2019年についてみた（図１）。 

平均してみると、いずれの規模の市町村におい

ても住民に占める外国人の割合が増加しており、

特に 2015年から 2019年にかけての伸長が著し

い。外国人の割合は、10万人以上 30万人未満の

規模の自治体でいずれの時点においても最も大き

くなっている。また、2012年から 2019年にかけ

ての増加幅でみると、3万人未満の規模が小さい

市町村の増加幅が 0.74％ポイントと最大となっ

ており、50万人以上の市町村が 0.24％ポイント

で最小となっている。外国人の状況に関しては、

3万人未満の市町村が最も急速に変化を遂げてい

るといえる。 

 

（２）地方圏市町村における外国人の国籍 

 次に、地方圏の市町村における国籍別外国人の

割合の変化を市町村の規模別にみる(表１)。 

 全規模では「中国」が最も大きな割合を占めて

おり、2番目は 2012年、2015年は「ブラジル」、

2019年は「ベトナム」となっている。しかし、

市町村の規模別にみると、外国人の国籍の分布が

規模によって大きく異なる状況がみられる。 

まず、10万人未満の市町村においては、2019

年、「ベトナム」が「中国」を抜いて最大の割合

となっている。但し、10万人以上の規模の市町

村においても「ベトナム」は顕著に増加してい

る。背景には、近年の技能実習生の急増がある。 

 

 
1 塚崎(2019)は、在留外国人数が 2012年から 2017年にか

けて最も増加したのは首都圏で、首都圏では 2017年の在

留外国人数は 2012年の 1.35倍になったこと、首都圏に次

いで増加率が大きかったのが地方圏(1.26倍)で、名古屋

圏、大阪圏（それぞれ 1.21倍、1.11倍）は地方圏より増加

率は小さかったことを明らかにしている。 
2 地域区分としては、三大都市圏のうち、東京圏は、東京都

特別区、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市

及びこれらに対する通勤・通学１０％圏（平成 22年国勢調

査）に含まれる市町村、名古屋圏は、名古屋市及び同市に

対する通勤・通学１０％圏（平成 22年国勢調査）に含まれ

る市町村、大阪圏は、京都市、大阪市、堺市、神戸市及び

これらに対する通勤・通学１０％圏（平成 22年国勢調査）

に含まれる市町村とした。 
3 日本における在留外国人の人口の推移をみると、リーマン

ショックによる景気後退や東日本大震災等の影響もあり、

2012年まで減少し、その後増加に転じているので、ここで

は 2012年を起点とした。 
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図１ 地方圏市町村における住民に占める外国人の割合の推移

 
(注)市町村の規模は 2019年時点の人口で区分している 

（資料出所）法務省「在留外国人統計」における 2012年、2015年、2019年 6月末の市町村別在留外国人、総務省「住民基本台帳に基づ

く人口、人口動態及び世帯数調査」における 2012年、2019年の市町村別人口、総務省「国勢調査」における 2015年の市町村

別人口を用いて筆者作成 
 

日本全体でみるとベトナム国籍の 50.8％(2019

年)は、技能実習生であり、「中国」を抜いて技能

実習生の出身国として最も多い国となっている。

3万人未満の市町村においては、2012年、2015

年 2番目に割合が多かったのは「フィリピン」で

あった。日本全体のフィリピン国籍の在留資格で

は、永住者が 47.2％(2019年)を占めており、永

住権を取得しているフィリピン人も多いと考えら

れる。 

10万人以上 50万人未満の市町村においては、

2019年も 2番目に多い国籍は、「ブラジル」とな

っている。（３）で述べるようにこれは主要産業

の違いによると考えられる。即ち、規模が比較的

小さく第 1次産業が中心となっている市町村は技

能実習生、規模が比較的大きく製造業が主要産業

となっている市町村は日系人と技能実習生が多い

ことが背景となっている。 

50万人以上の市町村については、最大の割合

が一貫して「中国」という点は全規模と変わらな

いが、2番目に多いのが 2012年、2015年は「韓

国・朝鮮」、2019年は「韓国」となっている。日

本全体では、韓国国籍の 63.3％(2019年)は特別

永住者であり、在日韓国人も多く含まれていると

考えられる。 

 

 

表１ 地方圏市町村における国籍別外国人割合 

 

全規模

（N=1422）

3万人未満

（N=895)

3万人以上5

万人未満

（N=210) 

5万人以上10

万人未満

（N=172) 

10万人以上

30万人未満

（N=107) 

30万人以上

50万人未満

（N=24) 

50万人以上

（N=14) 

外国人割合(2012年） 0.83% 0.67% 0.98% 1.08% 1.34% 1.23% 1.18%

外国人割合(2015年） 0.94% 0.83% 1.01% 1.12% 1.39% 1.28% 1.21%

外国人割合(2019年） 1.46% 1.41% 1.42% 1.52% 1.81% 1.67% 1.42%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

外国人割合(2012年） 外国人割合(2015年） 外国人割合(2019年）

  

  

全規模（N=1422） 3万人未満（N=895) 
3万人以上 5万人未満

（N=210)  

5万人以上 10万人未満

（N=172)  

2012 2015 2019 2012 2015 2019 2012 2015 2019 2012 2015 2019 

中国 30.4% 26.6% 20.1% 40.0% 34.8% 22.4% 31.0% 26.1% 17.8% 27.9% 24.2% 17.2% 

韓国・朝鮮 16.9% 15.1% 9.9% 13.9% 11.8% 7.2% 12.2% 11.0% 7.0% 13.1% 11.7% 7.4% 

フィリピン 12.8% 13.7% 13.2% 14.5% 15.5% 13.4% 13.4% 14.1% 12.6% 14.8% 16.1% 15.2% 

ブラジル 17.8% 15.5% 14.1% 8.9% 7.4% 6.0% 21.1% 19.3% 16.4% 21.7% 19.1% 17.0% 

ベトナム 3.1% 6.7% 17.7% 3.9% 8.8% 24.6% 3.7% 8.1% 22.4% 2.8% 6.1% 18.4% 

ペルー 3.6% 3.4% 0.0% 1.4% 1.2% 0.0% 4.1% 3.8% 0.0% 4.3% 4.1% 0.0% 

米国 2.0% 2.1% 1.7% 3.0% 3.0% 2.5% 1.9% 2.1% 1.7% 1.7% 1.7% 1.3% 

台湾 0.7% 1.3% 1.4% 0.7% 1.6% 2.0% 0.6% 1.2% 1.1% 0.7% 1.4% 1.4% 

ネパール ― ― 2.8% ― ― 1.5% ― ― 1.7% ― ― 1.7% 

タイ ― ― 2.4% ― ― 4.4% ― ― 4.5% ― ― 4.4% 

インドネシア ― ― 3.5% ― ― 3.0% ― ― 3.0% ― ― 3.5% 

その他 12.7% 15.6% 13.3% 13.6% 15.9% 12.9% 12.0% 14.3% 11.9% 13.0% 15.6% 12.4% 

7



【論文】 

 

 

 

 

 

 
 

     

     

 

 

 

 

     
(注１)市町村の規模は 2019年時点の人口で区分している 

(注 2)韓国・朝鮮の欄の 2019年の数値は韓国のみの数値である。ネパール、タイ、インドネシアは 2012年、2015年は集計されてい

ない。 

(資料出所）法務省「在留外国人統計」における 2012年、2015年、2019年 6月末の市町村別国籍・地域別在留外国人、総務省「住民

基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」における 2019年市町村別人口を用いて筆者作成 

 

（３）地方圏市町村における住民に占める外国人の

割合に影響を与える要因 

地方圏市町村における住民に占める外国人の割

合に影響を与えている要因を探るため、住民に占

める外国人の割合を被説明変数、各市町村におけ

る全就業者数に占める第１次産業及び第 2次産業

の就業者数の割合、失業率、高齢化率を説明変数

(説明変数の基本統計量は表２)として回帰分析を

行った(表３)。 

全規模では、第 1次産業及び第 2次産業の就業

者の割合については正の有意性、高齢化率につい

ては負の有意性が認められた。 

 

表２ 基本統計量 
 平均 標準偏差 最大 最小 

第1次産業就業

者数割合 
0.130 0.104 0.002 0.771 

第2次産業就業

者数割合 
0.260 0.086 0.015 0.699 

失業率 0.039 0.014 0.003 0.137 

高齢化率 0.346 0.070 0.153 0.620 

(注 1) 失業率は各市町村の労働力人口と完全失業者から算出 

(注 2) 高齢化率は市町村別年齢階級別人口を用いて算出 

(資料出所)総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世

帯数調査」における 2019年市町村別年齢階級別人口、総務省「国

勢調査」における 2015年の第 1次産業及び第 2次産業の就業者割

合、労働力人口、完全失業者を用いて筆者作成 

 

市町村の規模別にみると、全ての規模におい

て、高齢化率が有意に負の影響を示している。高

齢化が進んでいる地域ほど、外国人の割合が少な

い傾向がある。 

10万人未満の市町村では、第 1次産業就業者

数の割合が有意に正の影響を示している。第 1次

産業就業者数の割合が多いほど、外国人の割合が

多い傾向が認められた。農業、漁業関連産業を主

要産業とする地域において技能実習生の受入れが

進んでいることが背景と考えられる。 

3万人以上の市町村において、第 2産業就業者

数の割合が有意に正の影響を示している。第 2次

産業就業者数の割合が多いほど、外国人の割合が

多い傾向がある。製造業、建設業に従事する人が

多く、これらの産業が盛んな地域において技能実

習生や日系人の受入れが進んでいることが背景と

考えられる。 

失業率は 3万人以上 5万人未満の市町村におい

て弱い正の有意性が認められたのみであった。外

国人の在住状況は、雇用失業情勢と関係が薄く、

外国人労働者と日本人労働者の競合関係はあまり

ないことがうかがわれる。 

  

  

  

10万人以上 30万人未

満（N=107)  

30万人以上 50万人未満

（N=24)  
50万人以上（N=14)  

2012 2015 2019 2012 2015 2019 2012 2015 2019 

中国 25.6% 23.0% 18.1% 31.7% 27.5% 20.9% 33.9% 29.8% 25.7% 

韓国・朝鮮 14.4% 12.8% 8.3% 18.5% 16.6% 10.9% 27.6% 24.9% 17.5% 

フィリピン 14.4% 15.5% 15.5% 12.5% 13.9% 13.4% 7.3% 7.5% 7.3% 

ブラジル 21.7% 19.1% 17.8% 19.4% 16.6% 16.5% 9.4% 7.9% 6.5% 

ベトナム 2.8% 5.7% 14.7% 2.4% 5.9% 15.6% 3.8% 7.8% 16.5% 

ペルー 5.5% 5.2% 0.0% 2.2% 2.1% 0.0% 1.8% 1.7% 0.0% 

米国 1.9% 1.8% 1.5% 1.6% 1.7% 1.4% 2.3% 2.5% 2.2% 

台湾 0.6% 1.1% 1.1% 0.6% 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 1.8% 

ネパール ― ― 2.3% ― ― 4.1% ― ― 5.0% 

タイ ― ― 3.1% ― ― 3.3% ― ― 2.2% 

インドネシア ― ― 2.1% ― ― 1.8% ― ― 1.5% 

その他 13.1% 15.9% 15.5% 11.1% 14.6% 11.0% 13.0% 16.3% 13.7% 

・・各年で最も割

合が多い国籍 

・・各年で 2番目

に割合が多い国籍 
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表３ 地方圏市町村における住民に占める外国人割合に影響を与える要因(2019年) 
 全規模 3万人未満 3万人以上5万人未満 5万人以上10万人未満 

 B 
標準

誤差 
β  B 

標準

誤差 
β  B 

標準

誤差 
β 

 

B 
標準

誤差 β 
 

(定数) 0.022 0.008    0.025 0.012    -0.003 0.010   
 

0.014 0.010    

第1次産業就

業者数割合 
0.0005 0.0001 0.138 ** 0.0004 0.0002 0.105 * 0.001 0.0002 0.232 ** 0.0004 0.0002 0.118 ＋ 

第2次産業就

業者数割合 
0.0004 0.0001 0.100 ** 0.0001 0.0002 0.022 

 

0.001 0.0001 0.523 ** 0.0011 0.0001 0.536 ** 

失業率 -0.087 0.074 -0.033  -0.079 0.102 -0.028 
 

0.176 0.093 0.118 ＋ -0.075 0.118 -0.043  

高齢化率 -0.063 0.015 -0.121 ** -0.047 0.022 -0.072 * -0.084 0.021 -0.274 ** -0.101 0.020 -0.327 ** 

調整済みR２ 0.022 0.009 0.272 0.387 

F値 8.853** 3.132*  20.515** 28.039** 

N 1422 895 210 172 

 
 10万人以上30万人未満 30万人以上50万人未満 50万人以上 

 B 
標準

誤差 
β 

 

B 
標準

誤差 
β 

 

B 
標準

誤差 β  

(定数) 0.025 0.011   
 

0.058 0.028   
 

0.016 0.028    

第1次産業就

業者数割合 
-0.0004 0.0004 -0.075 

 

0.001 0.001 0.095 
 

0.001 0.002 0.149  

第2次産業就

業者数割合 
0.0011 0.0002 0.549 ** 0.001 0.0003 0.488 * 0.001 0.0004 0.974 ** 

失業率 -0.073 0.127 -0.046 
 

-0.250 0.264 -0.173 
 

0.404 0.529 0.250  

高齢化率 -0.108 0.029 -0.283 ** -0.187 0.062 -0.407 ** -0.197 0.090 -0.540 ＋ 

調整済みR２ 0.447 0.669 
 

0.500 

F値 22.410** 12.636** 4.254* 

N 107 24 14 

(注１)+p<0.10、*p<0.05、**p<0.01 

(注２)高齢化率と失業率は表２と同じ 

(資料出所) 法務省「在留外国人統計」における 2012年、2015年、2019年 6月末の市町村別在留外国人、総務省「住民基本台帳に基づく

人口、人口動態及び世帯数調査」における 2012年、2019年市町村別人口及び年齢階級別人口、総務省「国勢調査」における 2015年の市

町村別人口、第 1次産業、第 2次産業就業者割合、労働力人口、完全失業者を用いて筆者作成 

４．地方圏市町村の外国人関連施策 

 

（１）現在実施している外国人関連施策等 

地方圏市町村における外国人関連施策の状況に

関して、大正大学地域構想研究所が連携している

市町村を対象に実施した調査4の結果をみていく

こととしたい。 

外国人関連施策のうち、実施している施策を訊

いた(図２)。実施している市町村が最も多かった

のが、「外国人や外国人関係の団体との交流促

進」(38.6%)、次いで「日本語教育など日本語に

関わる支援」(36.4%)、「多言語での行政情報の提

供（ゴミ出しの方法など）」(34.1%)であった。回

答があった市町村のうち 38.6％に当たる 17市町

村において外国人関連施策を全く実施していなか

った。 

 
4 調査は 2019年 7月から 8月にかけて実施し、74の連携市

町村(当時)のうち、44市町村から回答を得た。回答のあっ

た 44市町村の人口は、最も少ない市町村で約 350人、最

大で約 70万人、平均は約 5.5万人、標準偏差は約 11万

人となっている。住民に占める外国人の割合は、最も少な

 実施している施策数で外国人関連施策の充実度

を一概に測ることはできないが、一つの目安と考

えて、実施している施策数と市町村の人口の相関

をみたところ、相関係数は 0.53と正の相関があ

った。また、住民に占める外国人の割合と施策数

の相関係数も 0.47となり、正の相関が認められ

た5。 

 同調査ではゴミの問題など地域住民と外国人

の間のトラブル事案の有無についても訊ねている

(図３)。全規模では、「そうした事案がある」と

回答した割合は 15.9％にとどまるが、「現在はそ

うした事案はないが、今後起きないか懸念してい

る」とする市町村が 29.5％と少なくない。 

 市町村の規模別でみると、3万人未満の市町村

は「そうした事案はなく、今のところ起きる懸念

もない」との回答が 50.0％と最も多いが、3万人

い市町村で 0.067%、最も多い市町村で 5.15%、平均は

0.99%、標準偏差は 0.90%ポイントとなっている。 
5 阿部(2017)は、在留外国人比率の多寡が外国人住民施策

の促進に影響を及ぼしていると指摘している。 
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以上 5万人未満の市町村では「現在はそうした事

案はないが、今後起きないか懸念している」と回

答した市町村が 55.6％と最大となっている。5万

人以上 10万人未満の市町村では「わからない」

との回答が最多で 41.7％を占めた。 

 また、同調査では、外国人の受入れについて何

らかの方針を総合戦略や人口ビジョンなどで定め

ているか訊ねている。外国人受入れの方針を「定

めている」市町村は 3市町村にとどまったが、9

市町村から「今後定める検討をしている」との回

答があった。 

 

（２）今後実施を検討している外国人関連施策 

 外国人関連施策のうち、今後実施を検討してい

るものを訊ねた(図２)。最も実施が検討されてい

るのは、「多言語での行政情報の提供（ゴミ出し

の方法など）」(34.1%)、次いで「外国人や外国人

関係の団体との交流促進」(31.8%)、「外国人に対

する防災安全対策」(22.7%)が続いた。日常生活

や安全に直結する施策、或いは外国人との関係構

築を優先して実施しようと考える市町村が多い。

11市町村(25％)ではいずれの外国人関連施策の

実施も検討していないとの回答であった。 

 

図２ 実施している外国人関連施策及び今後実施を検討している外国人関連施策 

 
(資料出所)大正大学地域構想研究所「外国人と地方創生に関するアンケート調査」(2019年) 

 

図３ ゴミの問題など地域住民と外国人の間のトラブル事案の有無 

 
(資料出所)大正大学地域構想研究所「外国人と地方創生に関するアンケート調査」(2019年) 

   

外国人

や外国

人関係

の団体

との交

流促進

日本語

教育な

ど日本

語に関

わる支

援

多言語

での行

政情報

の提供

(ゴミ出

しの方

法など)

外国人

の子ど

もに対

する教

育支援

外国人

に対す

る防災

安全対

策

外国人

専門相

談窓口

の開設

外国人

が受け

やすい

医療･保

健･福祉

サービ

スの提

供

その他

外国人

に対す

る入居

支援

実施している施策 38.6% 36.4% 34.1% 29.5% 15.9% 13.6% 11.4% 6.8% 0.0%

今後実施を検討している施策 31.8% 18.2% 34.1% 13.6% 22.7% 13.6% 13.6% 15.9% 2.3%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%

全規模

（N=44)

3万人未満

（N=20) 

3万人以上5万

人未満（N=9)

5万人以上10

万人未満

（N=12)

10万人以上

（N=3)

わからない 22.7% 25.0% 0.0% 41.7% 0.0%

そうした事案はなく、今のところ起き

る懸念もない
31.8% 50.0% 33.3% 8.3% 0.0%

現在はそうした事案がないが、今後起

きないか懸念している
29.5% 10.0% 55.6% 33.3% 66.7%

そうした事案がある 15.9% 15.0% 11.1% 16.7% 33.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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（３）外国人と地域活性化について 

 同調査では、「外国人の増加が地域の活性化に

つながると考えるか」についても訊ねている(図

４)。全規模では、65.9％が「地域の活性化につ

ながる」と前向きにとらえているが、「わからな

い」と回答した市町村も 34.1％あった。 

 規模別にみると、大きな差はないが、3万人未

満の市町村で地域の活性化につながるとの回答が

60.0％と最も少なく、5万人以上 10万人未満の

市町村において 75.0％と最多となっている。6 

 

 
図４ 外国人の増加は地域の活性化につながると考えるか 

 
(資料出所)大正大学地域構想研究所「外国人と地方創生に関するアンケート調査」(2019年) 
 

５．おわりに 

 

本稿では、地方圏の市町村における外国人の状

況と関連施策に焦点を当てた。地方圏市町村にお

いては、いずれの規模の市町村においても近年住

民に占める外国人の割合が増加しており、特に 3

万人未満の規模が小さい市町村においてその増加

が顕著である。外国人の国籍をみると、10万人

未満の市町村においてベトナム国籍の外国人の割

合が 2019年中国籍を抜いて最大となるなど、市

町村の規模によって外国人の国籍の分布が大きく

異なり、ダイナミックに変化している状況がみら

れる。外国人の割合は、10万人未満の市町村で

は全就業者数に占める第 1次産業就業者数の割合

が多いほど多く、3万人以上の市町村では第 2次

産業就業者数の割合が多いほど多い傾向が認めら

れた。また、いずれの規模の市町村においても高

 
6 質問の仕方は異なるが、類似の調査として、毛受(2016)は、

全国の都道府県、政令指定都市を対象に行ったアンケート

調査において、地方創生を外国人と結びつける視点につ

いての質問に対しては、「外国人観光客の誘致」(都道府県

88.9％、政令指定都市 100％)や「海外への地元特産品の

齢化が進んでいる市町村ほど外国人の割合が少な

い傾向がある。地方圏には外国人に関連する施策

を未だ十分実施していない市町村も多く、急速に

変化する外国人の状況に行政施策が追いついてい

るとはいえない現状がある。 

以上の分析結果を踏まえて、今後の課題として

3点述べたい。第一に、市町村は在住外国人の増

加に正面から向き合い、各市町村の政策体系の中

に在住外国人に対する関連施策を位置付ける必要

があるだろう。日本に在留する外国人はここ数年

急増しているが、今後見込まれる少子高齢化の一

層の進展や人手不足対応のため外国人の受入れの

枠組みが新たに創設されたこと等を考え合わせる

と、在留外国人の増加の趨勢は今後勢いを増すと

考えられる。前述した実態のように、小規模市町

村の方が変化が激しくなる可能性もある。体制が

輸出」（77.8％、70％）等に対する関心が高く、「外国人人材

の受け入れ、定住への支援」（18.5％、40.0％）のように外

国人の受入れを地方創生と結びつける視点は相対的に少

なかったと指摘している。 

全規模

（N=44)

3万人未満

（N=20) 

3万人以上5万

人未満（N=9)

5万人以上10

万人未満

（N=12)

10万人以上

（N=3)

わからない 34.1% 40.0% 33.3% 25.0% 33.3%

地域の活性化につながると考えている 65.9% 60.0% 66.7% 75.0% 66.7%
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20%

40%

60%

80%

100%
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整わないうちになし崩しに実態だけが進んでしま

うことは避けなければならない。前述したよう

に、外国人の増加については地方創生に役立つと

前向きにとらえる市町村も少なくない。地域活性

化のためにも早急に外国人増加という現実に正面

から向き合い、対策を講じる必要があるだろう。 

第二に、市町村に住む外国人と対話を重ねつ

つ、共生のための良好な環境づくりを地道に計画

的に進めることが求められる。外国人との共生の

ための良好な環境の整備は一朝一夕で成しえな

い。まずは外国人と関係を構築し、相互理解を深

めていく中からニーズを拾い上げ、日常生活や安

全といった緊急性の高い施策に取り組む必要があ

る。特に外国人の子どもに関する教育の支援や日

本語教育については、専門的な人材も欠かせず、

そうした人材の確保や育成といった課題にも対応

する必要が生じてくる。技能実習では家族の帯同

が認められていないが、新たな在留資格において

は要件を満たせば家族帯同が認められており、外

国人の子どもが急激に増える可能性もはらんでい

る。長期的な視野を持って計画的に体制を整える

必要がある。 

第三に、高齢化が進んでいる市町村において外

国人との共生のための環境づくりを積極的に推進

する必要があると考える。地方圏市町村における

住民に占める外国人の割合に影響を与える要因の

分析で、高齢化が進んでいる市町村ほど外国人の

割合が少ないという傾向が認められた。製造業が

盛んな地域は高齢化率が低いことも関係している

だろうが、小規模な市町村においても同様の傾向

が認められた。高齢化が進んでいる地域は進んで

いない地域より深刻な人手不足に直面しており、

その対応のためにも外国人の受入れや共生のため

の環境づくりに積極的に取り組む必要があるだろ

う。中小・小規模事業者をはじめとした人手不足

に外国人の受入れで対応するという方針に舵を切

ったということであるならば、国もこうした地域

を優先して支援すべきであろう。 

今後、日本に在留する大半の外国人の出身地で

あるアジア諸国は急速に高齢化することが見込ま

れている。国際的な労働力の競合は今後ますます

厳しくなることが予想される。外国人に選ばれる

ような魅力的な生活環境を整備するという視点が

ますます欠かせなくなるだろう。 

本稿では、地方圏の市町村の外国人の状況と関

連施策について概括的に考察した。しかし、個別

の市町村によって、置かれた状況や外国人の状況

等は大きく異なり、外国人に関連する施策のニー

ズも違ってくると考えられる。綿密な把握と分

析、きめ細かい政策提言は残された課題である。
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地方創生と公務員倫理 

尾西 雅博 

大正大学 地域構想研究所 教授 

 

（要旨）地方創生の実現に向けて、地方公務員の使命は極めて重大であり、地方創生の

成否は地方公務員の公正かつ効率的な仕事ぶりに大きく左右される。その取組みに当た

っては、民間部門との連携が不可欠であるが、残念なことに地方公務員と民間事業者と

の不適切な関係は今もしばしば見受けられる。国家公務員に目を転じると、国家公務員

については国家公務員倫理法の下で利害関係者との関係について厳格かつ詳細に規制

されている。これに対し、地方公務員については倫理に関する法律はなく、倫理に関す

る規制は各地方公共団体に委ねられている中で、規定の整備が一般化しているとは言い

難い。今後、地方創生の推進に向けて民間部門との様々な形での連携が求められる中、

民間事業者との関係を明確かつ厳正に規律するため、地方公務員の倫理について法律の

整備を図ることが望まれる。 

 

キーワード： 地方創生、地方公務員、利害関係者、公務員倫理法、公務員倫理条例 

 

 

１．はじめに 

 

 昨年、マスコミをにぎわした報道の一つに関西

電力の役員が長年にわたり、福井県高浜町の元助

役から多額の金品を受け取っていたという出来事

がある。ところが、その後、同じ助役から 20年以

上にわたって福井県の職員多数が現金、商品券、

小判などを受領していたことが判明した。正直、

今でもこういうことが行われていたのかと大きな

驚きを覚えたが、この報道を目にしたのをきっか

けに、地方公務員と民間事業者との癒着の状況を

みるため、1 年分の新聞報道を当たってみたとこ

ろ、今も収賄等の事件が後を絶たないことを改め

て認識した。 

現在、地方公共団体は地方創生の実現に向けて

待ったなしの状態にある。それを支える地方公務

員が民間事業者と不適切な関係に陥っているので

は、住民本位の地方創生はおぼつかない。 

 そこで、このような問題意識から、本稿におい

て、 

〇地方創生における地方公共団体の役割と地方公

務員の使命を再確認し、 

〇地方公務員と民間事業者との不適切な関係の最

近の状況を把握し、 

〇同じく全体の奉仕者たる国家公務員の倫理に関

する規制を俯瞰した上で、 

〇地方公共団体における倫理規制の整備状況を整

理し、 

〇地方公共団体と国の公務員制度の全般的な異同

についての確認を経て、 

〇地方公務員の倫理に関する法整備について提案

することを内容としている。 

 

なお、筆者が調べた限りでは、本稿と同様のテ

ーマ、内容で論述した文献は見当たらなかった。 

 

２．地方創生と地方公務員の役割 

 

（１）地方創生の意義 

地方創生とは、少子高齢化が進展する中で、
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人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏へ

の過度の人口集中を是正するための一連の施策

展開をいう。目指すところは、それぞれの地域

で住みやすい環境を確保し、活力ある日本社会

を維持していくことにある1。 

この目的を達成するための基本法として、ま

ち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律 136号）

と地域再生法（平成 17年法律 24号）が定めら

れている。それぞれの骨子は以下のとおりであ

る。 

 

【まち・ひと・しごと創生法】 

まち・ひと・しごと創生法は、地方創生の基

本理念を示すとともに、国及び地方公共団体の

責務について定めている。その責務として、政

府に対しては、「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の策定を義務づけ、地方公共団体に対して

は、「地方版総合戦略」の策定についての努力義

務を課している。 

 

【地域再生法】  

 地域再生法は、地域活性化に取り組む地方公

共団体を国が支援するためのメニューを掲げた

ものであり、以下の内容が盛り込まれている。 

① 政府は、地域再生基本方針（地域再生に関 

する施策の総合的かつ効果的な推進を図るた 

めの基本的な方針）を定めなければならない。 

② 地方公共団体は、地域再生基本方針に基づ 

き、地域再生計画（地域の再生を図るための 

計画）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請

できる。 

③ 内閣総理大臣により認定された地域再生計 

画については、地方創生推進交付金、企業版 

ふるさと納税、農地転用許可等の特例措置、

事業者に対する利子補給金などの支援メニュ

ーが活用できる。 

 

（２）地方創生における地方公共団体の役割 

上記のような取組みの実施に当たっては、地方

 
1 まち・ひと・しごと創生法第１条参照 

公共団体の積極的活動が必要不可欠となる。すな

わち、地方公共団体は、まず各地域の創生に向け

てのグランドデザインである地方版総合戦略の策

定を担うこととなる。次いで、国からの様々な支

援を獲得するため、地域再生法に基づき地域再生

計画を作成し、内閣総理大臣の認定を得ることも

地方公共団体の重要な役割となる。さらに認定を

取得した後は、計画実現のための詳細設計とその

円滑な実施を背負うこととなる。 

また、地方公共団体は、地域再生法に基づく施

策以外にも、自ら策定した地方版総合戦略に基づ

き、就職支援事業、創業支援事業、子育て支援事

業、地域ブランド創出事業、定住促進事業など、

多岐にわたる取組みを推進することとなる。 

さらに、コンパクトシティを目指す場合の「立

地適正化計画」の策定など、地方創生に向けた地

方公共団体の役割は止まることがない。 

 

（３）地方公務員の使命 

 さて、地方公共団体がこのような活動を行うに

当たり、その担い手の中核となるのは地方公務員

である。地方公務員は、地方版総合戦略、地域再

生計画をはじめ種々の計画・施策の立案やそれら

の実施を支えることとなる。もちろん、地方創生

のアクターとして、公務員以外に事業者、商工団

体、NPO、地縁団体等も重要な役割を担っている。

しかしながら、それらの関係者との調整役として、

あるいは連携の推進役として欠かせないのは地方

公務員である。各事業の成否は、地方公務員の公

正かつ効率的な執務執行に左右されると言って過

言ではない。 

 

（４）地方公務員と民間事業者との関係 

ところで、地方創生に向けて関係者との連携を

進めるに当たり、公務員と民間事業者との癒着や

その疑惑は排除しなければならない。 

地方公務員と民間事業者との関係は、伝統的に

は、公共事業の発注、物品納入契約や業務委託契

約の締結、許認可、補助金交付が中心であり、不
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正や官民癒着もそれらの活動をめぐって生じてい

た。他方、近年、指定管理者制度2、市場化テスト
3、PFI4といった新たな仕組みが導入・活用され、

それに伴い、公務員と民間事業者との関係も広が

りを見せている。 

さらに、地方創生の施策の推進に当たっては、

民間事業者と協議したり、その提案を受けたりす

るケースも増えている。したがって、地方創生に

関しては、伝統的関係も含め様々な場面において

民間事業者との接触が拡大することを踏まえてお

く必要がある 

  

３．最近の地方公務員の不祥事 

 

地方公務員と民間事業者との癒着の排除が求め

られる中で、実態はどういう状況か、全国紙の報

道をもとに過去１年間の地方公務員と業者との間

の不祥事を振り返ってみた。 

 まず、昨年、マスコミで大きく取り上げられた

のは、福井県職員の金品受領事件である。 

【福井県職員の金品受領事件】 

2019年、関西電力の役員らが福井県高浜町の元

助役から多額の金品を受領していたことが大きな

問題となったが、福井県の多数の職員（計 109人）

が同助役から金品を受け取っていたことも発覚し

た。金品提供の名目は、就任祝い、餞別、中元、

歳暮、挨拶、香典などであり、金品の内容は、現

金、小判、商品券、ワイシャツ仕立券、食事の提

供などとなっている。 

 

さらに、この 1年間に地方公務員の収賄等に関

し以下のような事件について報道がなされている。 

 

〇市の浄水場における廃棄物処理などの委託業

務の受注業者の選定に当たり、市職員が便宜を

図り、現金を受け取った事件（埼玉県久喜市）。 

〇市発注の電気工事の入札に際し、市職員が設

 
2 公の施設の管理・運営を営利企業、NPO 法人などに包括

的に代行させる制度。 
3 公共サービスについて、官と民が対等の立場で競争入札に

計金額などの情報を業者に漏洩し、現金や乗用

車などを受け取った事件（大阪市）。 

〇都の浄水場の管理業務の委託に関し、業者に

予定価格に関する情報を漏らすなどしていた事

件（東京都）。 

〇桜並木の管理業務の委託に関する入札に際し、

応札額等の情報を業者に漏洩し、現金を受け取

った事件（東京都武蔵村山市）。 

〇区立中学の改修工事などを特定業者が受注で

きるよう便宜を図り、見返りに自宅の外構工事

を無料で施工させた事件（東京都足立区）。 

〇市民劇場の照明設備の入札に際し、予定価格

を業者に漏洩していた事件（群馬県高崎市）。 

  

これらは、福井県の事例を除き、いずれも刑事

罰を問われた事件であるが、刑事罰には至らない

までも不適切な金銭のやり取り等が行われた事例

は、かなり発生しているものと思われる。 

 

４． 国家公務員の倫理に関する規制 

 

民間事業者との不適切な関係に留意する必要が

あるのは地方公務員だけでなく、国家公務員も同

じである。その国家公務員については、国家公務

員倫理法（平成 11年法律 129号）において、民間

事業者からの金銭や物品の受領、供応などについ

て厳格に規制されている。その仕組みについて眺

めてみたい。 

 

（１）国家公務員倫理法制定の経緯 

① 国家公務員は、国民全体の奉仕者として、「官

職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉とな

るような行為をしてはならない。」とされている

（国家公務員法 99条）。 

いわゆる信用失墜行為の禁止であり、その一 

環として、民間事業者との不適切な関係を排除

するため、かねて政府は、累次の閣議決定等を

参加し、サービス提供者を決定する制度。 
4 公共施設等の設計・建設から維持管理・運営まで民間の資

金、経営能力、技術力を生かして行う手法。 
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通じ、官庁綱紀の粛正について通知していた。 

 

② しかしながら、昭和が終わる頃、政官界を巻 

き込んだリクルート事件において、文部省（当

時）や労働省（当時）の事務次官が未公開株式

を受け取っていたことが発覚したのに続き、平

成に入ってから次のような公務員不祥事が続発

した。 

 

【大蔵省過剰接待事件（1995年）】 

 大蔵省(当時)の幹部職員（2 人）が経営破綻し

た元信用金庫理事長及び経営コンサルタントから

過剰な接待を受けた事件。 

【通商産業省石油商事件（1996年）】 

 通商産業省（当時）の幹部職員ら（5人）が所得

税法違反で起訴された石油商代表から、会食、ゴ

ルフ等の過剰な接待を受けた事件。 

【厚生省社会福祉法人事件（1996年）】 

 厚生省（当時）の事務次官が長年付き合いのあ

った社会福祉法人代表に補助金交付等に関し便宜

を図り、謝礼として現金を受領した事件。また、

同省幹部職員（11人）が同代表から繰り返し接待

を受けていたことも発覚。 

 

③ このような状況の下、1996年 12月、事務次官

等会議の申合せに基づき、全省においてそれぞ

れ公務員倫理規程（訓令）が制定された。 

ところが、この規程が制定された後も大蔵省金 

融不祥事事件が発生したため、政府は、1998年、 

公務員倫理の確立に向けて法制化も視野に入れ 

た検討に着手した。 

なお、大蔵省金融不祥事事件（1998年）とは、 

大蔵省の 100人を上回る職員が民間の金融機関 

等から過度の会食、ゴルフ等の接待を受けてい 

た事件であり、そのうち、検査対象機関に検査 

期日等を漏えいしマンション購入資金の融資等 

を受けていた職員、金融機関等に種々の便宜を 

図っていた職員は刑事罰に処せられている。 

 

④ 他方、政府の検討に並行して、各政党も国家 

公務員倫理法の制定に乗り出し、1998年の通常 

国会において、与野党からそれぞれ法案が提出 

された。その後、いずれの法案も継続審議を繰 

り返した後、1999年の通常国会において、各政 

党間の協議を経て、「国家公務員倫理法」が全会 

一致で成立し、同年 8月 13日、公布された。 

 

（２）国家公務員倫理法の概要 

(a)職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 

①国民全体の奉仕者であることを自覚すること、 

②常に公私の別を明確化すること、③国民の疑惑

や不信を招いてはならないことが規定されている。 

（注）以下においては、「職務に係る倫理」の意

味で、単に「倫理」と表記する。 

（b）国会報告 

内閣は、毎年、国会に対し、倫理の保持の状況

及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告

書を提出しなければならない。 

（c）国家公務員倫理規程 

内閣は、倫理の保持を図るために必要な事項に

関する政令（国家公務員倫理規程）を定める（同

規程の内容は後述のとおり）。 

その制定・改廃に関しては、国家公務員倫理審

査会の意見を聴かなければならない。 

（ｄ）各種報告 

① 事業者からの１件5千円を超える贈与等につ

いての報告（本省課長補佐級以上）、前年の株取

引等についての報告（本省審議官級以上）、前年

分の所得についての報告（本省審議官級以上）

が義務付けられている。 

② これらの報告書の保存期間は 5年間とする。 

③ １件２万円を超える贈与等については一般 

の閲覧対象とする。 

（e）国家公務員倫理審査会 

① 人事院に国家公務員倫理審査会（以下「倫理

審査会」という。）を置く。 

② 倫理審査会は、次のような業務を所掌する。 

・国家公務員倫理規程に関する意見の申出 

・各種報告書の審査 

・倫理法等違反に対する懲戒処分の基準作成 

16



【論文】 

 

 

・倫理法等違反に関する調査の実施、懲戒処

分の承認等 

・各省各庁への指導、措置の要求 など 

（ｆ）倫理監督官 

① 各行政機関等に倫理監督官を置く。 

② 倫理監督官は、倫理保持のための指導、体制

整備等を行う。 

（注）本省の場合、事務次官が倫理監督官を務 

めている。 

 

（３）国家公務員倫理規程（平成 12 年政令 101 号）

の概要 

（a）利害関係者の定義  

① 倫理に関する規制においては、基本的に「利 

害関係者」との関係が問題となる。利害関係者

とは次に該当する者をいう。 

・許認可等の相手方 

・補助金等の交付の相手方 

・契約の相手方 

・立入検査、監査又は監察の相手方 

・不利益処分の名宛人 

・行政指導の相手方 

・事業の改善、調整等の事務の相手方 

・予算、級別定数、定員の査定を受ける国 

の機関 

② 利害関係者の範囲は、職位によって異なり、

職位が高くなるにつれ、範囲が広くなる。なお、

過去３年間についていたポストの利害関係者も

現在の利害関係者とみなされる。 

（b）利害関係者との間での禁止行為 

利害関係者との間で次のような行為は禁止され 

る。 

① 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

② 金銭の貸し付けを受けること。 

③ 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。 

④ 無償で役務の提供を受けること。 

⑤ 未公開株を譲り受けること。 

⑥ 供応接待を受けること。 

⑦ 利害関係者と共に遊戯（麻雀等）又はゴルフを

すること。 

⑧ 利害関係者と共に旅行をすること（公務のた 

めの旅行の場合を除く）。 

（注）⑦及び⑧については、割り勘であっても

禁止。 

 

ただし、学生時代からの友人など、私的な関

係がある場合で、国民の疑惑や不信を招くおそ

れがないと認められるときは、上記の禁止行為

を行うことができる。 

（c） 利害関係者との間で許容される行為 

以下に例示する行為は利害関係者との間で

あっても許容されている。 

① 宣伝用物品・記念品であって広く一般に配布

するためのものの贈与を受けること。 

② 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、

利害関係者から飲食物の提供を受けること。 

③ 職務として出席した会議において、利害関係

者から簡素な飲食物の提供を受けること。 

④ 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食

すること。 

（ｄ）利害関係者以外の事業者との間における禁止

行為 

① 利害関係者に該当しない事業者であっても、

通常一般の社交の程度を超えて、供応接待又は

財産上の利益を受けてはならない。 

② 自己が行った物品の購入や飲食の代金をそ

の場に居合わせなかった事業者に支払わせて

はならない（いわゆる「付け回し」の禁止）。 

（e）書籍監修等に対する報酬の受領の制限 

国の補助金や費用で作成される書籍等又は国が

過半数を買い入れる書籍等について、監修料等を

受けてはならない。 

（f）割り勘での飲食についての届け出 

割り勘で利害関係者とともに飲食する場合で 

あっても、自分の飲食に要する費用が１万円を超

えるときは、事前に倫理監督官に届け出なければ

ならない。 

（g）講演等に関する規制 

利害関係者からの依頼に応じて報酬を受け 

て講演等をしようとする場合は、あらかじめ倫
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理監督官の承認を得なければならない。 

 

（４）国家公務員倫理法・倫理規程違反の状況 

2018年度において、国家公務員倫理法・倫理規

程に違反するとして懲戒処分が行われたのは 12

人（免職 1人、停職 5人、減給 5人、戒告 1人）

である5。 

国家公務員倫理法施行以来の動向をみると、施

行から 5年間、懲戒処分者数は、一桁から多い年

でも 20人未満に留まっていたが、その後、施行当

初の緊張感が弱まったこともあるためか、懲戒処

分者数は 2005 年度に 114 人、2007 年度に 83 人、

2008 年度に 94 人と大幅に増加している。近年の

傾向は、懲戒処分が 10 人前後といった状況であ

り、ピーク時に比べ収まりを見せてきていると言

えよう。 

ただし、2018年には文部科学省の幹部職員の収

賄事件、接待事件が発覚している。倫理監督官で

ある事務次官自身が接待事件に関わっており、言

葉を失う感がある。絶えず規制の周知、職員の意

識改革の徹底を図る必要があるということであろ

う。 

 

（５） 倫理法等に対する関係者等の受止め 

市民、有識者、民間企業及び国家公務員を対象

として倫理審査会が実施するアンケートに次の設

問が盛り込まれている6。 

【設問】倫理規程で定められている行為規制は、 

     ・厳しい 

     ・どちらかといえば厳しい 

     ・妥当 

    ・どちらかといえば緩やか 

    ・緩やか 

     ・分からない 

   

2018 年度に実施されたアンケートの結果を見

 
5  このほか、例年、各省の内規による訓告、厳重注意等の

矯正措置が行われている（2018 年度の場合、28 人）。 
6 「市民」は、国民各層から抽出した 1000 人。「有識者」は、

公務員倫理モニターを委嘱した有識者 200 人。 

ると、この設問に対し、民間企業は約８割が妥当、

国家公務員及び有識者は約７割が妥当としている。

これに対し、市民は約２割が緩い（緩やか、どち

らかといえば緩やか）とし、厳しい見方を示して

いるが、それでも６割以上が妥当としている。社

会全体の認識として概ね妥当と考えられていると

言えよう。 

なお、「倫理法・倫理規程が情報収集、意見交換

の支障になっていると思うか」とする設問に対し、

民間企業は約８割が「支障はないと思う、あまり

ないと思う」と答えており、国家公務員側は３分

の２が同様の答えを寄せている。「接待というツー

ル抜きでも本音は語れる」という文化に馴染んで

きていると言えるのではないだろうか。 

  

５．地方公共団体における倫理に関する規定

の整備状況 

 

 国家公務員とは異なり、地方公務員については、

「地方公務員倫理法」は制定されていない。また、

基本法たる地方公務員法においても倫理に関する

規定は設けられておらず、倫理に関する規制は各

地方公共団体に委ねられている。そこで、筆者に

おいて、都道府県、政令市及び県庁所在市につい

て、各公共団体のホームページを通じて規定の整

備状況を把握するとともに、各公共団体の担当部

門にも照会したところ、以下の表に示すデータを

得た。 

 なお、国家公務員倫理法制定の際の国会審議に

おいて、地方公務員の取扱いについての議論は見

当たらない。 

 

（１）全体的な規定整備状況 

（2019 年 12 月 31 日現在。筆者調べ） 

  

「民間企業」は、東京、名古屋証券取引所上場企業 2670 社。

「国家公務員」は、組織段階、役職段階等を考慮して抽出した

5000 人。 
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① 都道府県 

条例と規則の両方 １１ 

規則又は規程のみ １４ 

指針など ６ 

いずれもなし １６ 

計 ４７ 

 

② 政令市 

条例と規則の両方 ８ 

規則又は規程のみ ４ 

指針など １ 

いずれもなし ７ 

計 ２０ 

 

③ 県庁所在市（東京都を除く） 

条例と規則の両方 １６   

政令市  ７ 

それ以外 ９ 

規則又は規程のみ ９ 

政令市  ３ 

それ以外 ６ 

指針など ４ 

政令市  １ 

それ以外 ３ 

いずれもなし １７ 

政令市  ４ 

それ以外 １３ 

計 ４６ 

政令市  １５ 

それ以外 ３１ 

 

上記のデータについて説明を加えておきたい。

まず、条例は議会が制定するが、規則・規程は

首長が制定する。このうち、規則は法令の一種

と位置付けられており、内部規定である規程よ

り格式が高いものと考えられる。条例と規則の

両方を有する場合は、概ね条例で国家公務員倫

 
7 議会基本条例の制定状況は、「自治体議会改革フォーラ

ム」の調査による（2019年 11月 3日現在）。なお、議会

理法と同様の内容を定め、規則では国家公務員

倫理規程の内容を規定している。これに対し、

規則又は規程のみ有する場合は、国家公務員倫

理規程を踏まえた内容を中心としつつ、一部、

国家公務員倫理法に沿った内容も定めている。

また、「指針など」とあるのは、首長より下位の

レベルで倫理について定めた内部規定を示して

おり、この場合も概ね、国家公務員倫理規程を

踏まえた内容が盛り込まれている。 

なお、2019 年 12 月 27 日、福井県は、「福井

県職員倫理規則」（令和元年規則 40号）を制定

している。その内容は、国家公務員倫理規程に

準拠しつつ、適宜、国家公務員倫理法の内容（報

告義務、倫理監督官など）も取り入れたものと

なっている。 

上記のとおり、都道府県、政令市、県庁所在

市においても、倫理に関する条例や規則・規程

が未整備な自治体がかなり見受けられるが、小

規模の市や町村においてはさらに整備が進んで

いないものと考えられる。このことは、例えば、

議会基本条例の制定状況を見ると、都道府県の

68.1％、政令市の 80％が制定しているのに対し、

市は 65.6％、町村は 34.6％となっていることか

らもうかがえるであろう7。 

 

（２）条例と規則の例 

条例と規則がセットで定められている例として、

施行後（2019年 4月 1日）比較的日の浅い「千葉

県職員倫理条例」（平成 30年条例 59号）及び「千

葉県職員倫理規則」（平成 31年規則 10号）につい

て紹介したい。 

（a）制定に至る経緯 

2017 年 11 月に発覚した官製談合事件が千葉県

における倫理規定整備の契機となっている。この

事件では、県職員（2 人）が予定価格などの入札

情報を漏洩していたとして、刑事罰に処せられて

いるが、さらにその調査の過程で、多くの職員が

業者との会食に参加し、個人負担（5 千円）を大

基本条例は、議会の運営に関する基本事項を定めたも

の。 
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きく上回る接待を受けていたことが判明した。 

（b）千葉県職員倫理条例の概要 

千葉県職員倫理条例は、以下のような若干の相

違点を除き、項目、内容とも国家公務員倫理法と

同様となっている。 

① 国においては、倫理保持の状況等に関し、内閣 

が国会へ報告するのに対し、千葉県においては

知事がそれらを公表すること。 

これは、議院内閣制と首長制の違いによるも

のである。 

② 国における倫理審査会の役割を千葉県では 

コンプライアンス委員会議が担っていること。 

これは、千葉県においては、コンプライアン

ス徹底のため既にコンプライアンス委員会議が

設置されているため、それを活用することとし

たものである。 

（c）千葉県職員倫理規則の概要 

  次に千葉県職員倫理規則をみると、これも以

下の点を除き、国の倫理規程と同様となってい

る。 

① 利害関係者の範囲について、国の倫理規定 

にはない「入札に参加するために必要な資格 

を有する事業者等」を掲げている。これは県 

の行政における入札の重要性を考慮したもの 

である。 

他方、国の倫理規程で利害関係者として掲

げられている「予算、級別定数、定員の査定

を受ける機関」については、千葉県では掲げ

られていない。これは、国では複数の機関に

分散している予算査定権や定員査定権が、県

では知事の元に統括されていることを反映し

たものである。 

② 国の倫理規程に掲げられている「特定の書

籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止」が

千葉県倫理規則には盛り込まれていない。 

  これは、国の場合、制度解説書などを執筆、 

監修する機会があるのに対し、県ではそのよ 

うな機会が想定しがたいためであろう。 

 
8 都道府県及び政令市においては人事委員会を必置。人口

15 万人以上の市及び特別区は人事委員会又は公平委員会

 

６．地方公務員制度と国家公務員制度の相

違点 

 

 上述のとおり、地方公務員については、国のよ

うな公務員倫理に関する法律は設けられていない。

そこで、この際、国家公務員と地方公務員の法制

度に関する全般的な異同について、探ってみたい。 

第二次世界大戦後、国民主権の下での公務員制

度を導入するため、1947年に国家公務員法（昭和

22 年法律 120 号）が制定され、次いで 1950 年に

地方公務員法（昭和 25年法律 261号）が制定され

た。地方公務員法の規定は、国家公務員法の規定

を踏まえて設けられているため、その多くは共通

的な内容となっている。その一方、地方公共団体

の実情等を反映して相違が見られるものもある。

その主なものは次のとおりである。 

 

（１）人事機関 

国家公務員法においては、任命権者（各省大臣

等）以外に中央人事行政機関として人事院を設立

するとともに、内閣総理大臣も中央人事行政機関

として位置付けている。人事院の使命は国家公務

員人事管理の公正性を確保するとともに、労働基

本権を制約された国家公務員の利益を保護するこ

とにある。他方、内閣総理大臣は、使用者側代表

としての役割とともに各府省の人事管理の方針、

計画等について総合調整を行う役割を担っている。 

これに対し、地方公務員法においては、任命権

者（首長、議会議長等）以外に第三者機関として、

人事委員会又は公平委員会を置くこととされてい

る8。 

このうち、人事委員会は国の人事院と概ね同様

の権限を有しているが、公平委員会は給与の勧告

権を保持しないなど、その権限は人事委員会に比

べて限定的となっている。この点については、公

平委員会が比較的小規模の市及び町村に設置され

を選択して設置。人口 15 万人未満の市及び町村は公平委 

員会を設置。 
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ることを考慮したものとされている9。 

また、国における内閣総理大臣の機能は、地方

公共団体においては、首長が発揮している。 

 

(２)昇任に当たっての能力判定の手段 

かつて国家公務員法において、昇任は競争試験

又は選考によるとしていたが10、2007 年の改正に

より昇任は「人事評価に基づき、任命しようとす

る官職に係る標準職務遂行能力及び・・適性を有

すると認められる者の中から行う」（同法 58条）

ことに改められた。これは、長らく制度的には昇

任試験、選考が掲げられていたにかかわらず、実

態としては日ごろの勤務状況等に基づき判断して

いたことを踏まえつつ、同時に能力主義人事を推

進するため、人事評価を活用する旨明記したもの

である。 

他方、地方公務員法においては、一定の職への

昇任は昇任試験又は選考が行われなければならな

いとしている（同法 21条の 4）。これは、2004年

の同法の改正により人事評価に基づく昇任の仕組

みを導入するに当たり、地方公共団体においては、

以前から昇任試験や選考を実施しているものがあ

ったことを踏まえ、それら従前からの仕組みも存

置することとしたものである。 

 

（３）幹部職員の人事 

国家公務員法においては、2014年の改正により、

幹部職員（本省審議官級以上）に関する人事管理

一元化の仕組みが導入された。すなわち、幹部職

員については、内閣総理大臣が適格性審査を行う

とともに、その任命に当たっては任命権者と内閣

総理大臣及び内閣官房長官との協議を必要とする

ものである。他方、地方公務員法においては、こ

のような改正は行われていない。 

これは、いわゆる分担管理原則の下11、任命権者

が各省大臣に分かれている国と異なり、知事が人

 
9 橋本勇：新版「逐条地方公務員法」学陽書房（２０１６）pp．１

０３－１０５. 
10 「選考」は、競争試験以外の方法で官職に係る能力、適性

を判定するもの。経歴評定、筆記試験、人物試験などによる。 

事権を統括している点の違いによるものと考えら

れる。 

 

(４)退職管理 

国家公務員の退職管理については、2007年の国

家公務員法改正により、次の 3類型の行為が禁止

されている。 

① 他の職員又は職員であった者（職員 OB）の就 

職をあっせんすること。 

② 利害関係を有する営利企業等に対し、自身の 

離職後の就職の要求等を行うこと。 

③ 離職後に営利企業等に就職している職員 OB

が離職後 2年間、離職前 5年間に在職していた

組織の現職職員に対し、その営利企業等に便宜

を図るよう要求・依頼をすること。 

これに対し、地方公務員法では、2016年 4月に

施行された改正により、国家公務員に対する上記

の 3つの規制のうち、③だけが規定されている。

何故③に限定したのか、その理由については、地

方公共団体の実情を考慮したものとされている12。 

「地方公共団体の実情を考慮したもの」の意味

は必ずしも明らかではないが、おそらく、地方公

共団体では、もともと国のような定年前の早期退

職勧奨の慣行が一般的でなく、いわゆる天下りの

弊害が少なかったことが背景にあると思われる。 

 

(５)勤務条件の改定方法 

国においては、給与等の勤務条件は人事院が国

会及び内閣に勧告する仕組みとなっている。これ

に対し、地方公共団体をみると、人事委員会は首

長及び議会に対し勧告を行うが、人事委員会が置

かれていない団体では、勧告という手続きを経な

いで条例改正が行われることとなる。 

これは、人事委員会が置かれない比較的小規模

の地方公共団体の公平委員会に勧告という業務を

担わせることは困難と考えられているためであろ

11 分担管理原則とは、各省大臣が行政事務を分担管理する

原則をいう。 
12 橋本勇：前掲書ｐ．７８３ 
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う13。 

 このように国家公務員制度と地方公務員制度に

関する上記の相違点は、それぞれ背景、理由があ

ると考えられる。他方、倫理については、国家公

務員及び地方公務員について基本的な取扱いに差

を設けることに積極的意味があるとは考え難い。

むしろ、日常的に民間事業者と接することが多い

地方公務員については、国よりも規制の必要性が

高いとも考えられる。 

しからば、なぜ、「地方公務員倫理法」が制定さ

れなかったのか。その理由は、基本的には、国家

公務員倫理法が議員立法で成立したことにあると

思われる。当時、国家公務員、とりわけ幹部公務

員の規律の乱れがクローズアップされる中で、政

治の関心も国家公務員に集中していたといえる。 

仮に、国家公務員倫理法が政府提案であったと

すれば、検討の過程で地方公務員も視野に入って

いた可能性があったものと考える。 

 

７．提案 

 

以上述べたところから明らかなとおり、筆者は、

地方公務員についても倫理に関する法律を制定す

ることが望ましいと考える14。その選択肢として

は、まず国と同様、「地方公務員倫理法」を制定し、

国の倫理規程に相当する定めは地方の実情も踏ま

えつつ条例で規定することが考えられる。あるい

は、別の選択肢として、地方公務員法に倫理に関

する基本指針を定め、規制内容は網羅的に条例を

中心に制定することも考えられよう。 

法律を必要と考える理由は以下の通りである。 

① まず、地方公務員を取り巻く環境として、地

域によっては、人間関係の円滑化を図るため金

銭や物品を贈ったり、飲食を提供したりする風

土が根強く残っていることが考えられる。そこ

で、公務社会がそのような習慣と決別するため

には明確なルールが必要になると考える。 

② 上記で見たとおり、今後、地方創生を推進す

るには、民間部門との連携が不可欠であり、接

触の機会が増加するとともに、関係性も多様化

していくと見込まれる。それに対応して、両者

の関係を見直し、業務本位の関係を改めて構築

する必要性が高まっているものと考える。 

③ 現在も収賄事件が見受けられるが、倫理に関

する法整備を通じて、厳格に金銭等の受領を規

制するとともに、報告義務を課し、それらを徹

底することは、収賄の予防策としても有益と考

えられる。 

④ 次に、倫理に関する明確なルールが必要であ

るとした場合、その対応を従来どおり、地方公

共団体の裁量に委ね続けたのでは、全国的な規

定の整備が進まないおそれがある。そこで、全

国の地方公務員に適用される枠組みを法律で定

めた上で、条例と相まって規制することが適切

と考えられる。 

⑤ 現在、地方公共団体によっては、訓令その他

の内規によって職員に対する規制を行っている

ところもあるが、民間事業者に対し、規制を周

知し、その理解と協力を確保するためには、内

規ではなく、法令（法律、条例など）の制定が

必要であり、有効と考える。 

⑥ 福井県の事例では、相手の助役からの金銭等

の提供を断ることが困難であったとされている。

そのようなしがらみがある場合、厳格な規律が

法律、条例で定まっていれば、断りも躊躇する

ことなく円滑に行えるものと考える。 

 

参考文献 
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3) 人事院「平成 30年度・年次報告書」(2019) 
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員等を除く一般職の地方公務員。 
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地域回帰志向とキャリア選択 

―地域創生学部 1 期生の就職活動を通して― 

道下 洋夫
１
、福島 真司

2
、中島 敏博

3
、山中 昌幸

4
、林 恒宏

5
 

１
大正大学 地域構想研究所 准教授、

2
大正大学 地域創生学部 教授、

3
大正大学 地域構想研究所 助教  

4
大正大学 地域構想研究所 客員研究員、

5
大正大学 地域創生学部 准教授  

 

（要旨）少子高齢化・人口減少問題に直面する我が国では「東京圏への人口の過度の

集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある

日本社会を維持していく」（「まち・ひと・しごと創生法」第1条より）ことが急務と

なっている。大正大学はこれに人材育成の面から応える形で、2016年に地域創生学部

を新設し、必修科目である「地域実習」をはじめ体系的な地域回帰教育を実施し、第1

期生が進路を確定し卒業する時期を迎えた。本稿では、その進路状況を分析した結

果、約6割の進路に地域回帰性があると評価され、それ以外の進路を選択した者に比し

て、基礎学力・コンピテンシー・通算GPA共に高い傾向が看取された。また、大学生活

の有意義性や地域貢献への意識が3～4年次に高まるかどうかが地域回帰性のある進路

選択に関係していることが明らかになった。 

 

キーワード： 地域創生学部、地域志向性、地域回帰性の評価、キャリア観 

 

 

１．はじめに 

 

 大正大学地域創生学部（以下、本学部）は、2016

年度に新たに設置された学部である。設置認可申請

の際に文部科学省に提出された「設置の趣旨等を記

載した書類」では、本学部が育成する人材像として、

「学生は各自の地域志向性をより向上させ必要な

スキルを修得して、地方出身学生は地方地域の活性

化に貢献する人材として地域への回帰を促してい

く。都市出身学生は、都市地域を生活基盤とし地域

活性化に寄与する人材として育成していくと同時

に、都市において地方の活性化に貢献する事業及び

事業体（地方地域資源を都市圏で活用するビジネス

など）のなかで活躍する人材や、地方地域と連携し

て都市地域のために貢献できる人材も合わせて育

成していく。」1と謳っている。すなわち、地方出身

 
1 大正大学（2015）p4 

であれ、都市出身であれ、本学部で学ぶことで、地

域志向性を向上させ、地域へ回帰する人材の養成を

めざし、本学部を設置したわけである。 

本学部では、育成する人材像として、「コーディネ

ーター」「エコノミスト」「アントレプレナー」「オー

ガナイザー」の 4つの資質を備えた人材を設定した。

それぞれの卒業後の具体的な進路としては、「コー

ディネーター」では、事業型 NPO、市民活動支援セ

ンター、その他公益事業団体や各種職能団体、業界

団体等、「エコノミスト」では、大学院への進学や調

査研究機関、シンクタンク、地方銀行、信用金庫、

信用組合、地方自治体、地域メディア等、「アントレ

プレナー」では、地域起業家、地方中小企業の承継、

地域メディア等、「オーガナイザー」では、地方公務

員、非営利組織、公益組織等を想定している。本学

部では、この達成のために、長期間に亘る「地域実
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習」を必修科目として取り入れ、いわゆる座学にお

いても「地域回帰論」を必修科目として複数年度に

配置する等、地域回帰のための教育を体系的に実施

してきた。 

本学部は、2019 年度にいわゆる完成年度と迎え、

2020年 3月には第 1期生が卒業する時期となり、1

期生のほぼ全員の進路先が確定する状況となった。

本稿は、本学部 1期生を対象に、進路状況を分析し、

地域回帰志向の育成の評価を行い、本学部の地域回

帰教育の、進路先から見た 4年間の総括を行い、今

後の本学部、及び、同様の目標を掲げる他大学の学

部等の教育改善に資するための考察を行うことを

目的とするものである。 

 

２．調査概要 

 

（1）調査対象 

 調査は、本学部の1期生である2016年度入学者を

対象とする。 

 

（2）分析に用いるデータ 

本学部の1期生には、2019年5月1日現在で51名在

籍している。そのうち、休学している者2名（留学

及びIT系の専門技能養成のため）、卒業延期の者4

名、本年度就職活動の意思がない者1名（IT系の専

門技能養成のため）の合計7名については、本年度

に就職活動を行わなかったため進路先が決定して

いないため、本調査はそれらの者を除く44名が対

象となる。 

調査には、本学部1期生のうち44名に関する以下

のデータを用いた。 

① 進路先情報（企業等名、企業理念、業務内

容、本社所在地等） 

② 入学時の属性情報（出身高等学校所在都道

府県、出身高等学校ランク、入試区分） 

③ 在学時の成績情報等（基礎学力調査、GPA、

取得単位数、PROG） 

④ アンケート調査結果（授業の地域創生への

役立ち感、地域貢献意識） 

 
2 当該ランキングは、1から 20の 20段階で表され、数字が小さ

い方が大学進学実績に優れている。 
3 本学部はクオーター制を導入しているが、2019年度現在で大

①については、特に、企業理念や業務内容、及

び、本社所在地に焦点を当てた。企業の事業ドメ

インは多様化しており、単純に業種を判断できな

い場合も多い。そこで、進路先企業等の企業理念

や事業内容に、地域貢献が明確に謳われているか

どうかを確認することとした。本社所在地は、進

路先の地域回帰の評価指標の1つとして、いわゆる

「UIJターン」を行ったかどうかを判断する際の基

準として用いた。 

②については、まず、先述した「UIJターン」の

判断のため、出身高等学校所在都道府県を用い

た。高校学校ランクについては、株式会社大学通

信が作成した2016年度ランキングの情報を用いた
2。入試区分は、AO入試、推薦入試、一般入試、大

学入試センター試験利用入試等のどのような入試

形態で入学した者かを見るために用いた。 

③について、基礎学力調査は、大正大学の入学

者が毎年度入学式直後に受検するもので、「国

語」「数学」「英語」の3科目の基礎学力を、毎年

度可能な限り同じ問題を利用して測定するもので

ある。GPA、及び、取得単位数は、入学後、最初の

成績評価である2016年度春学期から、本稿を執筆

時点での最新情報である2019年度春学期までの情

報を用いた3。PROGは、学校法人河合塾と株式会社

リアセックが、「リテラシー」と「コンピテンシ

ー」の両面からジェネリックスキルを測定するた

めに開発したテストであり（成田,2014）、大正大

学は、そのうち「コンピテンシー」のみを受検し

ている。当該テストで測定するコンピテンシー

は、「対人基礎力（親和力，協働力，統率力）」

「他自己基礎力（感情抑制力，自信創出力，行動

持続力）」「対課題基礎力（課題発見力，計画立

案力，実践力）」とされている。 

④については、本学部が毎クオーターごとに行

っているクオーター振り返りアンケート調査か

ら、まず、当該クオーターでの大学生活の役立ち

感に関する4つの質問を取り上げた。具体的には、

「地域創生について、意欲・関心を高めることに

役に立った」「将来地域で活動する上で必要な知

正大学においてクオーター制を採用しているのは本学部のみで

あるため、GPAについては、他の 5学部同様にセメスターごと

に算出されている。 
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識や技能を得ることに役立った」「将来地域で活

動する上で必要な心構えや姿勢（主体性・多様

性・協働性）を得ることに役立った」「将来地域

で活動する上で必要な考える力（思考力・判断

力・表現力）を得ることに役立った」の4つの質問

項目であるが、それぞれ回答は、「① 大変役立

った」「② ある程度役立った」「③ あまり役

に立たなかった」「④ 全く役に立たなかった」

の4件法で回答を求めている。次に、地域貢献に対

する意識として、「あなたは、本日、今の段階

で、地域創生において、地域に貢献したいと思っ

ていますか」という質問を取り上げた。この質問

に対する回答も、「① 強く思っている」「② 

ある程度思っている」「③ あまり思っていな

い」「④ 全く思っていない」の4件法で求めてい

る。 

本調査は、これらのデータを分析することで、

本学部の1期生として、4年間、体系的な地域回帰

教育を受けた後に、どのような進路を選択したの

か、そして、それぞれの進路を選択した者の4年間

の成績等や意識の変化に焦点を当てて考察する。 

 

３．調査結果 

 

（1） 進路動向―進路先の職種等― 

本稿執筆のためのデータを整理した2020年1月31

日現在、先述した1期生のうちの本調査の対象とな

る44名は、全ての者が進路先を確定させたか、企

業等より内定を得ている。44名の内訳は、表1の通

りである。 

表1 進路内訳 

 

 

44名中、「民間企業」が33名（75.0％）と最も

多い。「公務員」は6名（13.6％）、「JA、商工会

等」の団体職員が2名（4.5％）、大学院進学が1名

（2.3％）と続く。 

最も多い「民間企業」の業種の内訳について

は、直下に内数として業種ごとに示しているが、

「観光」に関連する者が7名と最も多い。「JA、商

工会等」は、2名ともUターン者として、それぞれ

地元の団体職員を進路先として選んだ者である。

「大学院進学」の1名については、進路先である大

学院と、大学院が所在する自治体との連携によ

り、大学院生として学びながら、同時に、当該地

域の地域おこし協力隊員として活動するスキーム

によって、進学を果たした者である。 

なお、表1中の「未定」の2名について、1名は、

本学部の必修科目「地域実習」での実習先地域の

周辺市の地域おこし協力隊の選考途中にある者で

ある。地域おこし協力隊に選考されなかった場合

は、実習先地域において、個人事業主としての起

業を予定しており、同時に準備を進めている。も

う1名は、内定先を複数獲得し最終決定先を検討中

の者である。そのため、2020年4月から就職するこ

とは決定しているが、進路先が現段階では未定で

ある。 

  

（2） 進路動向―進路先の地域― 

地域回帰を考える上で、まず、対象となる学生が、

どの地域に就職したのかを考察する。 

表2 出身地と進路先の地域 

 

 

本調査で対象とする 44 名のうち、就業する地域

が決まっている者は、前項記載した「未定」のうち

の 1名を除く 43名である。この 43名について、出

人数 比率

民間企業 33 75.0%

観光 7

広告・IT 6

本学事業会社の地域創生部門 3

飲食 3

金融（クラウドファンディング含む） 2

農業関連 2

経営コンサルティング 1

その他（流通・小売・保安等） 9

JA、商工会等 2 4.5%

公務員 6 13.6%

大学院進学 1 2.3%

未定（選考過程あるいは選定中） 2 4.5%

合計 44 100.0%

エリア 東京都 東京圏 地方 その他

エリア 人数 25 3 14 1

東京都 13 7 1 4 1

東京圏 15 11 2 2 0

地方 15 7 0 8 0

n=43
進路先の地域

出身地

※　「東京圏」は、「東京都」を除く、「東京圏」をさす

※　「その他」は、国家公務員　　　　　　　　　　　　　
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身と進路先の地域4との関係を、表 2に示す5。 

出身地について、「東京」出身者 13 名と「東京」

を除く「東京圏」出身者 15名の合計は 28名であり、

「地方」出身者は 15名である。一方で、進路先の地

域については、「東京」と「東京圏」の合計は 28名、

「地方」が 14名、「その他」が 1名であるため、出

身地域と進路先の地域の「東京」と「東京圏」の合

計人数と「地方」の人数は、ほぼ同じと言える。「東

京」「東京圏」から「地方」へ 6名転出する者を生み

出したが、一方で、逆のケースを 7 名生んでおり、

進路先の地域だけを見た際には、地域回帰に成果を

挙げたとは言い難い状況であることがわかる。 

 

（3） 進路動向―地域回帰性の評価― 

前述したように、大正大学（2015）では、特に都

市出身学生についての記載ではあるが、「都市にお

いて地方の活性化に貢献する事業及び事業体のな

かで活躍する人材や、地方地域と連携して都市地域

のために貢献できる人材」の育成も謳っている。す

なわち、進路先の地域に関わらず、地方の活性化に

貢献できる人材の育成もめざしており、地域回帰の

概念を、進路先の地域だけで括るのではなく、広い

概念で捉えている。 

そこで、進路先の地域に加え、進路先の業務内容

等を考慮した分類を試みた。これは、いわば、本学

部の進路先に対する「地域回帰性の評価」とも言え

るものである。 

まち・ひと・しごと創生本部（2019）では、「地方

への移住・定着の促進」を目標の 1 つとして掲げ、

「重要業績評価指標」の 1 つとして「UIJ ターンに

よる起業・就業者数」を「2024年までの 6年間で 6

万人」としている。そこで、まず、本学部の「地域

回帰性の評価」においても、「UIJターン」を実現し

た者を、地域回帰性があるとして、捉えることとす

る。その際の UIJターンのそれぞれの定義は、一般

社団法人移住・交流推進機構（2013）である「Uター

ン」は、「生まれ育った故郷から進学や就職を機に都

会へ移住した後、再び生まれ育った故郷に移住する

 
4 進路先の企業等が全国展開している場合、現段階では赴任地

が決まっていないため、本調査では、本社の所在地を進路先地

域としてカウントしている。 
5 まち・ひと・しごと創生本部（2014）では、日本の人口移動の中

こと」、「Iターン」は、「生まれ育った故郷から進学

や就職を機に故郷にはない要素を求めて、故郷とは

別の地域に移住すること」、「Jターン」は、「生まれ

育った故郷から進学や就職を機に都会へ移住した

後、故郷にほど近い地方都市に移住すること」を参

考にするが、「東京都内」あるいは「東京圏」出身者

が、「東京都内」あるいは「東京圏」の進路先を選ぶ

「U ターン」の場合、東京圏への一極集中を緩和し

たことにもつながらず、地域回帰性があるとは考え

にくい。また、「地方」出身者が「東京都」あるいは

「東京圏」に進路先に進んだ「Iターン」の場合も、

同様であると考えられる。そこで、本学部の地域回

帰性の評価においては、「Uターン」「Iターン」から、

「東京都」あるいは「東京圏」に就職した者は外す

こととした。すなわち、「Uターン」は「地方」出身

の者が故郷である「地方」に戻る場合に限られ、「I

ターン」は、「東京都」あるいは「東京圏」出身の者

が、「地方」の進路先を選択した者のみに限られる。

一方で、「Jターン」については、大正大学が東京都

に所在していることも勘案して「故郷にほど近い地

方都市に移住すること」の定義をやや緩やかに解釈

し、「東京都」あるいは「東京圏」以外の出身の者が、

「東京都」で学生生活を過ごし、「地方」の進路先を

選択した場合を含めることとした。 

ここまでは、出身地と進路先のエリアのみを勘案

した地域回帰性の評価であるが、次に、進路先が「東

京都」あるいは「東京圏」に所在していて、企業等

の業務内容を考慮した場合の地域回帰性の評価を

行うこととした。すなわち、「東京都」あるいは「東

京圏」の進路先を選択した場合であっても、企業理

念に「地域に寄り添う」等の文言によって、明確に

地域貢献を謳っていたり、地域貢献のための部門や

商品サービスをもつ等が確認できる企業を「地域貢

献系企業」とし、地域回帰性があるとして評価する

こととした。 

まとめると、進路先のエリア、及び、進路先企業

等の事業内容によって、「Uターン」「Iターン」「Jタ

ーン」「地域貢献系企業」に分類し、この 4つのカテ

でも、三大都市圏、特に、「東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県）」への他地域からの転入超過を課題としている。表2

も、これを参考に、「東京都」、東京都を除く東京圏を「東京圏」、

その他の地域を「地方」と分けた。 
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ゴリーを、地域回帰性があると評価し、それ以外を

「その他」として、地域回帰性がないと評価した6。

この評価基準によって、本学部 1期生の進路先を分

類したものを表 3に示す。 

地域回帰性があると評価されるのは、「U ターン」

11.6%、「Iターン」11.6%、「Jターン」7.0%、「地域

貢献系企業」30.2％の合計 60.5％である。半数を超

えて、地域回帰性があると評価される状況であるこ

とが看取された。本学部の地域回帰教育が、地域回

帰性の評価という点では、一定の成果を挙げたと考

えられる。 

表3 進路先の地域回帰性の評価 

 

 

（4） 地域回帰性の有無による成績等の差異 

これらの地域回帰性の評価の有無は、それぞれに

評価された学生のどのような性質を表しているの

であろうか。 

まずは、入学時点の差異として入学区分による地

域回帰性の有無を考察したが、特段の差異は認めら

れなかった。地域回帰性の有無による入学時点での

基礎学力調査の得点を比較したものが表 4 である。 

表4 地域回帰性の有無と入学時の基礎学力（平均点） 

 

 

表 4を見ると、科目によって若干の違いは認めら

れるが、地域回帰性がある学生の方が、ない学生よ

りも、入学時点での基礎学力は高い傾向にあること

がわかる。そこで、高等学校の偏差値によるランキ

ングを見たところ、表 5のような結果であった。 

 
6 分類上、「その他」は「東京都」あるいは「東京圏の企業等に限

られる。また、この中には、将来は出身地域へのUターンを希

望する者や、将来出身地域で起業するための準備期間として、

表5 地域回帰性の有無と高等学校ランキング（平均点） 

 

 

当該ランキングは、前述したとおりであるが、1か

ら 20 の段階があり、数値が小さい方が進路実績に

優れる。表 4と併せて見ると、表 4同様に「Jター

ン」が最も高く、「その他」が最も低いことがわかる。

地域回帰性の有無で言えば、ある方が、高い傾向に

ある。 

表6 地域回帰性の有無と入学時のコンピテンシー（平均点） 

 

 表 6 は、地域回帰性の有無による入学時点でのコ

ンピテンシーの差異を表している。基礎学力と同様

に、地域回帰性のある学生の方が、ない学生よりも

概ねスコアが高いことが看取される。ただし、最も

低いスコアは、「その他」ではなく、「Iターン」の学

生であることがわかる。 

本学部の 1期生は、PROGについては 1年次に 1回

のみしか受検していないため、入学後の PROG のス

コアの伸びについては測定することができない。一

方で、学力については、GPA で測定することができ

る。そこで、まず、入学してから本稿を執筆時点で

の最新の GPAである 4年次の春学期までの通算 GPA

及び取得単位数を表 7に示す。 

表7 地域回帰性の有無と通算GPA（平均点）

 

これを見ると、取得単位数にはほとんど変わりは

進路先を選択した者も含まれるが、あくまで最初の進路先を分

類したものである。 

進路先カテゴリー 地域回帰性の評価 人数 比率

Uターン 5 11.6%

Iターン 5 11.6%

Jターン 3 7.0%

地域貢献系企業等 13 30.2%

その他 地域回帰性なし 17 39.5%

合計 43 100.0%

地域回帰性あり

進路先カテゴリー 国語 数学 英語 合計

Uターン 62.4 49.8 38.8 151.0

Iターン 63.0 50.2 42.2 155.4

Jターン 66.3 52.0 62.3 180.7

地域貢献系企業等 62.8 43.6 42.6 149.0

その他 61.8 37.3 44.2 143.3

Uターン

Iターン

進路先カテゴリー

Jターン

地域貢献系企業等

その他

高等学校ランキング

12.4

12.8

11.0

12.8

13.5

進路先カテゴリー 対人基礎力 対自己基礎力 対課題基礎力 総合

Ｕターン 3.8 4.2 3.8 3.6

Iターン 2.8 2.8 2.8 2.6

Jターン 5.7 5.7 4.7 5.3

地域貢献系企業等 4.4 3.6 3.5 3.9

その他 3.4 2.9 2.6 2.7

進路先カテゴリー

Ｕターン

Iターン

Jターン

地域貢献系企業等

その他

取得単位数

118.4

117.8

116.7

118.5

117.9

通算GPA

2.9

2.6

2.6

2.7

2.5
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ないが、通算 GPAについては、差異は小さいものの、

地域回帰性がある学生の方が、ない学生よりも高い

傾向にあることがわかる。特に、「Uターン」の学生

は顕著に高い傾向にある。 

次に、GPA の伸びを見るために、入学してから本

稿を執筆時点での最新の GPAである 4年次の春学期

までの GPAの推移を図 1に表す。 

地域回帰性がある学生のうち、入学時に基礎学力

の最も高かった「Jターン」は、1年次春学期の GPA

も最も高いが、そこから右肩下がりに下降し、4 年

次春学期には最も低いGPAとなっている。「Uターン」

は、1年次秋学期から最も高い GPAとなり、3年次春

学期に下降するが、ほぼ一貫して最も高い GPAで推

移する。「Iターン」と「地域貢献系企業等」は同じ

ような傾向のグラフであるが、「Iターン」は、3年

次秋学期以降の伸びが著しい。一方で、地域回帰性

がない学生については、若干の上下はあるが、概ね

GPA2.5前後で推移している。 

「J ターン」を除けば、地域回帰性がある学生の

方が、ない学生よりも GPAは高く、特に 3年次秋学

期以降の GPAの伸び方が大きいことがわかる。 

 

図1 地域回帰性の有無とGPA（平均点）の推移 

 

（5） 地域回帰性の有無と学生の意識の差異 

ここからは、学生アンケート調査の結果をもとに、

 
7 数値が小さいほどポジティブな意識を表すため、軸を反転さ

せていることに注意されたい。なお、図3から図5も同様に軸を

本学部 1期生の意識に焦点を当てて、地域回帰性と

の関係を考察する。 

地域回帰性には、当然ながら地域に貢献したいと

いう意欲が関わっていると考えられるため、クオー

ターごとに行っている本学部の学生アンケート調

査の中から、「あなたは、本日、今の段階で、地域創

生において、地域に貢献したいと思っていますか」

という質問を取り上げる。回答は、「① 強く思って

いる」「② ある程度思っている」「③ あまり思っ

ていない」「④ 全く思っていない」の 4件法で求め

ているため、数値が小さいほどポジティブであるこ

とを示している。アンケート調査は毎クオーター実

施したが、ここでは入学後最初の 1年次第 1クオー

ターの結果と、1 年次から 4 年次のそれぞれの学年

の最後のクオーターである第 4クオーターの結果を

取り上げ、進路先のカテゴリーごとにその意識の推

移を図 2に示す7。 

 
図2 地域貢献への意欲（平均点）の推移 

 

これを見ると、「Uターン」「Iターン」「地域貢献

系企業等」は、同じような V字型のグラフの形状で

あることがわかる。すなわち、2 年次にかけて地域

へ貢献する意欲が下がるが、そこから反転し、ほと

んどの学生が強く意識を持つようになっている。こ

の 3 つの進路先のカテゴリーにおいては、1 年次第

反転させて示している。 

32



【研究ノート】 

1 クオーターよりも、強い意欲を持って 4 年間を終

えている。また、「Jターン」については、ほぼ右肩

上がりのグラフの形状であり、地域貢献への 1年次

第 1クオーターでは、「ある程度」意欲があるレベル

であったところ、意欲が年々高まり、最後には強い

意欲に変化していることが看取される。この 4つの

進路先のカテゴリーにおいては、本学の地域回帰教

育は一定のプラスの影響を与えたと言える可能性

がある。一方で、「その他」は、3年次までほぼ横ば

いの意欲であったところ、4 年次の最後に大きく意

欲が下げていることがわかる。 

この理由を探るために、同じ学生アンケート調査

の中から、大学生活の地域創生に関する役立ち感に関

し、「地域創生について、意欲・関心を高めることに役

に立った」「将来地域で活動する上で必要な知識や技能

を得ることに役立った」「将来地域で活動する上で必要

な心構えや姿勢（主体性・多様性・協働性）を得ること

に役立った」の 3 つの質問を取り上げ、その結果をそ

れぞれ図 3から図 5に示した。 

 

図3 地域創生の意欲・関心を高めることへの 

役立ち感（平均点）の推移 

 

 図 3を見ると、「Uターン」「その他」については、

若干の上下を見せながら、学年が進むにつれて役立

ち感が下降する傾向にある。「Iターン」「Jターン」

「地域貢献系企業等」は、振れ幅は異なるものの 2

年次に下がり、3 年次以降持ち直す V 字型のグラフ

の形状である。ただし、「Iターン」は他の 2者ほど

3年次以上の上昇が大きくはない。総じて、「Uター

ン」を除き、2 年次に意欲・関心を高めることへの

役立ち感が低くなっていることがわかる。 

 図 4を見ると特定の明確な傾向を見られなくなっ

ているが、「J ターン」「地域貢献系企業等」はやや

上昇傾向、「U ターン」「その他」は横ばいかやや下

降傾向、「Iターン」のみが V字型のグラフとなって

いる。 

 
図4 地域創生の知識・技能を高めることへの 

役立ち感（平均点）の推移 

 

 

図5 地域創生の心構えや姿勢を高めることへの 

役立ち感（平均点）の推移 
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図 5を見ると、「Uターン」は横ばい、「Iターン」

「その他」は上下を見せながら、学年が進むにつれ

て役立ち感が下降する傾向にある。「Jターン」と「地

域貢献系企業等」は V字型のような形状ではあるが、

「地域貢献系企業等」が 1年次より 4年次の役立ち

感が大きいことに比較して、「Jターン」は 4年次の

方が 1年次より役立ち感が下がっている。 

図 3から図 5の 3つのグラフを比較すると、図 3

と図 5が似通った傾向にあることがわかる。これは、

図 3と図 5が、それぞれ意欲・関心、心構えや姿勢

に対する役立ち感、図 4は知識・技能に対する役立

ち感と、質問内容の類似性にあると考えられる。意

欲・関心や心構えや姿勢は、文字通り「心」の有り

方を表す言葉であるため、似通っている。図 2で示

した地域貢献への意欲も「心」のあり方であるため、

俯瞰してみると、図 2、図 3、図 5は形状がやや似通

っているようにも見える。 

 

４．考察 

 

まず、本学部 1期生の地域回帰性に関して、まと

めると、以下の通りである。 

本学部 1期生の地域回帰性について、出身地と進

路先の関係だけに着目すると、「東京」「東京圏」出

身者で「地方」へ転出する者は 6名いる一方で、「地

方」出身者で「東京」「東京圏」に転入する者が 7名

おり、地域回帰に成果を挙げたとは言いにくい状況

であった。 

しかしながら、本学部 1期生の地域回帰性につい

て、UIJ ターンや地域貢献系企業への就職等の評価

をしたところ、60.5％の者が、地域回帰性のある進

路先を選択していた。 

本学部 1期生で、地域回帰性のある進路先を選択

した者は、その他の者よりも、入学時の基礎学力、

コンピテンシー、入学後の通算 GPAにおいて、高い

傾向にあった。 

次に、本調査で用いた進路先のカテゴリーごとに

調査結果をまとめると、以下の通りである。 

「U ターン」は、大学生活の地域創生への役立ち

感について、安定して一定の役立ち感を持っており、

GPA も安定して一定の成績を持ち、地域貢献に対す

る意欲は 2年次に一旦大きく下がるが、強い意欲を

持って 4年間を終えている。 

「I ターン」は、大学生活の地域創生への役立ち

感について、1年次よりも 2年次、3年次と明らかに

下がるが、地域貢献に対する意欲、GPA 共に、最後

は 1年次よりも上昇して 4年間を終えている。「Iタ

ーン」は、全ての図について、一旦大きく下がる、

3年次から上昇傾向にあることが特色である。 

「J ターン」は、大学生活の地域創生への役立ち

感について、知識・技術については安定して役立ち

感を得ているが、意欲・関心、心構えや姿勢につい

ては、2 年次に大きく落ち込む。一方で、地域貢献

に対する意欲は、4 年間一貫して上昇を続けている

が、GPA は 2 年次以降下降している。地域貢献に対

する意欲が上昇し、大学生活の地域創生に対する役

立ち感も上昇しているにもかかわらず、1 年次に最

も高かった GPAが最も低い位置まで下降した背景に

は、このカテゴリーに含まれる 3名のうち、複数の

者が意欲・関心が上昇することで、学外の NPO等の

団体での活動や学外でのイベント開催等の活動に

積極的に参加するようになったことが要因の 1つで

はないかと考えられる。正課外の取組に大きな時間

を割いたことが、GPA の下降につながった可能性の

指摘であるが、本学部の学生の評価のあり方として

は、今後も想定される事態であり、GPA の下降だけ

を問題視してはならないと考える。 

「地域貢献系企業等」は、「Uターン」と全てにお

いて似た傾向を示すが、3年次、4年次の大学生活の

役立ち感においては、「Uターン」よりも役立ち感を

強く持つ傾向にある。この両者が似ていることにつ

いては、「地方」出身者は、そもそも Uターンする想

いで入学し、その想いを持ったまま Uターンしたか、

一方で、その想いを持ちながらも、「東京都」あるい

は「東京圏」の地域貢献系企業等を進路先に選択し

たという経緯が考えられ、気質的に似ている可能性

がある。「東京都」あるいは「東京圏」出身者は、本

調査では「U ターン」に含めなかったが、出身地で

そのまま就職したという意味では地元への貢献に

対する意識が高く、その中でも「地域貢献系企業等」

を選択したという経緯であるため、やはりこの両者

は気質的に似た傾向にある可能性がある。 

「その他」は、大学生活の地域創生への役立ち感

について、一貫して下降気味に推移し、地域貢献に
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対する意欲、GPA 共に、他の進路先のカテゴリーご

とよりも低い傾向にある。 

 総じて、課題として考えられるのは、2 年次の地

域貢献への意欲の低下と、特に、意欲・関心、心構

えや姿勢に関して、大学生活の地域創生に対する役

立ち感の著しい低下傾向である。アンケート調査の

設問は、それぞれのクオーターの大学生活の役立ち

感を聞くものであるため、何が主たる要因かは、ア

ンケート結果からは直接的に導けないが、本学部の

地域回帰教育において最も大きな時間をかけてい

る、1年次から 3年次の第 3クオーターに必修で行

う「地域実習」を、1年次、3年次は地方地域をフィ

ールドにして実施し、2 年次では都市地域である東

京をフィールドにして実施していることが関係し

ている可能性が示唆される8。 

 

５．おわりに 

 

以上のように、本学部の 1期生の進路先の動向と、

その地域回帰性の評価、そして進路先のカテゴリー

ごとのさまざまな学生データを分析することによ

って、いくつかの知見を見つけることができた。 

ただし、本調査は、本学部 1期生で進路先を決定

した全員を対象に分析したものであるが、40名強と

人数が少なく、進路先のカテゴリーについては 10名

に満たないカテゴリーもあり、今回の結果が毎年度

安定して現れるかどうかには疑念がある。これが本

研究から得られた結果の限界である。今後もさらに、

人数は少なくても、分析を継続することによって、

考察の精度を高めたいと考える。 
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デジタルサイネージ研究 

石原 康臣 

大正大学 地域構想研究所 准教授 

 

（要旨）デジタルサイネージが普及し、今では街のあちこちで見られるようになった。

座・ガモール3号店では2年前の2018年に店頭に設置されてから、さらに店内の電子POP

や店頭のTVモニタによるデジタルサイネージなども行われてきた。そこで本稿ではデジ

タルサイネージの現在と座・ガモールでのデジタルサイネージ活用を振り返りながら、

今後の使用に向けた可能性を見つけていく。 

 

キーワード： デジタルサイネージ、座・ガモール、映像制作 

 

 

１．はじめに 

 

本稿では、まずデジタルサイネージの現状につ

いて、現在利用されている参考事例を調査し、利

用目的やそれぞれの特徴などについてまとめてい

く。その後、座・ガモール3号店での活用状況をま

とめ、参考事例から見える特徴や利用方法と照ら

し合わせ、その使用方法について改善点を見つけ

ていく。また制作している具体的なコンテンツに

ついて分析し、より効果的なデジタルサイネージ

コンテンツの内容や制作方法についての改善点を

見つけていくことを目的とする。 

デジタルサイネージは日々の技術の進歩により、

新たなシステムや可能となることが多々あり、本

稿の掲載時点では紹介されている情報がすでにレ

ガシーとなってしまうこともあると思われるが、

今回は特に新技術についての解説や可能性をまと

めることが目的ではなく、現在の座・ガモールに

あるデジタルサイネージにて、具体的にどのよう

な映像制作システムが可能であり、対策していく

ことができるかという点を重視していきたい。ハ

ードの面よりソフトの面、さらにそのソフトの効

果的な制作についての改善を目的としていきたい。 

 

２．デジタルサイネージとは 

 

（１）デジタルサイネージの事例 

デジタルサイネージは現在、街中の至るところ

で見られるようになった。日本においては2012年

に822億円だった市場は、2020年には3.1倍の2,520

億円にまで拡大すると言われているほどである。

そんなデジタルサイネージは、具体的には駅や空

港などの交通機関、店舗の店頭や店内、街頭やビ

ル壁面、官公庁施設などの公共施設、オフィスの

ロビーや休憩スペース、イベント会場などさまざ

まな場所に設置されてきている。 

ここでは最初に、デジタルサイネージが具体的

にどんなところでどのように使用されているのか

をまとめていく。 

（ａ）電車内 ―トレインチャンネル 

 

2002年にJR東日本が山手線に導入した、日本国

内で最大規模の広告用デジタルサイネージである。

2016年3月時点での公表数は、面数で27,000面であ
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る。1日の平均乗降客数が約550万人のJR山手線を

はじめ、様々な電車内のドア上部に2面にわたって

液晶ディスプレーにて設置されている。 

放映コンテンツは、向かって右側が行き先や停

車駅案内、運行情報等などである。左側は「トレ

インチャンネル」と名付けられ、広告の放映用の

ディスプレーとして販売されている。2015年の新

型車両においては、さらに従来のトレインチャン

ネルに加えて荷棚上部に3面、車両間の扉上部に1

面を新設し、より広い広告放映を可能としている。 

 

（ｂ）駅構内 ―Umeda Metro Vision 

 

大阪の御堂筋線梅田駅上りホームに設置され、

2019年12月から放映が始まった超大型ビジョンで

ある。地下空間では世界最大規模のサイズを誇る。

1日の平均乗降人員数が約43.1万人である梅田駅

にて、行き交う人々の上部に斜めに設置されてい

るのが特徴的である。大きさは、高さ4m×幅が40m

に渡るものとなっており、40mの幅は全面を1画面

として使用する事ができる他、3分割、6分割にも

対応しており、それらを組み合わせた応用での表

示の仕方も可能となっている。同駅ホーム内の柱

に縦位置で12面設置されている梅田ホームビジョ

ンもあり、映像を連動させることもできる。2020

年1月から放映する広告の募集が開始されている。 

 

（ｃ）大型屋外ビジョン ―Q’s EYE 

 

渋谷駅前の商業ビル「Q FRONT」の全面に設置さ

れている大型ビジョンである。全画面は425㎡で、

そのうち広告面は100㎡×2面となっている。放映

コンテンツの中心はTVCMなどの広告動画となって

いる。大きな特徴としてはスマートフォンとの連

携事例があり、2013年にはQ’s EYE渋谷夏祭りとい

うデジタル花火大会が行われた。これはスマート

フォンとQ’s EYEの連携を行うプログラムにより、

各自のスマートフォンを操作することでQ’s EYE

にデジタル映像の花火が打ち上げられるという試

みであった。当日は一般の参加者3,900人超が大画

面に86,000発もの花火を打ち上げた。これにより

デジタルサイネージアワード2014ゴールドを受賞

している。 

 

（ｄ）インストア型デジタルサイネージ  ―PARCO 

CUBE 4面マルチタッチサイネージ 

 

2019年11月22日にグランドオープンした渋谷

PARCOは館内の色々な場所に計94面のデジタルサ

イネージを設置した。その中のPARCO CUBE 4面マ

ルチタッチサイネージは、PARCOが扱う商品の画像

が羅列されており、その中から気に入った商品を

見つけ出し選択することができる。選択された商
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品は詳細情報とともにQRコードが掲示され、それ

を利用者が個人のスマートフォンで読み込むとウ

ェブサイトへ接続され、PARCO ONLINE STOREで購

入することができるシステムになっている。実店

舗とECサイトの融合という新しい販売形態をデジ

タルサイネージで可能にしている。 

 

（ｅ）スタンド型デジタルサイネージ 

 

他のデジタルサイネージと違い、可動式でポス

ターサイズの縦位置のものが多いデジタルサイネ

ージである。主に各店舗の店頭に置かれることが

多い。（ａ）〜（ｃ）の大規模なものと違って、

その場にいる不特定多数に向かって様々な広告や

情報を送るのではなく、店の前を通り過ぎる個人

に向けて情報を送るものとなっている。従って送

る情報も様々なTVCMなどの広範囲の広告ではなく、

その店舗独自のセール情報や、店舗からのお知ら

せといったものが主となっている。 

 

（ｆ）電子POP 

 

こちらもインストア型デジタルサイネージとな

るが、（ｅ）のスタンド型デジタルサイネージが

店舗ごとの情報であったのに対し、さらにその店

内で扱っている個々の商品についての情報を放映

することに特化したデジタルサイネージである。

具体的にはその商品のCMや、パッケージ内の写

真、調理方法、使用方法などの情報を放映し、購

入意欲を高めるなどの効果がある。画面が小さい

分、一台あたりの単価は上記のサイネージの中で

一番低いが、1台につき広告する商品を1つ程度に

する必要があり、商品数分の台数が必要となる。 

 

（ｇ）自治体による情報発信 ―東京都港区によるデ

ジタルサイネージ 

  

東京都港区は広報誌などの一般的な紙媒体の他

に、ホームページやツイッター、Facebookなど電

子媒体での情報発信を積極的に行っている。その

中で区役所のロビーには55インチの液晶のデジタ

ルサイネージを設置し、来庁者への情報の提供を

行っている。同時に駅前の商業施設の大型サイネ

ージや、区内に設置してある自動販売機にもデジ

タルサイネージを併設し、区からの行政情報や緊

急情報の発信を行っている。 

 

（ｈ）エンターテインメント ―新江の島水族館ナイトア

クアリウム 

 

デジタルサイネージは液晶モニタだけで行われ

るわけではなく、プロジェクターによって壁面へ

プロジェクションするシステムもある。そして広

告や広報としての使用ではなく空間全体を演出す
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るイベントとして使用する例もある。 

そのひとつが新江の島水族館で行われたナイト

アクアリウムである。これは魚が泳ぐ水槽の周り

に満点の星空を投影することによって、魚たちが

宇宙を漂っているかのような幻想的な世界を作り

出した。水族館とデジタルテクノロジーの融合に

より作り出された新たな空間は、来場者を今まで

に経験したことのない感動体験へと導くのであ

る。 

細かく分けていくとさらには渋谷PARCO5Fに設

置された「Root F」のように、来場者に追随する

映像が床に投影されるといった（ｈ）や（ｄ）を

併せたような複合的なものも生まれてきている。

デジタルサイネージの区分はまだまだあるが、定

番となった事例と最新の事例を中心にここでは大

まかに上記の例を挙げておくこととする。 

 

（2）デジタルサイネージの利用目的 

（1）にて各種のデジタルサイネージの例を見

てきたが、次にそこから見える利用目的と利用に

あたっての形態を分析していく。一つの形式に一

つの利用目的というわけではなく、実際は複合し

ての効果、目的もあるが、まずはわかりやすく大

まかにまとめていく。 

（ａ）、（ｂ）、（ｃ）型に共通するのは広告

としての目的である。現在では、主にTVCMが流さ

れているのを見ることが多いのではないだろう

か。TVと同じく広告主から広告費を集め、放映し

ていく方法である。この型のデジタルサイネージ

の受け手は、不特定多数であり、また一箇所に長

い時間留まっていない特性を持つ。そのためTVCM

のような短いコンテンツでの放映が効果的であ

る。またTVCMを制作している広告主であれば、新

たにコンテンツを作り直すことなく使い回すこと

ができるので効率的である。またTVCMと放映の時

期をあわせることで、より印象に残りやすくなる

というメリットにもつながる。 

効果的な設置場所としては、映像にできるだけ

長く接せられる場所ということになる。（ａ）で

は乗客がターゲットであり駅から駅への移動の間

の時間である。（ｂ）では駅構内を歩く人をター

ゲットに40mという長さで放映することでより長

い時間映像に触れるようにしている。（ｃ）では

大きくすることで遠くからも視認でき、できる限

り長く接せられるためには信号待ちの際に見られ

る場所であるかがポイントとなる。 

次に（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）型に共通するのは

販売促進としての目的である。商業施設への呼び

込み、商品の説明、店の雰囲気作りなどを行うこ

とができ、客の商品購入の動機付けを行うことが

できる。また、呼び込みや商品説明を行うための

人員の削減や、それらをできるように教育するた

めの教育費が削減できるメリットもある。客側も

自分の気になった情報を能動的に取りに行くこと

で、店員の接客から受ける押しつけ感を感じにく

くなる。コンテンツ内の映像の動きや、音声も付

加することで静的な店内が動的となり、店の賑わ

い等の演出にもつながる。 

効果的な設置場所としては、広範囲な人々をタ

ーゲットにするのではなく、そのお店の近くにい

る人、その商品の近くにいる人といった近い場所

において、限定的な情報を放映することが出来る

場所となる。 

次に（ｇ）や（ａ）、（ｂ）型においては情報

提供としての利用目的がある。行政からの公的な

情報や駅からの公共的な情報を効率的に行うこと

ができる。空港の受付カウンターの案内や飛行機

の遅延の情報などもこれに含まれる。デジタルサ

イネージが普及した背景に、2011年の東日本大震

災がある。TV報道では都市部からの一極集中した

情報となってしまい、現地で本当に必要な情報の

伝達の必要性があった。現在様々な行政では緊急

災害情報を差し込む仕組みの整備が課題となって

おり、設置計画が進んでいる。地元密着型の情報

を発信するシステム、また災害時に機能する堅牢

性などが大切となってくる。 

最後に（ｈ）のエンターテインメントとしての

利用目的である。これは他のデジタルサイネージ

と違って、不特定多数の人々が行き交うような場

での展示というよりも、その映像コンテンツを見

るために特定の場所に人を集め、公開するという

形式が主となる。モノ消費よりもコト消費が盛ん

になってきた現在において、商品を買わせるため

のデジタルサイネージではなく、デジタルサイネ
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ージ自体を見るためにお金を払うというシステム

になる。 

このデジタルサイネージの大きな特徴は、今ま

で挙げてきた（ｇ）を除く（ａ）〜（ｆ）型が発

信者から受け手へ無料で情報を提供し、その後の

購入などを目的としているが、これは受け手が展

示される情報を有料にて見る（体験する）という

点にある。商品の購入を目的としたデジタルサイ

ネージではなく、デジタルサイネージ自体が商品

となっているのである。 

以上をまとめると、デジタルサイネージの利用

目的としては①広告、②販売促進、③情報提供、

④エンターテインメントとしての利用目的が考え

られる。デジタルサイネージ全体に言えること

は、受け手がいて初めて成り立つものであるた

め、人がたくさん集まる場に設置することが効果

的であるという点である。広告的な効果を期待す

るデジタルサイネージは、基本的には受け手が自

らはその情報を拾おうとしないため、できる限り

ひと目につくようにすることが必要となる。また

それでも触れる時間は非常に短いため、印象に残

る表現や、繰り返して放映することで印象に残す

ことが大切となる。公共的な情報の発信では、そ

の情報が機能する堅牢性が大切であり、またエン

ターテインメントとしての新たな表現では、場を

変革させるコンテンツが求められている。 

 

（3）デジタルサイネージの注意点 

効果的にデジタルサイネージを使うにあたっ

て、注意しなくてはいけない点がある。それは法

律の問題である。各地域には独特のルールもある

ため、一概には言うことはできないが、まず屋外

広告物条例と景観条例がある。屋外に設置される

デジタルサイネージは他の屋外広告物と同様に、

屋外広告物法のもとで各都道府県の屋外広告物条

例によって規制される。広告には出してはいけな

い場所と申請をすることにより許可される場所が

ある。ただ、ビル名や店舗名などの自家用広告物

で小型なものなど許可のいらないものもある。条

例を列記することはここでは控えるが、東京都な

どでは「屋外広告物のしおり」をつくりWebサイ

トでも公開しているので、その情報を認識するこ

とが必要である。 

また、国や都の計画、所轄の区の独自指針や計

画、都市計画法、建築基準法、警視庁屋外広告物

取扱要綱、道路法に基づく道路占用の許可なども

ある。 

またその他の規制として街が独自の指針を設け

ている場合もある。たとえば銀座ではヒューマン

スケールを超える大きさの動画を表示することは

避けるよう求められる。ただし、ショッピングセ

ンター館内など自社建築物内のデジタルサイネー

ジは、公開空地以外は対象とならない。 

いずれにしても実際の設置、運用は所轄の行政

との綿密な打ち合わせが必要である。 

 

３．座・ガモールのデジタルサイネージ 

 

 （1）コンテンツの種類 

これまでデジタルサイネージの種類や利用目的

を見てきた。それをもとに座・ガモールにおいて

のデジタルサイネージの現状を見ていくこととす

る。照らし合わせていくことで、現状の再認識と

改善点が出てくることを目的とする。 

座・ガモールは3号店を中心に各店舗にデジタ

ルサイネージが配置されている。以下各店舗のデ

ジタルサイネージを列記する。 

 

■座・ガモール3号店 

店外：約2.5m×1.5mのディスプレイ（4枚のデ

ィスプレイの組み合わせによる） 

店頭：20インチ程度のモニタ 

店内：7インチ電子POP×10台 

 

■座・ガモール2号店 

店頭：30インチ程度のモニタ 

店頭：7インチ電子POP×1台 

 

■座・ガモール1号店 

店頭：20インチ程度のモニタ 

店内：7インチ電子POP×10台 

 

2018年2月から運用が開始された座・ガモール3

号店の店外デジタルサイネージは、2020年2月現
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在までの丸2年間において、延べ184本のコンテン

ツが制作され放映されてきた。その内容は大きく

分けて4つのコンテンツに分けられる。 

1つ目は座・ガモールの説明や大正大学の紹介

となる基本情報の映像コンテンツである。これは

基本的な紹介情報のため、放映が常態化している

ものである。微修正はあるものの、基本情報なの

で変わることはないものである。制作当初から現

在まで放映を行っている。 

2つ目は座・ガモールや大正大学で開催される

定期的なイベント情報に関する映像コンテンツで

ある。具体的には月に三度行われるすがも寄席の

情報や、月に一度開催されるあさ市、花会式の情

報である。こちらは基本的な映像構成は同様に

し、開催日を更新する形で制作をし、イメージの

共有を図っている。また月に一度発行されてい

る、大正大学出版の雑誌「地域人」の内容紹介の

映像コンテンツもある。これは内容が毎号全く異

なるので、コンテンツの制作はそのたびに行う

が、OPENINGとENDINGのフォーマットを共通化さ

せることでイメージの共通化を図っている。 

また3つ目は単発のイベント情報のコンテンツ

である。過去には中津川フェアや奄美フェアとい

った、連携自治体の特産品を多数仕入れ、場合に

よっては現地のかたを呼び販売イベントを行った

り、関連イベントとしてアーティストを呼んでラ

イブイベントを同時開催したりした。そのイベン

ト告知のための映像コンテンツである。それらは

基本的に不定期で行われるため、また内容も回ご

とに違うため、その回ごとの情報をまとめて告知

映像のコンテンツを作成し、一度制作した後は不

使用となる。 

また4つ目は、2019年から巣鴨警察署からの協

力要請に応えた映像コンテンツである。これは警

視庁が制作した振り込め詐欺被害対策の映像コン

テンツや、ドラッグの恐ろしさを啓蒙する映像コ

ンテンツなど、巣鴨警察から放映を依頼された映

像を受け取り、放映を行っている。地域に向けた

貢献としてのデジタルサイネージの使用となって

いる。 

 

（2）コンテンツの区分と最適化 

それでは次に座・ガモールのそれぞれのデジタ

ルサイネージの区別を確認し、そこから適した映

像コンテンツがどのようなものであるかを考えて

いく。 

まず3号店の店外の約2.5m×1.5mのディスプレ

イのデジタルサイネージは（ｃ）型に該当する。

そこでのコンテンツは不特定多数に向けたTVCMの

ような短い尺の映像コンテンツが有効となる。現

在は数分程度ある座・ガモールや大正大学の紹介

映像コンテンツ、また地域人の紹介映像コンテン

ツが流れているが、この長尺の映像コンテンツだ

とすべてを認識することは難しい。ただ、デジタ

ルサイネージの映像コンテンツは短かったとして

も必ず見るというものではない。繰り返し流すこ

とによって何についての情報であるのかといった

イメージがつけられることが重要である。ただ

し、そのためには目につくということが一番大切

である。 

2020年2月現在、座・ガモール3号店の周りには

デジタルサイネージを設置している店舗は見当た

らない。そのため他社との差別化には成功してい

るといえる。しかし設置場所が（ｃ）で指摘した

ように信号の正面でなく、人々の視線に面してい

ないことが大きなディスアドバンテージとなって

しまっている。一般的にはビルの上などにある屋

外型デジタルサイネージは信号待ちの際に向かい

にあったり、新宿のアルタビジョンのように向か

いに待ち合わせなどに利用される公共スペースな

どがある。立ち止まった際に目に入る場所が重要

であり、それが全く無いのが効果的でなくなって

しまっている。しっかりと見えるのは店頭のみと

なってしまっており、店頭では見上げることによ

ってようやく認識ができる。店頭はたくさんの行

き交う人が通るが、それを対象とするためには

（ｅ）のように通行人の目線の高さのものでない

と認識はされない。きちんと統計を取ったわけで

はないが、何人かの通行する人々に話を伺ってみ

たところ、店外のデジタルサイネージには全く気

づかなかったという意見がほとんどであった。ま

た上にあっても見えないと意見を言われることも

あった。 

以上のことから映像コンテンツの改良点として
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はより短いものを繰り返し放映すること、そして

設置場所としては変更も検討したほうが良いと思

われる。 

次に3号店の店頭20インチモニタ、2号店の店頭

30インチ程度モニタ、1号店の店頭20インチモニ

タについてみてみると、これは（ｅ）型にあた

る。そこでは通行人に向けた店内への導入を促す

目的のコンテンツが最適である。現状では3号店

のモニタは残念ながら新たに設置されたすがもプ

リンのショーケースとぶつかってしまうため、現

在は撤去されて使用されていない。2号店のモニ

タは京都のアンテナショップということで、京都

のイメージ映像や、扱っている京都の漬物の会社

から頂いた映像を流している。これは店舗のイメ

ージを印象づける事ができ効果的である。1号店

のモニタも2号店同様に東北のアンテナショップ

としての連携自治体の映像を流すことで店舗のイ

メージを印象づけることができている。 

改善点としては、どのモニタも店頭とはいえす

こし店の中に入ったところにあるため、通行人の

足を止めるところまでの効果が少ない。店に入る

意思がある通行人が初めて目にする程度となって

しまっている。2号店はイベントやフェアの際に

前に出すことでそれをクリアすることを行えてい

るが、1号店は店内の壁に固定設置されてしまっ

ているので、その時にあった運用をすることが難

しい。どちらも足を留めさせるような映像コンテ

ンツというよりも、店のイメージや雰囲気を作る

ことを重視した使い方のほうが現状では良いかと

思われる。そのためには現在放映している各地域

の映像に加えて、マンネリ化しないように他の連

携している企業の映像などを増やしていくことが

良いと思われる。さらに予算が付けられれば、店

頭にて（ｅ）タイプのポスター型の縦位置サイズ

のデジタルサイネージを別途用意し、用途を分け

るとより良い。 

最後に1〜3号店共通の7インチ電子POPについ

て。これはそのまま（ｆ）型にあたる。店内の各

商品のより深い説明として機能しているが、現状

はメーカーのCMと、CMがない企業には筆者が制作

したスライドムービーが流れている。お店の賑や

かしにもなっているが、この電子POPは現在、運

用においての問題点が出ている。それは、扱われ

る商品は常に一定ではないということである。商

品の取扱いがなくなると必然的にその電子POPも

外されていく。その都度、新しい商品の電子POP

を制作する必要があるのだが、現状その代謝が出

来ていない。その結果、当初1号店、3号店ともに

10台稼働していた電子POPは現在数台に減ってし

まっている。 

改善方法としては、取り扱わなくなった商品

と、次に取り扱う商品の計画をたて、映像をどう

するかといった計画を店舗がしっかりと立てる必

要がある。また、映像を制作する必要がある場合

はそのための制作期間及び制作費が必要となるの

で、その点も含め商品管理のマネジメントを行う

担当者が必要である。 

以上のように、各デジタルサイネージの特色と

問題点、そして解決方法を見てきたが、まとめる

と、デジタルサイネージごとにどんな映像コンテ

ンツを放映するかということの整理と計画の必要

性が見えてきた。デジタルサイネージがあるとい

うことは、それだけで効果的であるということで

はない。運用を行う必要性をより重視していくこ

とが大切である。現在、筆者のもとに制作依頼が

来る際によく感じることだが、依頼する側が何を

どうしたいのかが分かっていない状態での依頼が

多くある。例えば、今度何かイベントやるので告

知をしてほしいという漠然としたものであるの

だ。映像コンテンツを制作するということは、具

体的な情報が必要である。一般的には、いつ行わ

れるのか（When）、どこで行われるのか

（Where）、何が行われるのか（What）、なぜ行

われるのか（Why）、誰をターゲットにしている

のか（Who）、どうやって行うのか（How）そして

制作費がいくらなのか（How much）の5W2Hが明確

にならないと映像は作ることができない。何のイ

ベントを行うのか、その目的、どんな内容なのか

などが全くない状態では映像化は難しい。そして

5W2Hがそろった後、映像コンテンツの制作にかか

る制作時間を逆算して企画を立てる必要があるの

である。 

 

4．映像コンテンツの制作 
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（1）映像コンテンツ制作のワークフロー 

つぎに、3章で課題点が見えてきたデジタルサ

イネージの映像制作について、ここでは現在継続

可能なシステムが出来ている地域人の映像制作の

方法を纏めることによって、その解決策を探って

いきたい。 

なお、一般的な映像制作のワークフローは図1

の様になっている。 

 

図1 映像制作フロー 

それを踏まえて、地域人VPの制作を見ていく。 

 

（2）成功制作事例 -地域人VP 

地域人VPは2020年2月現在、第31号から第54号

まで計23本が制作されている。映像の構成は基本

的に巻頭インタビュー、特集、連載3本、漫画

（53号から）となっており、一通りの内容につい

て触れ平均して10分弱の長さとなっている。制作

日数は当初は2,3週間であったが、制作の流れが

出来てからは2週間弱ほどで完成するようになっ

てきている。 

具体的には以下のような流れで制作が行われて

いる。 

1. 編集長、担当者と筆者（ディレクター兼編

集）構成打ち合わせ（1日目） 

ここではゲラをベースに各号のテーマにつ

いての共有を行い、具体的な映像構成を決

めていく。各パートで使用する写真の選定

を行い、効果的に見せる映像編集について

決めていく。 

構成が決まるとその映像に合う音楽のイメ

ージについて打ち合わせし、イメージを確

定する。 

構成打ち合わせ後、担当者から地域人の原

稿データ（特に写真データ）を受け取る。 

2. 映像編集①-プロジェクト設定（2〜3日目） 

構成通りに写真を並べる粗編集を行う。全

体のざっくりとした尺出しを行い、編集部

へ写真の上に載せる文字テキストの依頼を

行う（30秒で40文字を目安に作成依頼）。

また音楽家に構成打ち合わせ時に確定した

イメージと、概算尺を連絡し作曲作業を依

頼する。 

3. 映像編集②-モーション作業（4〜8日目） 

それぞれの写真をパートごとにまとまりを

付けて動かしていく。 

4. 映像編集③-グラフィック作成（9日目） 

写真の上に載せる文字デザインや各パート

のロゴ等の素材を制作する。 

5. 映像編集④（10日目）-テキスト流し込み、

MA作業、試写用映像書き出し作業 

編集部から送られてきたテキストを映像に

載せていく。また音楽家から送られてきた

音楽を各パートに合わせて載せ、音圧の調

整等音楽の編集作業を行う。一通り完成し

たら、試写用に一本の映像に書き出す。 

6. 試写（11日目） 

編集部メンバーに試写を行う。全体を通し

て文字の修正や動きの修正等の意見を出し

てもらい、その場で修正作業を行う。その

場で繰り返し試写をし、OKが出た時点で完

成となる。次号の打ち合わせ日程を確定

し、制作完了。 

7. 3号店デジタルサイネージ放映作業（12日

目） 

3号店内のデジタルサイネージ用PCにて放映

時間や回数等のプログラムを作成し放映開

始。（放映期間はひと月） 
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以上が地域人VPの制作の流れとなっているが、

これは撮影の必要がなく、素材が準備されている

ことで映像用の撮影費の削減と、撮影期間の削減

が出来ている。また構成の打ち合わせは各号がほ

ぼ出来てから行われるので、具体的にどのような

構成で、どの写真を使うかまで決めていくことが

できるので1回の構成打ち合わせで確定が出来て

いる。このような下準備がある状態で映像制作を

行うことができれば、大きな費用がかかることな

く、また制作日数もそれほど長くなく1本の映像

コンテンツを作成することができる。それにより

滞ることなく、またどこかの作業部署にのみ過度

に業務の負担がかかることなく継続可能な映像制

作のシステムとなる。座・ガモールの映像におい

てもこのようなスタイルで依頼がされると展開が

スムーズとなるであろう。 

 

（3）座・ガモールの制作方法について 

映像制作の流れが見えたところで、座・ガモー

ルの映像制作に当てはめた場合に必要なことが見

えてくる、それは映像コンテンツを制作するにあ

たってのマネジメントを行う担当者の必要性であ

る。一般に企業が映像コンテンツを制作しようと

する場合、図1の表のような流れであったが、そ

もそも企画依頼からのオリエンテーションが出来

ていないのが問題となっている。まず店舗がどの

ような情報を流したいのかを具体的に決める必要

があり、それには店舗だけの意見ではなく運営す

る本部の広報的戦略が必要になる。その戦略の

下、効果的な映像制作の内容、方法が決まってく

る。そしてその企画をオリエンテーションし制作

に入っていくという必要がある。 

 

5．まとめ 

 

デジタルサイネージのそれぞれの特徴と、そこ

に流すコンテンツの特徴をまとめてきた。またそ

のコンテンツの制作方法についても効率的な方法

を見てきた。それらを踏まえ、現在の座・ガモー

ルにおいてのデジタルサイネージの問題を解決す

る方法を提案するとすると、一つの解決方法とし

ては、座・ガモールは学生が運営するという点を

利用する方法がある。連携自治体を活性化させる

ための人材育成の場でもあることから、学生のス

タッフは単に店番のアルバイトを行うだけではな

く、仕入れた商品をどうプロデュースするかとい

うことを行うことも大切なことである。そのため

にデジタルサイネージを活用してのプロモーショ

ンとなる映像制作を学生自身が行うことは有効な

手段であろう。 

ただし、映像制作は上記で示したように専門的

なスキルの習得が必要であり、さらに各専門性の

分業の上に成り立っている。映像編集ソフトをひ

とつとってみても、そのスキル習得までには多少

の時間がかかる。以前、学生からの懇願により自

主ゼミ的に制作講座を開いたことがあったが、学

生は3,4回目あたりから疲れが見え、結局5回目あ

たりで終了となり完成することが出来なかった。

学生にヒアリングしたところ、映像制作のスキル

習得にそんなに時間がかかると思っていなかった

という意見や、店舗のために行っていることであ

るが、店頭で販売員をしていれば時給が出るが、

映像制作をしていても時給にはならないのでモチ

ベーションがないという意見が出てきた。確かに

販売員であれば、知識がなくてもとりあえずは店

頭に立つことでバイトとなり、作業をやりながら

覚えてスキルアップができる。しかし映像制作は

スキルがあってから初めて制作が出来るので、そ

のスキルをつけるところに時給は発生しない。ま

た、スキルが付いて映像制作が出来るようになっ

たとしても、その制作時間がアルバイトとして時

給となるかというと現在はそういうシステムには

なっていない。これでは映像制作をするよりも店

頭に立っていたほうがいいという意見になってし

まう。 

その点をどう改善していくことが出来るかが今

後のポイントとなってくる。また、座・ガモール

の学生スタッフは4年生になる前に引退し、新た

に1年生が入ってくる。常に映像の技術を伝えて

いき、継続的に制作が出来るように回す体制の構

築が必要となってくる。現在は店舗ごとに広報の

担当者となる学生を学生間で決めているのだが、

残念ながら実質的にはその担当者も店頭での作業

がメインとなっており、広報的なことがあまり出
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来ていないのが現状である。 

時間のかかるスキルの習得や、毎年入ってくる

学生に対しての学習には授業化することなどがそ

の対策になるかと思われるが、この点に関しては

また今後の店舗や運営本部の方針の流れを検討し

ていくことが必要である。
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自然保護と地方創生両立 

―奄美について考える― 

小野寺 浩 

大正大学 地域構想研究所 客員教授 ／ 元環境省自然環境局 局長 

 

（要旨）本稿は、奄美群島（以下、原則奄美と略）において、自然保護と地方創生を両

立させるための方策について考えようとするものである。奄美は2017年に、34番目の日

本でもっとも新しい国立公園となった。また、世界自然遺産登録を目指して2019年2月

に日本政府から推薦中であり、2020年夏にも登録される見込みである。奄美の自然の傑

出した価値はこの２つのことからも証明される。一方、奄美では狭隘な島に多くの人々

が暮らしており、生活域と国立公園、世界遺産候補地域が極めて近接しているという特

殊性がある。このため、自然保護と暮らしや生産活動との調整をどうしていくかが、喫

緊の課題となっている。世界遺産登録などにより急増するであろう観光客への対応も視

野に入れつつ、自然保護と地域創生の両立とその持続性の維持のための、具体的方策に

ついて検討することとしたい。 

 

キーワード： 自然保護、地方創生、世界遺産、観光、環境文化 

 

 

１．奄美とは何か 

 

（１）奄美の位置  

奄美は多様で独特な自然、社会と文化を持つ地

域である。この地域の性格や個性を規定している

のは、①大陸との位置関係、②群島形成史、③亜

熱帯気候、④島嶼であること及び周辺の深い海、

⑤自然や文化の、島外からの伝搬と島内での進化、

⑥中世以降の政治支配形態、⑦現在の東京、鹿児

島との距離、等々である。 

 奄美は東シナ海に浮かぶ島々である。北から、

奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、もっと

も南に与論島がある。北の奄美大島から南の与論

島まで、おおよそ２００キロである。九州本土か

ら奄美大島まで２８９ｋｍあり、与論島と沖縄本

島までは２０ｋｍしかない。 

 奄美は世界の亜熱帯地域の中でもっとも北に位

置する。亜熱帯は世界的には雨が少ない地域が大

部分だが、奄美はモンスーン気候帯にあり東を流

れる黒潮の影響もあって、年間降水量２０００～

３０００ｍｍの多雨地域である。 

 

 

図 1 琉球列島図 

 

 亜熱帯とは、熱帯と温帯の間に位置する、緯度

で２０度から３０度の地域一帯をいう。気温は年
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平均で１８℃以上、冬でも０℃以下にならない、

などの定義がある。 

 世界の亜熱帯地域にある主な都市は、台北、香

港、ブリスベン、ニューオリンズなど、日本では、

小笠原諸島、沖縄諸島、奄美群島である。 

 日本の亜熱帯島嶼のうち、小笠原は過去に大陸

と一度もつながったことにない海洋島であり、奄

美、沖縄は１千万年以上前には大陸とつながって

いた大陸島である。 

 奄美大島の北にあるトカラ列島のまん中に生物

分布境界線である渡瀬線があり、ここで温帯性生

物と亜熱帯性生物が区分される。これは世界の生

物地理区分の旧北区と東洋区の境界線でもある。 

 

（２）奄美群島の形成史 

 奄美群島は、１千万年前にはユーラシア大陸の

東縁にあり、大陸の一部であった。琉球弧の南部

は台湾、大陸南部とつながり、北は九州とつなが

っていた。 

 

 
図 2 琉球列島形成史 

  

その後徐々に分離が進み、２００万年前には北

琉球を除き琉球弧の原型が形成される。３０万年

前には中琉球と南琉球の一部は独立したが、南琉

球の大部分は台湾や大陸と一体化していた。２０

０万年前から３０万年前まで、奄美群島と沖縄本

島は一体であった。２万年前から１万５千年前に

は、海面の低下に伴い奄美群島はほぼいまの島嶼

の形になる。尖閣諸島や台湾は大陸と、北琉球は

九州と一体化していた。 

 琉球弧は、こうした形成過程から、北、中、南

琉球に分けられる。北琉球は種子島、屋久島、ト

カラ列島北部、中琉球はトカラ列島南部、奄美群

島、沖縄本島、南琉球は宮古島、八重山諸島など

からなる。 

 琉球弧の島々には、高い山はなく、ほとんど数

百メートル程度の山が連坦する。標高６００メー

トルを超えるのは、奄美大島の湯湾岳６９４メー

トルと、徳之島の井之川岳６４５メートルの２か

所だけである。沖縄の最高標高は石垣島の於茂登

岳５２６メートルである。沖縄本島ではやんばる

地域の与那覇岳５０３メートルがもっとも高い。 

 琉球弧の島の面積は、最大が沖縄本島の１２０

８ｋｍ２、次いで奄美大島７１２ｋｍ２、西表島２

８９ｋｍ２、徳之島２４８ｋｍ２と続く。 

  

（３）奄美の森林と生物 

a）奄美の森林 

 奄美の森林は、暖温帯と亜熱帯の両方の要素を

持つ。内陸部の山地ではシイ林を中心とした西南

日本系要素の常緑広葉樹林が発達、低地や海岸部

では南方系要素が強い。山地帯の大部分はスダジ

イを優占種とし、イスノキ、オキナワウラジロガ

シなどが混在する。二次林のリュウキュウマツ、

海浜の灌木アダンは奄美大島の北のトカラ列島が

北限である。 

 

 

 

 自然植生は、奄美大島金作原、湯湾岳山頂、住

用川上流、徳之島三京などに限られている。森林

のほとんどは、過去の畑地開発や薪炭利用やパル

プ用材として伐採され、現状は遷移途上のシイカ

ほぼいまの島の形 

になった。 

表 1 島嶼別植生別割合 
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シの萌芽林、二次林となっている。 

 表１にあるように、奄美大島と徳之島の自然林

率は、それぞれ６・５％と３・５％である。全国

値は１８％であるから、奄美の自然林は極端に少

ないことがわかる。奄美の照葉樹の森は復元力が

強く、おおむね３０年で伐った幹から枝が出て、

自然林のように見えるまでに回復する。奄美の固

有種や絶滅危惧種など希少種の大部分は奄美大島

徳之島の森林地域に分布する。 

b）奄美の特異な生物  

 奄美の自然の大きな特徴である「濃密さ」は、

照葉樹が繁った鬱蒼とした森と、小さな島にたく

さんの動植物がすんでいることによく表れてい

る。固有種が多く、絶滅危惧種も多い。これらの

生物の多くは森にすみ、また、渓流沿いや海岸、

浅海域の小さな生態系に暮らす。こうしたいわば

モザイク型の生態系が複雑に絡み合い、うまくす

み分けているのが、奄美の自然の特徴である。 

 

表 2 奄美群島の確認種数 

 

 

i）固有種  

 固有種とは、特定の地域または国しか生育生息

しない生物種をいう。島嶼では隔離されているた

め固有種が多くなる傾向がある。 

 動物では、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、

オットンガエルなどが奄美の固有種の代表であ

る。（哺乳類で 8種、爬虫類で 16種、両生類で 9

種が固有種）植物では、ウケユリ、アマミセイシ

カなどがあり、維管束植物では 124 種が固有種で

ある。 

 

表 3 世界遺産候補 4地域の固有種、絶滅危惧種数（亜種、 

変種等を含む） 

 

 

 奄美の生物に固有種率がきわだって高い理由

は、亜熱帯多雨地域という独特の気象条件に加え

て、奄美群島の地史、成立史によるところが大だ

と考えられる。１千万年前に大陸と奄美が一体だ

ったとき、あるいは１７０万年前に陸繋島だった

ときに、大陸から生物が渡って来てそのまま定着、

進化した。一方、大陸の生物は環境変化や競争種

によって駆逐、絶滅してしまったものもある。古

い生物が遺存種として奄美に残り、その後島の環

境に適応して進化するなどして、奄美の独特の生

物相ができあがった。特に動物については、肉食

獣などの上位捕食者が、ハブやサシバぐらいしか

いなかったことが、これらの固有種が生き残った

原因である。その代表的なものがアマミノクロウ

サギだ。 

ⅱ）絶滅危惧種 

 絶滅危惧種とは、開発などの圧力がこのまま続

けば、近い将来、日本あるいは特定の地域におい

てその生物種が絶滅するおそれのあるものをい

う。 

 絶滅の危機の程度によって段階分けされ、既に

絶滅したものを入れて５段階ある。絶滅した種は、

トキ、ニホンオオカミなど動物で４６種、維管束

植物で２８種がある。    

環境省による絶滅危惧種は、維管束植物１７８

２種、脊椎動物３５５種である。奄美には維管束

植物で２４２種あり、これは全国の約 7 分の１と

きわめて高い確率となっている。 

ⅲ）南北限種 

 奄美群島は南北２００キロと長い。植物につい

て、南限、北限の種をみると、南限９７種、北限

２３９種で、北限種が圧倒的に多い。ちなみに屋
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久島をみると、南限が１５２、北限が２７種と逆

の現象を示す。これは、南方由来の植物が、奄美

大島まで北上して停滞、一方、本土北方由来の植

物は、主として屋久島まで南下してきたことを表

している。生物地理区分上の旧北区と東洋区の境

界は、屋久島と奄美大島の間にあるトカラ列島の

ほぼ真ん中、悪石島と子宝島の間にあり、これは

発見者の名前を取って渡瀬線と呼ばれている。南

限北限種の分布状況からも、この境界線が妥当で

あることがわかる。 

  

（４）暮らしと経済 

a）人口、人口推移  

 奄美群島の総人口は１０６２５０人（平成２９

年、２０１７年４月１日現在、以下同じ）である。

最大は奄美大島の５９１４８人、次いで徳之島の

２２６２８人、以下、沖永良部島１２４４２人、

喜界島６９７２人と続き、もっとも少ない与論島

は５０６０人である。 

 奄美群島の人口の７７％は奄美大島と徳之島で

占める。島の面積はこの２島で８６％、面積と人

口はほぼ比例している。 

 奄美群島の人口のピークは２つある。大正７（１

９１８）年の２１７９１４人が人口最大であり、

昭和２５（１９５０）年の２１６１１０人がこれ

に次ぐ。 

 群島人口は昭和２５年から平成２９年の６７年

間で１１万人が減少、最近の平成２２年から２７

年の５年間でも７・３％減っている。 

 

表 4 人口など主要指標比較一覧 

 

 

b）高齢化率、出生率 

 高齢化率と出生率の高さも奄美群島の特徴だ。 

 奄美の高齢化率は３１・３％（平成２７・２０

１５年度）、鹿児島県は２９・４％、全国値は２

６・６％である。 

 １００才以上の出現率が全国に比べて高いのが

奄美の特徴である。平成２９（２０１７）年で奄

美の１００歳以上人口は１５７人、１０万人当た

りでは９２・９人で、東京の４２・８人の倍以上

である。 

 奄美の平成２１年度の合計特殊出生率は２・１

３であった。直近の平成２９年のデータでは、最

大の伊仙町が２・１８、最小の宇検村が１・６９

である。全国が１・４５（平成２７・２０１５年）

であるから、奄美の高さがわかる。 

c）経済 

 平成２６（２０１４）年度の奄美の総生産額は

３２８３億円である。 

 第１次産業は１５５億円４・７％、第２次３７

２億円１１・３％、第３次２７１８億円７２％で

ある。３次産業比は全国値より１０％高い。 

 １人当たり群民所得は平成２６年度２０９０千

円で、県民所得の８７・５％、国民所得の７２・

９％と格差は依然として大きい。 

 物価は、本土からの移入に依存していることか

ら高くなっている。鹿児島地域を１００とした場

合の奄美は１１５・２である。 

 

（５）奄美の歴史文化 

 地域の文化は、第１にその地域の自然によって

大きく規定され、次いで政治支配、統治の歴史な

どの社会的条件が影響する。さらに、人、物、情

報の流通は、歴史的時間の中でゆっくりと文化を

変容させてきた。 

 奄美の歴史は、古代の他の支配を受けない牧歌

的な時代から、琉球王朝の支配、島津藩統治、明

治政府・鹿児島県の管理下、敗戦後の米軍統治と

いう、日本の地域としては極めて特殊でダイナミ

ックな変遷を経てきた。 

 こうした特異な歴史と、アジア、琉球との一体

的、近接した位置関係が、奄美文化の独自性を形

づくった。 

 また、鹿児島本土及び沖縄との距離は、奄美群
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島の文化に大きな影響を与えてきた。島によって

影響の濃淡があり、沖永良部、与論は沖縄、琉球

文化が色濃く、奄美大島は島津、鹿児島本土の影

響が強い。徳之島は本土系であるが、島の自立性

が相対的に強い。自然は島々を南北で段階的に変

化していくが、文化についても同様にゆるやかに

変化していく。例えば島唄は、沖永良部島、与論

島は琉球音階であり、奄美大島、喜界島、徳之島

は大和音階である。 

  

２．奄美群島国立公園、世界遺産 

 

 国立公園指定と世界自然遺産推薦は、自然保護

にとっても地域振興にとってもきわめて大きな出

来事であった。ここではその２つについて述べる。 

 

（１）奄美群島国立公園 

a）奄美群島国立公園の誕生 

 平成２９（２０１７）年３月、奄美群島国立公

園が誕生した。昭和４９（１９７４）年に指定さ

れていた奄美群島国定公園をベースに、奄美大島

と徳之島の森林を大幅に取り入れるなどして陸域

面積を５倍以上に拡大し、国立公園とした。 

 指定面積は、陸域４２１８１ｈａ。内訳は、特

別保護地区５２４８ｈａ、第１種特別地域９１２

５ｈａ、海域公園５ヵ所１１２４ｈａが指定され

た。 

 特に奄美大島の森林は大部分が企業有林であっ

たが、約４千ｈａを国と県が買収し国立公園とし

た。背景には、奄美を世界自然遺産に登録しよう

という、地元の十数年来の熱心な取り組みがあっ

た。 

b）新しい国立公園 

 奄美群島国立公園は、これまでの３３の国立公

園、８０年の歴史には見られないタイプのもので

ある。これまでは、自然の大風景地、手つかずの

原生的自然を日本を代表する風景として評価し、

国立公園としてきた。 

 奄美は、標高数百ｍ平凡な山が連坦し、森林は

二次林が大部分を占めている。島津藩以来の数百

年の歴史の中で、森は畑地になり、パルプ用材の

ために伐採されるなど、大きく変容してきた。奄

美の森は再生産力が強く、一見自然林のように見

えるが、人間の何百年に渡る干渉によって、現在

の姿に変質したものである。 

 奄美群島国立公園の新しさは、次の３つの側面

からも特徴づけられる。すなわち、「生態系型」

「環境文化型」「地域型」である。 

ⅰ）生態系型国立公園 

 第１は、生物の多様性に着目した国立公園であ

ることだ。奄美大島と徳之島の森林地域の大幅な

追加は、そこを意識したものであった。世界遺産

の推薦地域もほぼ拡大した森に重なり、推薦理由

も生物多様性である。 

 固有種、絶滅危惧種などの種数は、奄美群島の

面積からみて極めて多い。中型哺乳類や鳥類を除

く大部分の生物は、河川沿いの小さな生態系を生

活範囲として暮らしている。こうした小さな生態

系がモザイク型に重なって存在しているのが奄美

の自然の特徴である。 

 したがって奄美における自然の保護は、大風景

地の保護とは異なり、繊細で小規模な生態系を前

提に計画される必要がある。 

 奄美の自然の特質、それに伴う保全管理や利用

の方策を総合すると、この国立公園は「生態系型

国立公園」とでもいうべき性格のものである。 

ⅱ）環境文化型国立公園 

 第２の特徴は、自然と人間の関係の濃密さにあ

る。現在でも集落の裏山がすなわち山頂までを含

むなど、自然との距離が近い。島津藩政時代は、

畑地にはすべてサトウキビを植えさせられたか

ら、島民は山を開墾して日々の食料を得るしかな

かった。つまりいまの森は、江戸時代以来戦後に

至るまで、何度か伐採され開墾されてきた森であ

る。二次林が９０％以上であるのはその結果であ

る。 

 一方で奄美の歴史や生活文化には、こうした過

酷な歴史の中でも、自然とうまく付き合うための

知恵や工夫を重ねてきたことが随所に残ってい

る。大島紬のシャリンバイによる染色や泥田によ

る触媒としての鉄分利用は、その一例である。集

落近くの神ノ山や妖怪ケンムンの存在は、自然と

50



【研究ノート】 

の付き合い方のタブーやルールの伝統的な表現の

１つであり、自然を持続的に利用していくための

技術であった。また集落の立地についても、台風

常襲地帯における土砂崩壊地を避けるなど、安全

性を意識して選択されてきた。 

 こうした、自然と人間の歴史的に積み重ねられ

てきた濃密な関係を、まとめて「環境文化型」と

呼ぶこととする。今後、公園利用者への自然解説

をしていく際には、生物学的な説明に加えて、植

物の使い方や歴史的な関係、生物に係る寓話など

を含めた、豊かな関係全体を伝えていくことが望

ましい。 

ⅲ）地域型国立公園 

 最後は、自然保護、国立公園と地域との関係、

いわば地域の主体性の問題である。 

 自然保護、国立公園は、国家的価値（学術的価

値と言い換えてもいい）と、地域における価値の

二重性がある。 

 わが国は、明治維新以来息せき切って近代化に

まい進し、第二次大戦後は敗戦から立ち直るべく

猛然と経済成長を目指してきた。その結果、自然

保護や環境保全（公害さえ）をないがしろにして

きた歴史がある。自然保護は、これらの社会動向

への反作用としてしばしば原理主義的な保護論と

なった。立ち遅れた地方地域では、当面の経済性

や利便性を優先せざるを得なかった。しかし考え

てみれば、保護と経済性は本来両立されるべきも

のであった。これまでのキャッチアップ意識一辺

倒の社会ではできなかったことも、これからの成

熟型社会では必然となる可能性がある。さらに今

後の経済発展と効率的社会形成のモデルは、むし

ろこうした地域にこそあると考えられる。 

 自然保護にとって、地域との合意と協調は、前

提条件であり必須条件である。制度的規制の強化

だけでなく、保護意識を地域と共有することが、

結局保護の充実につながる。問題は価値の二重性

にあるのではなく、それを統合していくための知

恵や工夫、技術と計画にある。 

こうした、地域が主体性を持つ国立公園を「地

域型国立公園」と名付ける。 

 

（２）世界遺産 

a）世界遺産とは 

世界遺産とは、「世界の自然と文化財のうち、特

に傑出したものを世界遺産として登録し、後世に

引き継いでいこう」というものだ。昭和４７（１

９７２）年にパリのユネスコ本部で開かれた総会

で採択され、３年後の昭和５０（１９７５）年に

締約国が２０ヵ国を超えて発効した。 

 自然と、人間がつくった文化財を一括りにし、

ともに人類が未来に残すべき遺産であるとしたと

ころに、この条約のユニークさがあった。もっと

も成功した国際条約であるともいわれている。 

登録された遺産の保護保存は、登録を求めた国

の国内法で担保される仕組みである。日本の場合

は、自然遺産が自然公園法と自然環境保全法、文

化遺産は文化財保護法によって対応している。現

在の締約国は１９３、世界中のほとんどの国が参

加、アメリカ、中国、ロシアも参加している。 

世界遺産登録は、２１ヵ国で構成される世界遺

産委員会（毎年１回開催）で決定される。事前に

専門家の調査と評価があり、その意見が遺産委員

会に提出されて可否が決まる。自然はＩＵＣＮ、

文化は（ＩＣＯＭＯＳ イコモス 国際記念物遺跡

会議）が専門機関となっている。 

現在、世界遺産に登録されているのは、自然遺

産２０９件、文化遺産８４５件、複合３８件、合

計１０９２件である。文化が多く自然が少ないの

は、自然遺産は世界の生物地理区分上の典型的な

もので、大面積が良好な状態で保たれ、将来的に

も保護が保証されること、などの要件からだと思

われる。 

複合遺産は、自然と文化の２つの遺産登録要件

を充たしたものである。この他、遺産が破壊、損

傷が危惧される「危機遺産」が５４ヵ所（平成３

０年・２０１８年）ある。     

b）日本の世界遺産 

日本は、世界遺産条約採択から２０年経った平

成４（１９９２）年にようやく参加した。１２５

番目の条約参加国であった。先進国でいまだに締

結してないのはオランダだけである。 

わが国の登録数は、自然４件、文化１９件、計
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２３件である。第１号の登録は平成５（１９９３）

年、自然遺産が屋久島と白神山地、文化遺産が姫

路城と法隆寺の合計４件であった。現在、自然遺

産として「奄美沖縄」が推薦中である。 

c）奄美世界遺産 

自然遺産候補「奄美沖縄」（正式名称は、「奄美

大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」）琉球弧約

１０００ｋｍの中の４島、４ヵ所を登録しようと

するもので、日本の自然遺産としては初めてのシ

リアルタイプの世界遺産である。シリアルとは、

遺産地域が点在しつつ、一体性を持って連続して

いるもので、ネットワーク型ともいう。今回の４

ヵ所は琉球弧の一部であり、いずれも亜熱帯気候

地域に属している。 

 日本政府は平成２９（２０１７）年に「奄美沖

縄」を世界遺産に推薦していた。しかし、令和 1

（２０１９）年５月のＩＵＣＮからの指摘は、「記

載延期」というたいへん厳しいものであった。そ

の理由は、 

ⅰ）クライテリア「ⅸ生態系」には、持続可能性

に懸念があり、合致しない。「ⅹ生物多様性」

は、やんばる地域の追加等があれば合致する

可能性がある 

ⅱ）奄美大島のノネコ問題など、外来種対策への

体系的対応が必要 

ⅲ）主要な観光地において観光管理対策を講じ

ること 

ⅳ）絶滅危惧種の状態や気候変動の影響に焦点

をあてた、総合的モニタリングの計画と実施 

というものであった。 

登録可否の最終決定権は、２１ヵ国で構成され

る世界遺産委員会にある。委員会本番で説明し、

あくまで平成１８年内での登録を目指すという選

択肢もあった。しかし指摘事項を分析した結果、

一旦推薦を取り下げて修正し、再申請するという

ことにした。平成３１（２０１９）年の２月に、

推薦書の再提出をしたところである。 

これまで自然遺産４件については、推薦書提出、

すなわち登録であった。今回の奄美沖縄がそうな

らなかったのには、以下に述べるような要因があ

ったと考えられる。 

イ）シリアルという自然遺産は初めてであり、や

や戸惑いがあった 

ロ）やんばる地域は、米軍からの返還が段階的で

あり、平成２９年の推薦書提出時には、面積

要件が不足していたと見られた（その後平成

３０年６月に返還地３７００ｈａを国立公

園にし、世界遺産に追加した） 

ハ）世界遺産の全登録数が平成２６（２０１４）

年には１０００件を超えて、世界遺産のステ

ータスを保つために、今後、より厳密な登録

地選択がなされるだろうと見られていた。ま

た平成３１（２０１９）年から、自然と文化

遺産を合せて１年に１国１件しか推薦でき

ないことになった。 

d）世界遺産、２つの論点 

世界遺産を現地サイドでの印象は、環境、自然

保護制度の中では例外的に前向きで明るいイメー

ジであるというものだ。観光への期待がそうさせ

ている面もあるが、それだけではない。奄美にお

いて典型的であるが、地元でそう高く評価してこ

なかった自然が、日本を代表する自然となること

がもたらす爽快感とでもいうような気分。こうし

た心理は、地域の将来についての合意を形成して

いくには、大きな後押しとなる。 

 第１号の世界遺産登録から２５年が過ぎて、

様々なことが見えてきた。まず最初に起こる現象

は観光客増である。写真集や雑誌の特集、新聞や

テレビによる報道が、観光人気を後押しする。し

かも「世界遺産」であるから、外国人観光客への

ＰＲ効果も大である。 

 これらを踏まえて世界遺産地域のあるべき姿に

ついて考えると、２つの論点がある。 

 第１は、自然保護と地域振興の両立であり、自

然が保護されることを前提とした持続的経済、持

続的観光の実現ということである。観光人気はし

ばしば一過性であり、ブームが去った後の観光地

の無残な姿をこれまで数多く見てきた。観光客が

増えることはいいことであるが、それを地域がよ

くなることにつなげていかなければ意味がない。

そのためには、①その人気が持続的なものである

こと、②地域経済に広く波及効果があること、が
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必須の要件である。 

持続的な観光地形成と、自然保護、文化財保護

はじつは表裏の関係にある。地域の資源を大事に

していくことが、観光としての魅力を持続させて

いくことにつながる。②は、観光がしばしば引き

おこすのは、狭い意味の観光関連業界のみがうる

おって、１次産業など地場の経済への効果がほと

んどないという現象である。地域の行政にとって

は税収に連動しない割に負担が大きく、住民サイ

ドには混雑その他むしろ迷惑であることも多い。 

①、②とも、こうした課題を回避しつつ、計画

的な地域づくりをしていくためには、決定的に重

要な要件である。 

第２の論点は、２０年遅れて世界遺産条約に参

加した大国日本が、世界にどういうメッセージを

送ることができるのかということだ。欧米の自然

保護の考え方は、人為を排した厳正的保護地域を

囲いこもうとするものである。自然保護の立場か

らは明快であるが、その厳密さによって保護地域

の設定そのものが困難になる、という矛盾がある。

とりわけ途上国においては、それがしばしば自然

保護推進上の隘路になっている。日本がこれまで

国立公園などでつくり上げてきた仕組み、地域制

の国立公園制度は、自然保護と地域経済振興を両

立させるための計画及び手法として、途上国への

格好のモデル事例となるだろう。 

 また国内にあっても、奄美のように生活域と自

然域が近接した地域において、世界遺産というよ

り高度な自然保護が実現することは、「優れた自然

地域」と「都市などの生活域」を、自然を軸にし

てつないでいくための、重要な先行事例となると

思われる。 

 

３．自然保護と地方創生、両立のための計画  

 

（１）奄美の特質、及び国立公園と世界遺産 

奄美の計画について述べる。ここで述べる内容

は、正確には計画の前提としての構想、あるいは

地域づくりの大きな方針というべきかもしれない

が。 

奄美における「計画」の目標は、短期的には観

光への適切な対応であり、（観光を先導的事業と

しつつ）長期的には地域経済を底上げし、かつ、

地域住民の利便性を向上させていくことである。

短期、長期のいずれの場合でも、資源（自然、歴

史文化）を消費的でなく持続的に維持利用してい

くことが前提でなければならない。 

「計画」であれ「構想」であれ、実現可能性を

高めるためには、いくつかの必須要件がある。①

法による規制、誘導、②予算による事業の推進、

③計画全体への住民合意、である。奄美において

は、自然保護は国立公園、世界遺産の作業の中で

相当程度確立してきた。一方、地方創生（地域づ

くり）については、これまで６５年に及ぶ奄美振

興事業が実施されてきたが、いまだ十分とはいい

がたい現状がある。 

奄美から沖縄の、いわゆる琉球諸島は、生物多

様性のホットスポットとして国内外から保護を要

請されてきた。しかし、奄美大島と徳之島の森林

部分は、近年まで保護のための指定がまったくな

されてこなかった。しかしこの数年間に、国立公

園指定、世界遺産登録推薦など自然保護上の大き

な変化が起きつつある。長い間の懸案だった森林

域の大規模な保護地域への編入は、奄美大島の企

業有林を大幅に買収することによって初めて実現

した。 

国立公園指定は、奄美の自然が日本を代表する

風景、自然として評価されたことを意味し、世界

自然遺産登録は、奄美の自然、生態系が世界的に

も貴重であることの証明である。 

国立公園指定、世界遺産登録推薦などと連動し

て観光入込客数も増加傾向にある。奄美の観光は

その資源性に比して過小評価されてきた。今後、

世界遺産を契機として数年で倍増する可能性が大

である。奄美における「計画」は、こうした一連

の変化や、この地域の独特な自然と文化を踏まえ

て検討されなければならない。 

これらの動きに先駆けて、平成２６（２０１４）

年に成田―奄美大島間のＬＣＣが就航、若者を中

心とした入込客が増えた。今後も増加傾向が続く

と思われ、ホテルや土産物屋も増改築が進行しつ

つある。 
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（２）奄美における計画 

a）計画策定の前提、原則 

奄美の計画を考えるにあたっては２つの目標が

ある。第１は、暮らしと保護の両立であり、第２

は、急増すると予測される観光への適切な対応で

ある。 

 ここで、計画策定のための留意事項を重ねて確

認しておく。 

ⅰ）奄美には特異な自然と、歴史の中で形成さ

れた特異な文化や生活がある 

ⅱ）遺産登録後に、観光客増など大きな社会経

済的変化が見込まれる 

ⅲ）これまでの国立公園とは異なり、暮らしや

文化重視（環境文化型）の姿勢が求められる 

ⅳ）遺産登録地、国立公園などの自然保護の徹

底 

ⅴ）遺産登録等を契機として、特徴ある自然と

文化を資源とした地域振興、地域づくり 

ⅵ）保護と振興を両立させる。豊かさの実現が、

結局保護も充実させるという立場に立つこ

と 

ⅶ）観光客増が保護地域に悪影響を及ぼさない

ようにすること。このためには、島全体を一

体として捉えることが必須 

b）島全体のゾーニング 

地域の「容量」に応じた利用、開発、整備等の

ための、もっとも基礎的なフレーム及びガイドラ

インとして島全域のゾーニングを行う。 

ゾーニングの意味は、①島全体の土地利用の大

枠を明示する、②ハード、ソフトの整備や、活動

のフレームの設定、③観光利用の誘導、スプロー

ル的利用による混乱の回避、等々である。例えば

区分されたゾーンごとに、観光利用施設について

もその種類や規模が決まる。 

また、保護と地域創生にとって、もっとも重要

なことは地域合意の形成である。地域づくりの方

向性について議論するにあたって、このゾーニン

グ（島の土地利用の長期方針）は格好の手掛かり

となると思われる。 

具体的には、島全域を以下の３つ程度のゾー

ンに区分する。

 
図 3 奄美大島、徳之島ゾーニング図、及び観光計画図 

 

ⅰ）「厳正保護ゾーン」 

遺産登録地域、国立公園特別保護地区、特

別地域、希少生物生育生息地等。保護を専ら

とする地域であり、施設は歩道と付帯施設程

度、一部展望地整備あり 

ⅱ）「中間調整ゾーン」 

保護ゾーンと生活ゾーンの中間域であり、

二次林、農地などで構成される。保護と開発

の接合帯でもあり、マス観光利用施設の多く

はここに設定される。 

拠点、主要動線はこのゾーンに配置。拠点

はⅠ、Ⅱゾーンの境界域での設置も検討、エ

コツアー、樹上木道の起点とすることも検討 

ⅲ）「生活・利用ゾーン」 

名瀬などの都市域や、集落など施設集積が

既になされている地域、及び国道や主要県道

沿いなどすでに開発利用がなされている地

域。生活や産業のための利用を優先する。 

里のエコツアーは生活・利用ゾーン内の集

落で実施、その関連施設や、一般的観光の情

報サービス施設、長距離トレイルの付帯サー

ビス施設を整備。 

ゾーン区分は将来の（おおむね 30年程度か）土
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地利用方針を明示し、それについての議論を通じ

て保護、開発両サイドからの意見を調整し、地域

の合意を形成するための手法でもある。 

「枠組みの提示と大まかな地域の合意」が目的

であるから、ゾーンの担保性は必ずしも必須では

ないが、国立公園によって保護が法的に担保され

るほか、将来的には自治体の条例などによって保

証されていくことが望ましい。 

ゾーン区分作業の手順は、①現状の植生区分及

び土地利用実態を基礎にして、②国立公園区域に

よる保護区域の拡大や、③観光利用施設など今後

の開発予測、④ランドマークとしての山など、住

民の風景認識、等々をオーバーレイする、などで

ある。 

c）奄美で目指すべき観光 

 奄美における観光を考えるにあたっては、次の

６点を重視することとする。 

i）保護と観光による地域振興との両立、持続

的観光の実現 

ⅱ）観光客各層の要求を適切に満たすこと 

ⅲ）観光の経済効果が観光業以外にも広く波及

すること 

ⅳ）島全体を使い、集中の弊害を避ける 

ⅴ）夏休みなどの１季型から、３季、４季型を

目指す 

ⅵ）観光を物産販売、流通拡大へのチャンスと

捉える 

島の観光においては、「集中と分散」を観光政

策の基本とすることが必要である。「集中」とは

例えばマス観光利用対応の拠点整備であり、「分

散」とは島全体に散在する観光資源ときめ細かく

ふれ合うための小規模施設等による対応である。 

保護と観光利用は表裏の関係にあり、例えばマ

ス利用対応の施設、動線が適切に準備されていれ

ば、自然の核心地域に大勢が入ることによる混乱

は回避されるであろう。 

島全体のバランスある発展を重視する立場か

らは、観光施設立地、とりわけ重要拠点は、島の

南部に設置することなどについても検討すること

が望ましい。 

なお、観光に関する基本計画作成の作業手順と

しては、①観光利用実態（ここ数年、入込観光者

数は把握されて居ない）を航空機および航路利用

者数から推計し、主要観光地点、施設などの直近

利用者数を見る、②大島での作業仮説として現状

の倍、年間４０万人の観光客入込みを想定するな

どである。 

観光に関する、より具体的な計画事項は以下で

ある。 

マス利用、エコツアー利用など、利用形態に応

じて仕分けし、その利用性ごとに、地域全域にバ

ランス良く配置すること、また、（３区分内での

観光入り込みの「容量」を前提として、）「重要

拠点」の設置、「主要動線」を設定すること、を

基本とする。 

「重要拠点」とは、集中的に施設を設置して、

マス観光利用の利用拠点とするものを指す。大島

で２、徳之島で１程度をメドとする。 

集中的に設置される施設とは、県や市町村が整

備する施設だけでなく、環境省が整備する遺産セ

ンター、ビジターセンターや、民間整備施設など

を総合した全体をいう。 

「主要動線」とは、島全体を広域、円滑に利用

するための、主として車利用のためのルート設定

をいう。   

現状の観光利用は、海への展望地を中心とし、

また場所も自然発生的なものであり、森林地域の

利用施設整備がぜい弱である、などの課題がある。 

したがって、島全体の観光資源の有効利用、分

散利用の観点から、新たな展望箇所及びアクセス

車道を複数箇所整備して、利用性の向上を図るこ

とも必要となるだろう。 

この場合重要なポイントは、自然に加えて、歴

史文化などいわゆる環境文化的資源の利用を、例

えば里のエコツアーなどを通じて実現することで

ある。 

 観光全体計画を策定し、マス観光利用による過

剰利用の弊害を避け、量的利用と質的利用を適正

に仕分けし、これらを通じて自然保護と観光及び

経済振興の調整を図ることが重要である。 

d）ゾーニングと観光 

ゾーニングと観光は、構造的に表裏の関係にあ
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る。 

奄美において当面起きる大きな変化は観光客

増であろう。観光客が保護すべき自然地域にラン

ダムに入り込み、結果として自然破壊となる事例

は数多くある。奄美ではこうした事態は確実に回

避されなければならない。この計画提案において

は、観光関連施設整備、観光利用行動の基本的な

枠組みは、ゾーン分けされた地域ごとに決められ

ることになる。また、奄美観光のあるべき方向、

持続的観光への、誘導、規制策としての機能があ

る。 

さらに観光は、これからの奄美の地方創生、地

域づくりにおいて先導的役割を担うものである。

それは、地域の経済構造及び地域の意識を流動化

させる契機となり、また、流通などを通じて地域

経済の発展につながる可能性があるからだ。 

一方、ゾーニングは、保護すべき自然と、暮ら

しや（観光を含めた）経済を調整していくための

手法の１つである。ゾ―ン区分について議論を重

ねていくことで、地域合意を形成していくとの意

味も大きい。持続的地方創生を実現するには、合

意形成は前提条件であり、また、もっとも重要な

推進力なのである。 

 

おわりに 

 

夏目漱石の「三四郎」は、九州から大学進学の

ために上京する青年の成長の物語である。偶然汽

車に乗り合わせた中年男に、日本はどうなるでし

ょうと聞いて「滅びるね」と断言される。衝撃を

受けて三四郎が呆然とする場面は記憶に鮮やかで

ある。それから百余年が過ぎた現在の日本は、こ

の男の予言がよりリアルな意味を持ちつつあるよ

うに思える。 

奄美は特異な自然と独自の文化を持つ地域であ

る。その一方で、江戸から近代以降、一貫して遅

れた地域という位置付けがなされてきた。しかし

日本社会が時代閉塞の現状にあるいま、「遅れた」

奄美に代表される地方地域にこそ、この状況を突

破するための手がかりがあると思われる。本稿は

そのための模索の第一歩であり、今後とも研究と

提言を続けていきたい。
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自治体における「関係人口」取組みの現状と課題 

―“熱狂的ファン戦略”モデルの一考察― 

中島 ゆき 

大正大学 地域構想研究所 主任研究員  

 

（要旨）2020年度からはじめる第２期「地方版総合戦略」（以下、「２期戦略」とい

う）の中で「関係人口」という概念が新たに明文化されて登場している。この新たな

取組みの実態を把握するために全国自治体向けにアンケート調査を実施した。その結

果、「関係人口」に関する取り組みを２期戦略上で目標設定している自治体は６割弱

程度であった。また７割以上の自治体が課題として「成果の不明確さ」や「目標の数

値設定の困難さ」を挙げた。本論ではこの課題について何が必要かを考察した。そこ

で、類似概念としてマーケティング分野の“熱狂的ファン戦略”に着目した。これ

は、商品をただ購入する顧客層から、熱烈に商品を好きになることで、その商品の宣

伝や開発に能動的に関わりを持ち始める“熱狂的ファン”へ関係性を深めるための戦

略を指す。この考えを地域への応用可能かを考察した。 

 

キーワード： 関係人口、ファンマーケティング、熱狂的ファン化、アウトカム、KPI 

 

 

１．はじめに 

 

（１）「関係人口」1という概念の登場 

全市区町村の約半数が「将来消滅する恐れが

ある2」という、強い危機感から始まった地方創

生。そこから５年経ち、２期戦略が2020年度から

スタートする。 

この２期戦略の中で、「関係人口」という文

言が新たに明文化されて登場しており、総務省で

は以下のように定義している。 

「移住した『定住人口』でもなく、観光に来

た『交流人口』でもない、地域と多様に関わる

人々を指す言葉です」（総務省による定義）。 

さらに総務省による専用サイト「地域への新

 
1 「関係人口」とは、もともと雑誌『ソトコト』の編集長である指

出一正氏や、『東北食べる通信』編集長の高橋博之氏らが作

った言葉とされており、小田切徳美教授（明治大学）の著書を

はじめ、2018年頃から地方自治体で注目されてきている概

念である。 
2 平成 26年に、増田寛也氏を代表とする日本創成会議作成

しい入り口 『関係人口』ポータルサイト」3も

設置され、日本全国で促進強化に向かっている。

2019年12月に閣議決定された国の第２期の総合戦

略では、「『関係人口』の創出・拡大に取組む地

方公共団体の数を2024年度までに1,000団体に増

やす」という目標数値も設定されている。第１期

の基本目標である東京一極集中の是正が目標を通

りに推移していないことも踏まえ、「関係人口」

はその強化施策の一つという位置づけである。 

 

（２）問題の所在 

「地方版総合戦略の策定・効果検証のための

手引き」4の中では、特に「関係人口」の指標に

ついて別途注釈をつけて（図１）下部「※」以降

の報告（「増田レポート」と呼ばれている）によると、少子化や

人口流出に歯止めがかからず、存続できなくなるおそれがあ

る自治体が、約半数にあたる 896が 2040年までに消滅する

可能性があるとしたもの。 
3 https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/index.html 
4 「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き」令和
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で取り上げている。具体的な文言は以下である。 

 「関係人口の創出・拡大に実際に取り組む場合

には、上記の例のように、地域の実情に応じて、

その達成すべき目的を明確にした上で、その達成

に向けた計測可能な指標を設定することが適切で

ある。その際、イベントの参加者数や開催数など

取組数のみを指標として設定するのではなく、関

係の深化などについても評価する仕組みを検討す

ることが望ましい。」 

このように手引書には書かれている訳だが、

具体的な目標と指標の例をみても、「関係人口」

と移住・定住政策の区別がつきにくいものであ

り、指標が数値化しにくいことがわかる。果たし

て「関係人口」を増やす活動が、最終的な目標に

繋がるのだろうか、という疑問も残る。 

昨今議論されている、KPI（Key Performance 

Indicator、重要業績評価指標）を設定する際の

アウトプット、アウトカム指標5といった具体的

な目標設定が概念の中で具体的にイメージできて

いない現状や、KGI（Key Goal Indicator、目標

に対する達成度合いを定量的に表す指標）との混

同など、目標設定に関する全般的な課題があると

言えそうだ。 

この状況が進むことで、昨今、マーケティン

グの分野で言われ始めているが、「KPIがよいのに

売り上げが伸びなくなってきた」という根本問題

を招きかねない。 

本論では、これら目標設定に関する課題を解

決するための検討として、関係人口に関する取組

みの成果は何か、そしてその測定方法などを検証

するステップを具体化できないかについての考察

を行った。 

 

 

 

 
元年１２月版（内閣府地方創生推進室）より 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/chihouban/chi

houban-tebiki.1912.pdf 
5 重要業績評価指標（KPI）の設定については、近年「インプッ

ト（投入）→アウトプット（結果）→アウトカム（成果）」というロジ

ックモデルを構築することが重要であると言われている。特

に、アウトカムとアウトプットの違いについてはさまざま議論

がなされている。本論では同議論が主ではないため多くは割

 

図 1 重要業績評価指標（KPI）の設定に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．現状分析  

 

（１）アンケート調査の概要 

①アンケート調査の目的 

以上の背景を踏まえ、全国自治体を対象にア

ンケート調査を実施した。各自治体の「関係人

口」の取組みがどの程度進んでいるのか、また、

どのような課題意識を持っているかを明らかにす

ることを目的として行った。 

②調査方法 

・調査対象 ：地方自治体全1741 

・配布の方法 ：郵送法 

・回収の方法：FAXまたはWEB回答フォーム 

愛するが、１点、次の論旨を前提としている。アウトプットは成

果（＝アウトカム）を達成するための手段のひとつであるにも

かかわらず、「手段が存在する」という事実を評価している、

つまり手段が目的化している KPIが多く存在している。その

ため、公共政策を評価する際には、最終的に行政の設定した

取組みが地域にどのような成果をもたらすのかを測ることの

重要性を指摘しているものである。 

転載：「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き」

令和元年１２月版（内閣府地方創生推進室）P10 より 
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・配布日 ：2020 年 2 月 17 日 

・回収期限 ：同 3 月 13 日 

・回収した票数 ： 700 件（回収率 40.2%） 

③回収状況 

日本全国1741自治体を対象に行ったアンケー

トで、700件が回収され回収率は40.2%であった。  

アンケート結果の偏り（母集団の構成比に対する

偏り）を確認するため、全国の自治体の都道府県

および地域区分ごとの回収状況を確認した。 

 

表 1 都道府県別の回収率 

 

表 2 地域区分別の回収率 

 

都道府県ごとの実際の自治体数に対する回収

数と回収率を一覧したのが（表１）である。回収

率の偏りは±2.0のセルをグレーで色付けした

が、北海道、秋田県、山形県がいずれも＋1.1、

高知県が－1.2と、大きな偏りはみられない。 

また、地域区分ごとの実際の自治体数に対す

る回収数と回収率を一覧にしたのが（表２）であ

る。回収率の偏りをみると、「中心市・区」（＋

2.2）、「市（上記以外の市）」（＋2.4）「町」

（－2.2）「村」（－2.4）で、若干地域区分の規

模が大きい方が回答率が高い傾向は見られたもの

の、大きな偏りはみられなかった。 

 

（２）「関係人口」の取組み状況 

①「関係人口」に取組む自治体の割合 

「関係人口に関する取組みを、第２期『地方

版総合戦略』内で目標設定していますか」という

設問に対して、「目標設定している」42.5%、

「目標設定していない」が23.1%という回答結果

であった（表３）。 

 

表 3 関係人口の目標設定状況 

 

一方で、２期戦略を策定し終えているか否かに

よる「関係人口」の目標設定状況の違いをみるた

めにクロス集計したのが（図２）である。 

これによると、既に策定を終えている自治体で

「関係人口を目標設定している」と回答したのは

58.5%と６割弱であることがわかった。対して、

まだ策定していない自治体では「目標設定してい

る（する予定）」が21.6%であるが、７割弱の67.3%

都道府県名
実際の

自治体数
回収件数

都道府県内

回収率(%)

回収率の

偏り

01　北海道 179 80            44.7            1.1              

02　青森県 40 21            52.5            0.7              

03　岩手県 33 16            48.5            0.4              

04　宮城県 35 17            48.6            0.4              

05　秋田県 25 13            52.0            1.1              

06　山形県 35 22            62.9            1.1              

07　福島県 59 22            37.3            -0.2             

08　茨城県 44 24            54.5            0.9              

09　栃木県 25 14            56.0            0.6              

10　群馬県 35 10            28.6            -0.6             

11　埼玉県 63 21            33.3            -0.6             

12　千葉県 54 22            40.7            0.0              

13　東京都 62 20            32.3            -0.7             

14　神奈川県 33 13            39.4            -0.0             

15　新潟県 30 14            46.7            0.3              

16　富山県 15 5              33.3            -0.1             

17　石川県 19 7              36.8            -0.1             

18　福井県 17 9              52.9            0.3              

19　山梨県 27 8              29.6            -0.4             

20　長野県 77 27            35.1            -0.6             

21　岐阜県 42 16            38.1            -0.1             

22　静岡県 35 19            54.3            0.7              

23　愛知県 54 26            48.1            0.6              

24　三重県 29 10            34.5            -0.2             

25　滋賀県 19 9              47.4            0.2              

26　京都府 26 11            42.3            0.1              

27　大阪府 43 17            39.5            -0.0             

28　兵庫県 41 19            46.3            0.4              

29　奈良県 39 13            33.3            -0.4             

30　和歌山県 30 7              23.3            -0.7             

31　鳥取県 19 5              26.3            -0.4             

32　島根県 19 4              21.1            -0.5             

33　岡山県 27 11            40.7            0.0              

34　広島県 23 10            43.5            0.1              

35　山口県 19 7              36.8            -0.1             

36　徳島県 24 5              20.8            -0.7             

37　香川県 17 7              41.2            0.0              

38　愛媛県 20 7              35.0            -0.1             

39　高知県 34 5              14.7            -1.2            

40　福岡県 60 20            33.3            -0.6             

41　佐賀県 20 6              30.0            -0.3             

42　長崎県 21 12            57.1            0.5              

43　熊本県 45 20            44.4            0.3              

44　大分県 18 9              50.0            0.3              

45　宮崎県 26 11            42.3            0.1              

46　鹿児島県 43 15            34.9            -0.3             

47　沖縄県 41 14            34.1            -0.4             

全国 1741 700          40.2            0.0              

№ カテゴリ

自治体の

数
割合（%) 回収数

回収割合

（%)

1 中心市・区（※1） 131 7.5 68                9.7 2.2               

2 市（上記以外の 684 39.3 292              41.7 2.4               

3 町 743 42.7 283              40.4 -2.2             

4 村 183 10.5 57                8.1 -2.4             

合計 1741 100.0 700              100.0 0.0               

実際の数 回収件数

回収率の

偏り

（※1）特別区、県庁所在市、政令指定都市、中核市、施行時特例市

(n=700）

№ カテゴリ 件数 割合（%)

1 目標設定している 298      42.5      

2 目標設定していない 162      23.1      

3 未定 227      32.4      

未回答 13        2.0        

700      100       
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の自治体が目標設定するか「未定」という回答で

あった。 

 

図 2 関係人口の目標設定状況 

（２期戦略の策定を終えているか否か6による違い） 

 

このことは、「関係人口」の概念や成果が具

体化されるかどうかによって、今後「関係人口」

を活用できるかどうか経過次第という自治体が多

く存在しているということでもある。 

 

（３）「関係人口」の課題 

「関係人口の取組みにあたり、当面の課題・

障壁と想定されるものは何でしょうか。特にあて

はまるものを３つ選んでください」という設問に

対しては（図３）の結果であった。 

最も回答が多かったのは「取組みの成果、効

果が明確でない」で、２期戦略を策定し終えてい

るか否かに関わらず、半数以上の自治体が課題と

して挙げた。 

ちなみに、次に多く上がったのは「取組みの

目標を数値設定するのが困難」で、こちらも２期

戦略を策定し終えているか否かの違いはみられ

ず、それぞれ46.9％、46.0％と５割弱という結果

であった。全体的に①目標設定（に関する項目）

が課題として上位に挙がっており、当初の仮説通

り、目標設定に関することに困難に感じている自

治体が多いということがわかった。 

ちなみに、２期戦略を策定し終えているか否

かによる違いでみてみると、策定し終えている自

治体が有意に多かった回答は「所内で担当できる

人手が不足している」で37.7%（χ2=6.07, df=1, 

p<0.05）7 であった（図３の○あ）。 

一方で、策定していない自治体が有意に多か

 
6 「策定を終えている」は、令和元年度中に終える予定と回答

した自治体も含めて集計。また「策定していない」は「令和２年

度に策定予定、あるいは新たな策定はせず第１期地方版総

合戦略を継続」の回答を含んで集計した。 

った回答は「どのように取り組んでいいかわから

ない」で25.5%（χ2=10.4, df=1, p<0.01）であ

り（図３の○い）、「関係人口」の目標設定自体を

どのように設定していいかわからない傾向が強く

表れる結果であった。 

 
図 3 関係人口に対する課題 

（２期戦略策定の完了か否かによる違い） 

 

 また、本設問は「特にあてはまるものを３つ」

選ぶ複数回答式であったが、最も多い組合せは

「選択肢１：取組みの成果、効果が明確でない、 

選択肢2 ：取組みの目標を数値設定するのが困

難」の①目標設定に関する項目２つを含む回答で

あった。全体の31.4%の自治体がこの選択肢を両方

が課題であると回答し、どちらか一方でも課題で

あると回答した割合は72.7%（表４）であった。 

 

表 4 最も多かった選択肢の組合せ 

 
以上のことから、取組みの成果が明確でないこ

7 複数回答は各選択肢で該当すると回答した場合を「１」、選

択していなかった場合を「0」としてクロス集計を行い、χ二乗

検定を行った。 

(n=659/策定の予定なしおよび未回答を除く）

58.5

21.6

44.8

31.4

11.0

23.8

10.1

67.3

31.4

0 20 40 60 80 100

策定を終えている自治体

まだ策定していない自治体

全体

（％）目標設定している 目標設定していない 未定

(n=659/策定の予定なしと未回答を除く）　　

57.7 

46.9 

30.8 

15.2 

37.7 

30.1 

23.7 

8.8 

3.7 

25.9 

4.2 

2.7 

54.9 

46.0 

35.7 

25.5 

28.1 

25.1 

23.4 

7.7 

3.4 

24.3 

3.0 

4.7 

0 10 20 30 40 50 60

取組みの成果、効果が明確でない

取組みの目標を数値設定するのが困難

具体的な取組みイメージが明確でない

どのような取組みをすればいいか不明

所内で担当できる人手が不足している

財源が乏しい

受入れ側の自地域内で主導する団体がない

住民の参加が難しい

住民の理解を得にくい

「関係人口」の対象者のニーズが不明

情報発信の仕方がわからない

その他

①
目

標
設

定
②

資
源

④
情

報
発

信

（％）策定を終えている自治体 まだ策定していない自治体

（い）

（あ）

選択肢１「取組みの成果、効果が明確でない」

選択肢2 「取組みの目標を数値設定するのが困難」
件数 割合（%)

両方を課題であると回答した自治体 207 31.4

どちらか一方でも課題であると回答した自治体 479 72.7

有効回答数 659 100.0
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とと、目標の数値化、この２点を主に課題視して

いる実態がアンケート結果からも見えた。 

 

３．考察 

 

（１）「関係人口」に関する取組みの構造 

総務省の『関係人口』ポータルサイトでは「関

係人口」創出事業」の モデル事業を（表５）の分

類で整理している。「裾野拡大型→関係創出型→関

係進化型」という、関係性を深くしていくという

発展型で、最終的に「関係人口」が地域経済や地

域活動の担い手に進化していくような事業モデル

を描いている。 

 

表 5 「関係人口」モデル事業のパターン 

 

総務省による「関係人口」の定義を再掲する。 

「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た

『交流人口』でもない、地域と多様に関わる人々

を指す言葉です」 

総務省による分類と定義、ＨＰに記載されてい

る内容から、この構造を図にすると、（図４）の進

化が想定されていると考えられる。 

 

図 4 「関係人口」の取組み構造 

 
地域と多様に関わる人々である「関係人口」の

深度を深めることで、地域経済や地域活動の担い

手になる「関係人口」を増やしていこう、そのた

めの事業が「③④裾野拡大型→②関係創出型→①

関係進化型」だという構造である。 

 

（２）成果は何で測るか 

「関係人口」の取組みの成果を明確にするた

めには、どうしたらいいのか、について。 

この課題をもう少し分解してみる。「関係人

口（地域との関わりがある人）」が増え、関係の

深化が生まれることで、（地域自身が自分たちの

未来を考えて想定した）最終目標に対して、定量

的に表した指標に効果がある、ということだ。 

関係性の深化はどうやったら育めるのか、そし

て、深化が深まることで本当に地域経済や地域活

動の担い手になるのか、その関係性の深化は何で

定量的に表せるか。この３段階が検証できれば、

今後の方法論も具体的になってくるのではないか。 

そこで、筆者は“熱狂的ファン戦略”がこの

問題に応用できるのではないかと考えている。な

ぜなら、“熱狂的ファン戦略”とは商品と顧客の

関係性を深化させるための戦略そのものであるか

らだ。 

その説明のために、まずは“熱狂的ファン戦

略”とは何か、その概略を説明する。 

 

（３）近年のマーケティングの変化 

数年前までマーケティングの重要課題は「優

良顧客を増やすこと」が主流であった。さらに

SNSの発展により、ここ数年で急速に変化したの

が、企業と消費者のコミュニケーション手法や関

係性である。ファンが商品を推奨して新たな顧客

を連れてくる、“熱狂的なファンを巻き込んだ”

企業の活動が注目されてきている。 

“熱狂的なファンを巻き込む”とはどういう

ことか。顧客ファーストを大前提としつつ、自社

の方向性を顧客にも理解してもらい、一緒に目標

に向かって進んでくれる熱狂的なファンを創出し

ていこうという考えである。 

最初に、ファンがファンを創出していく「エ

バンジェリスト」や「インフルエンサー」と呼ば

れる存在をいかに創出するかといった方向性への

転換がみられた。さらに次の進化は、顧客が商品

実施事業団体数

関係深化型（ゆかり型） 6団体

関係深化型（ふるさと納税型） 1団体

関係深化型（ゆかり型・ふるさと納税型） 4団体

7団体

21団体

5団体

出所：総務省「地域への新しい入り口　『関係人口』ポータルサイト」プロジェクト概要

より、筆者作成

タイプ

①関係進化型

②関係創出型

③裾野拡大型

④裾野拡大（外国人）型

各自治体の

最終目標に対する成果となる

関係人口（地域と関わりのある人）

関係の深化が必要

地域経済、活動の担い手になる

①関係進化型

②関係創出型

③裾野拡大型

④裾野拡大（外国人）型

グレー部分＝関係人口
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への愛着を語り合う場を（SNSなどで）作った

り、自分たちでイベントを開催したりといった、

より商品に近い存在としての“熱狂的なファン”

が生まれたことである。彼らによる活動は、単な

る顧客ではなく、最も商品を真剣にみている“熱

狂的なファン”という存在となり、今や宣伝・拡

散を期待されるだけでなく、商品開発に近い立場

にもなっている8。近年のマーケティングでは、

この“熱狂的ファン”をいかに創出していくか、

企業と消費者の関係性をどう育てるかにシフトチ

ェンジしてきた。 

 

（４）“熱狂的ファン戦略”の４つの軸 

“熱狂的なファン”戦略の著書『熱狂顧客戦

略─「いいね」の先にある熱が伝わるマーケティ

ング・コミュニケーション─』高橋遼（2018,翔

泳社）では、顧客を「購入量、宣伝量（友人への

宣伝など）、熱狂度」の3つの指標に分けて考え

るべきとしている。例えば、ある商品の購入量が

非常に多い顧客はたまたまその商品を買いやすい

状況にあるだけで、その商品のファンであるとは

限らない。同様に、その商品がとても大好きなフ

ァンではあるが、人に勧める（宣伝）こと自体を

もともと好まない人もいる、ということがあるか

らだ。 

このように、一般的にマーケティングでは指

標を見据えてどのような施策を実施するかを決め

る訳であるが、最終的にいくら売れたかという

「購入量」を目標とする施策と、どのぐらいの人

に知ってもらえたかという「宣伝量」を目標とす

る施策は従来の枠組みのマーケティングである。 

“熱狂的なファン戦略”では「熱狂度」を指

標に加えているところが新しい。他の２つの指標

と比べて測定が難しいが、同書では熱狂度を以下

の要素で規定している。「あなたにとってそのブ

 
8 ファンマーケティング、特に“熱狂的ファン”の分野では、近

年ヤッホーブルーイングの戦略が有名である。同社の具体

的な戦略については、ヤッホーブルーイングの代表取締役社

長による社内戦略の裏側を記した『ぷしゅ よなよなエールが

お世話になります』（井出、2016）、ファン戦略の流れを分析し

た『応援される会社 熱いファンがつく仕組みづくり』（新井他、

2018）にて。 
9 高橋（2018）同書では、この熱狂度を測定しつつ、企業に対

ランドはどのような“存在”ですか？」という設

問に対して「1.なんとなく使っている、2.悪くな

いと思いながら使っている（そこそこ満足）、3.

好きで使っている、4.愛着を感じて使っている、

5.すっかりハマっている」9という５段階で答え

てもらうものである。ここでは4,5に回答した顧

客を熱狂度の高い顧客とみて、単なるファン層に

対していかに熱狂度をあげてもらうか、また既に

熱狂的なファンに対してどうやってその熱量を継

続してもらうか、というアプローチをとるのが

“熱狂的ファン戦略”である。 

同書では、まず「愛着、親密、感動、学び」

の４つの体験を用意するプロセスが “熱狂的フ

ァン”を創出し、関係性を育て維持していくため

の最初のステップに必要としている。10概要は次

のようなものである。 

【愛着】人は長く使い続けるほど、商品やブラン

ドに対して愛着を感じやすくなる。そのため、商

品の修理やメンテナンス、レンタルなど自社製品

を長く使ってもらう仕組みづくり。あるいは、個

別予約制や１人〇時間など特別感の演出などであ

る。 

【親密】顔の見えるコミュニケーションが中心に

ある。社員が顧客を自らの手で楽しませ、顧客は

目の前にいる社員を通じてブランドを体感する体

験である。昨今流行りのパーソナルトレーナーな

どはこの親密体験の事例と言える。 

【感動】思いもよらない体験が顧客の記憶に残

る。顧客の期待値がどこにあるのかを見極め、そ

の期待を超えた価値を提供できるかどうかが鍵で

ある。同書ではある大型書店の事例を出してい

る。某コーナーの名物スタッフに在庫の有無を尋

ねたら、「今、この本はうちにないんですよ。〇

〇ならあると思う。もしあったらすぐに買った方

がいい」と言われたというエピソードである。 

して「ここで考えるべきなのは、見つけ出した貴重な熱狂者を

どのように味方にし、彼らと何を創っていくかということなの

だ」とアウトカムのイメージを企業が描くことの重要性に言及

している。最終的なアウトカムは各企業が描くべきものであ

り、この点は地域と同様である。 
10 同書では３つのステップがあり、「愛着、親密、感動、学び」

はその第１のステップに必要なプロセスとして書かれている。

本論では第２、３ステップについては割愛する。 

62



【研究ノート】 

【学び】学習を通じてブランド体験、商品への理

解が深まる。同書で例に出ているのは長野県佐久

市にあるヤッホーブルーイングの醸造所見学ツア

ーである。毎年リピートするファンもいるとい

う。ちなみに同社のHPではこのように同ツアーを

紹介している。 

「今年で10年目となる“よなよなエール大人の醸

造所見学ツアー”は、スタートから累計10,000人

を超えるお客様にお楽しみいただいている大人気

コンテンツ！ヤッホーブルーイングで働いている

スタッフが、お客さまと一緒に醸造所内をめぐ

り、クラフトビールの造り方や、そのこだわりに

ついてお伝えする、約100分のツアーです。（中

略）今年はお客様からいただいた“ビールを造っ

ている醸造所の目の前で飲みたいな！”というコ

メントにお応えするべく企画した新イベントで

す」11 

 以上の４つの体験は商品やサービスによって一

つでもいいという。このプロセスを用意するのが

“熱狂的ファン戦略”の最初のステップである。 

 

（５）“熱狂的ファン戦略”の地域への応用可能性 

以上が“熱狂的ファン戦略”であるが、これ

を先の（図４）の「関係人口」の取組み構造に当

てはめて考えると（図５）となる。 

ここで先の図と違う点は、まず関係人口は関

係性が深くなっても関係人口であるが、熱狂的フ

ァン戦略では、関係性が深くなったファンを“熱

狂的ファン”として区別している。そして、“熱

狂的ファン”かどうかは、先の熱狂度の調査から

区分される。そして、“熱狂的ファン”が増える

ことは、例えば商品の売上を上げる成果に繋がる

など、マーケティング業界の中では成果検証がさ

れつつある。これらを対比して整理したのが（表

６）である。 

この対比で「関係人口」の成果を考えると、

深化が深まった関係人口者は「熱狂的関係人口」

と呼び換えて区別して捉え、①関係進化型の事業

（前述した総務省の分類（表５）と構造（図

４））には、“熱狂的ファン戦略”の４つの体験

 
11 抜粋：ヤッホーブルーイングの HP「よなよなの里の 

が組み込まれているかどうかの観察を行い、徐々

に検証していくという方法がとれるのではないだ

ろうか。 

 

図 5 “熱狂的ファン戦略”の構造 

 

 

表 6 関係人口と熱狂的ファン戦略の違い 

 

 

その場合、最終的な目標は地域ごとが思い描

く未来が設定される。それが移住促進であった

り、地域での起業、ボランティア活動への参加で

あたり、特に関係人口を加えたり目新しいものに

する必要はない。従来通りの、地域の未来を描

き、地域課題を解決するような最終目標を設定す

ることで、“熱狂的ファン戦略”を応用した“熱

狂的関係人口戦略”の検証は可能となる。 

例えば、「関係人口」の取組みの中で、現在

多くの自治体が取り組んでいる事に、「〇〇市サ

ポーター倶楽部」や「〇〇暮らし体験ツアー」な

どがある。地元について学んだりイベントに参画

したり、ワークショップを開催したりといった事

業があがっている。総務省の「関係人口」ポータ

ルサイトの分類からすると、①関係進化型がそれ

歩き方」https://yonasato.com/column/brewery_11/ 

最終目標

ex.売上

顧客（ただの購買者、ちょっとだけファンもいろいろ）

熱狂的ファン戦略

熱狂的ファンが増える

成果

グレー部分＝顧客

熱狂的ファン化

関係人口 熱狂的ファン戦略

深度の深め方
関係の深化が必要

（具体策模索中）

熱狂的ファンン戦略

（＝４つの体験）

対象者
関わりが深くなった人

（深度の測定方法模索中）

熱狂的ファン

（＝熱狂度で区分）

成果（≒結果）
関係人口が、地域経済や活動の担い手に

なることで、経済活動、地域活動があがる

熱狂的ファンが増えることで

購入量、宣伝量、熱狂度などがあがる

成果の測定方法 未検証（検証方法模索中） 成功事例による検証が進んでいるところ

63



【研究ノート】 

にあたる。それらの事業の中で、 “熱狂的ファ

ン戦略”の４つの体験要素、「愛着、親密、感

動、学び」があるかどうかを観察し、その上で参

加者数と参加頻度の他に、参加者の熱狂度を測っ

ていくという方法を取り組んでいくことは可能で

はないだろうか。 

 

４．今後の研究課題 

 

現時点では「関係人口」の取組みが始まった

ばかりで、その成果測定の方法もまだ定まってい

ないのが実情である。そのため、早急にこれらの

測定方法を確定すること、試行錯誤でもいいから

成果を見える化していくことが必要であろう。 

「動画は大成功しました。こんなことなかなかな

いくらいなヒットです。みんなが話題にし、好意

を持ってくれました。でも、売り上げにはさした

る影響は出ませんでした。そして、その後、その

動画は一瞬で忘れ去られていきました。」（佐

藤、2018、P19抜粋） 

元電通で、現在コミュニケーション・ディレ

クターである佐藤尚之氏の近著、『ファンベース

─支持され、愛され、長く売れ続けるために』の

冒頭に記されている、某メーカの広告担当者のコ

メントである。 

数年前の自治体による動画ブームを思い出

す。自治体によるＰＲ動画がこぞって作られ、そ

の再生回数が着目された。しかしながら、現在、

そのブームの一過性も指摘されている（中島、

2018）。筆者は、ＰＲ動画自体を否定するつもり

は毛頭ない。効果が見られている自治体もあった

であろうし、何より地域の良さをみんなでどのよ

うにＰＲしていこうかと話し合い、一つの方向性

を示す契機として非常に良いものであるというの

が筆者の立場である。 

ここで言いたいのは、「ＰＲ動画を作れば地

域の認知度があがり、移住者が増えるのではない

か」、というあいまいな期待は、そのままあいま

いな結果にしかならないのではないかということ

である。こうした自治体職員や住民の労力をしっ

かりと成果に繋げないとますます地域が疲弊して

しまうのではないか、という問題提起である。 

よもや、移住政策の一つが簡単に移住者を増

加させる因果関係があるとは誰も思わないであろ

う。それ故、成果が表れるまでに時間がかかるも

のであり、移住者の前に「関係人口」という層が

必要であり、ニーズもあるであろうという文脈で

の「関係人口」という新しい概念の登場であろ

う。 

本論の問題提起は、この流れで登場してきた

「関係人口」を生かしたいということにある。 

地域の労力を継続した取り組みにし、誰もが

達成感を感じられて実際に成果につなげるために

何が必要であるかを議論していきたいということ

だ。 

そのためには、先に挙げた方法で実際の取組

みを観察し、さらに最終的には先に挙げた４つの

体験要素である「愛着、親密、感動、学び」が、

地域に主体的に関わる存在としての“熱狂的ファ

ン”へ成長する要因であるのかどうかの検証が必

要である。そのために、まずは現在の取組み事例

から４つの体験要素を観察し、さらにその後の熱

狂度を測定していくこと、その事例数を増やすこ

とが初期の本研究の課題である。 
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川崎区における地域活動の展開過程とその要因 

―池上新町町内会の「見守り、つながりの輪」を事例に―  

小川 有閑
１
、長島 三四郎

２ 
 

１
大正大学 地域構想研究所 研究員 

２
大正大学 地域構想研究所 プロジェクト研究員 

 

（要旨）高齢化の進むわが国では、地域包括ケアシステムをはじめ、地域の自主性・主

体性や地域特性に応じた、新しい地域の支え合い、見守りのあり方が求められている。

本論では、川崎区池上新町町内会の「見守り、つながりの輪」の発足した背景とその展

開過程を、内的要因と外的要因に分けて検討を行った。結果、同町内会の見守り活動を

成功させた要因として、①地域内の意識の醸成、②推進力のある人材、③公的な支援（経

済的補助）、④「場所」の確保の4点が明らかとなった。これら4点のポイントは、地域

や行政とのさまざまな工夫で達成されうるものである。現代日本において、地域の支え

合いの力を高めていくには、地域と行政が連携して、「私たちでもできる」というモチ

ベーションを持ち、地域で活動できる人材を育てていくことが重要となっていく。 

 

キーワード： 町内会、見守り活動、地域包括ケアシステム、RISTEX 

 

 

１．はじめに 

 

高齢化がすすむ我が国では、いわゆる団塊の世

代が 75歳以上となる 2025年をめどに、高齢者が

要介護状態となっても、できるかぎり住み慣れた

地域で自分らしく暮らし続けられるよう、住宅・

医療・介護・生活支援などの様々なサービスが切

れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の

構築を目指している。ここでの「地域」はおおむ

ね 30分以内に駆け付けられる圏域を指し、その

内容は、地域の自主性・主体性や地域特性に応じ

て作り上げられるものとされている。 

地域包括ケアシステムを推進する厚生労働省の

念頭にあるのは、今後ますますの増加が見込まれ

る認知症を抱える高齢者であるのだが、本論で取

 
1 （川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室； 2015）2 頁 

り上げる川崎市では、全市民を対象にした地域包

括ケアシステムの構築を掲げている。全市民と

は、ケアを受けているか否かを問わない。高齢者

や「障害者や子ども、子育て中の親など、地域内

において『何らかのケア』を必要とする全ての人

を対象」とするだけでなく、「自身がケアを必要

としない場合においても、自立的に自らの健康状

態・生活機能を維持・向上させる『セルフケア』

や『地域のケアを支える』といった視点において

は、全ての地域住民においてその重要性が認識さ

れ、実践されることが必要である」1との理由か

ら、全市民を対象としている。 

その実現のため、川崎市では、まず 2014年に

健康福祉局内に地域包括ケア推進室を設置し、さ

らに 2016年に各区に地域みまもり支援センター
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を設置した。この支援センターを拠点として、保

健師等の専門職による個別支援、地域づくりを行

っている川崎市だが、行政の側からの支援・働き

かけだけでは、限界もある。行政による支援は基

本的に申請主義に基づいており、市民は自ら支援

を求めて、窓口に行かねばならない。支援者か

ら、「窓口に自ら行ける人は、その時点である程

度救われている」という声を耳にすることがあ

る。つまり「自分から援助を求めることができ、

自分はどの窓口に相談すべきかが分かっている

人」は支援につながることができる。 

しかし、「援助を求められない人」、「どこに相

談すれば良いかを知らない人」、さらに「自分が

困っていることに気付いていない人」はどうすれ

ば良いのか。援助希求を持ちつつも、その声を発

せられずにいる人をどう発見し、支援につなげる

ことができるのだろうか。こうした人々への支援

は、できるだけ漏れのない地域包括ケアシステム

を構築する上で、大きな課題であるといえる。 

そこで期待されるのが住民同士の支え合いであ

る。川崎市の推進ビジョンにおいても、「希薄化

が懸念される地域のつながりを取り戻し、誰もが

互いに助け合う関係であるという認識を共有し、

地域による自主的な「助け合い」の活動を活発化

させていくなどの取組が必要不可欠となる。ま

た、行政においては、そのような地域活動を支え

る」2と自主的な助け合いの重要性が明記されて

いる。さらに、地域包括ケアの「ケア」には「近

隣住民やボランティア等のインフォーマルな地域

資源から提供される『サポート』も含む」3と記

されており、行政側が近隣住民による自主的な支

え合いを地域包括ケアシステムの不可欠のピース

と見なしていることがうかがえる。 

本研究グループ4では、この問題関心から、町

 
2 （川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室； 2015）2 頁 
3 （川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室； 2015）2 頁 
4 本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）・社

会技術研究開発センター（RISTEX）「安全な暮らしをつくる新

しい公／私空間の構築」研究開発領域の研究助成を受け、

内会の活動に注目をした。日常的に顔を合わせ、

それぞれの家庭の異変に気付くことができる。時

にその付き合いをネガティブにとらえられること

もある町内会活動であるが、声なき援助希求を発

見し、支援につなぐ可能性を有していると考えら

れる。そこで、町内会での見守り活動に積極的に

取り組んでいる川崎区池上新町の町内会を調査対

象として、研究を進めることとなった。 

本研究の経緯は、2017年 12月 15日、川崎区

主催「平成 29年度川崎区地域包括ケアシステム

普及啓発講演会 みんなでつなごう！ちいきの

輪」において、住民の側から地域包括ケアに取り

組む 3名が登壇され、その内の一人が池上新町町

内会長の浦野一吉氏であった5。川崎市の地域包

括ケアシステム構築の旗振り役であった菊池義雄

副市長（2016年当時）が、地域包括ケア推進室

を立ち上げる前に、地域活動が盛んな複数の町会

を視察しているのだが、その一つが池上新町であ

ったことから、講演会後に浦野氏に調査の趣旨を

説明し、協力を依頼したところ、承諾を得られ

た。 

 

2．研究の方法 

 

本研究では、大正大学地域構想研究所の髙瀨顕

功、小川有閑、長島三四郎を中心に、時に大学院

生の協力を得ながら、聞き取り調査、参与観察、

文献調査を行った。聞き取り調査では、池上新町

の町会長、副会長、老人会会長、地域担当民生委

員などに1時間から2時間にわたり、町内会の歴史、

現状や活動状況について質疑を行った。参与観察

は、町内会主催の運動会や見守り活動、お祭りな

どの各種行事、川崎区内の町内会が参加する諸行

事に参加し、参加者の様子や感想を記録した。聞

「都市における援助希求の多様性に対応する公私連携ケア

モデルの研究開発」（研究代表：島薗進）の一環として実施さ

れた。 
5 他の 2 名は、渡田地区で民生委員をつとめる峯尾照氏、鋼

管通 2 丁目町内会会長の丸野喬敬氏。 
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き取り調査、参与観察の一覧は表1のとおりである。 

 

表－１ 池上新町の調査 

 日付  

1 2017/12/15 地域包括ケアイベント 

2 2018/1/16 池上新町聞き取り 

3 2018/2/17 池上新町冥加クラブ 

4 2018/3/25 池上新町運動会 

5 2018/4/24 高橋順子氏聞き取り 

6 2018/6/20 池上新町懇親会 

7 2018/6/24 トリムバレー 

8 2018/7/16 大師ウォークラリー 

9 2018/7/21 見守り活動会議 

10 2018/7/27 池上新町納涼祭 

11 2018/8/23 宗教施設調査聞き取り 

12 2018/9/17 池上新町見守活動 

13 2018/10/15 池上新町転倒予防講座 

14 2018/12/1 川崎区社協福祉まつり 

15 2018/12/2 グランドゴルフ大会 

16 2018/12/28 池上新町夜回り 

17 2019/1/10 齋藤仲治氏聞き取り 

18 2019/6/13 浦野会長聞き取り 

19 2019/7/26 池上新町納涼祭 

20 2019/8/1 池上新町見守り会議 

 

文献調査では、主に川崎区に関する先行研究を

収集した。川崎区を含む川崎市の正史としては、

川崎市が編纂する『川崎市史』（通史編全 5巻、

資料編全 5巻、別編全 1巻、年表全 1巻）がある

ほか、（村上；1981年）、（小林編；1978年）、（芹

澤；1994年）、（打越・内海編；2006年）といっ

た、地域史、行政史、社会史を扱った研究書だけ

でなく、（石井；2017年）、（磯部；2017年）など

のルポルタージュも、市民の視線で現在の地域課

題を指摘するもので、現地調査とともに現状把握

する上で有益であった。 

なかでも、田中宣一らによる『「町内会」の民

 
6 （田中、鈴木、畑總、山本；1988） 
7 （倉沢；1990 年）25 頁 
8 （上同；1990 年）25 頁 

俗学的研究―川崎市域の町内会と旧来の住民組織

―』6は、川崎市内の町内会の研究であり、1988

年の刊行ではあるが、豊富な調査資料に基づいた

もので、大いに参考となった。 

また、町内会に関する先行研究は、歴史学、社

会学、民俗学、福祉学等で幅広い蓄積がある。例

えば、現代日本の町内会の在り方と機能について、

倉沢進は、「本来住民の相互扶助的活動の主体であ

り、自治的団体」であった町内会が、「専門処理機

関としての行政組織の確立過程で、中核的な問題

処理活動から段階的に退き、現在のように、圧力

機能と末端補完機能だけを遂行するという状態に

なった」と論じている7。結果、「末端補完機能だけ

になじんでしまった町内会は、行政依存的な性格

を強くもつようになり、それに適合的なリーダー

しか出てこなく」なり、「役所から依頼されたこと

しかしない町内会になり、一般の住民はそっぽを

向くという」8。倉田和四生は、「一般的には、地域

生活の共同性が希薄化した都心部では都市化が進

み、生活が豊かになって選択性が増せば地域生活

のなかで町内会が占める位置は相対的に減退し、

たかだか一つのアソシエーションにすぎないもの

となるであろう」と述べている9。倉沢や倉田の指

摘は、多くの研究者の見方と一致している。 

その他、岩崎信彦は、タルコット・パーソンズ

の AGIL 図式に即して町内会の機能を分析してい

る10。中でも、I（社会統合）の分析では、「町内社

会の統合・調整」に関する問題として、「伝統主義

による拘束や停滞の問題」と「よそ者意識、排他

主義の問題」が指摘されている。 

しかし、倉沢や倉田、岩崎の論考は、今から 30

年前のものであり、日本はその後、阪神大震災、

バブル経済崩壊、東日本大震災、超高齢社会への

移行など、町内会の位置づけや取り巻く環境に大

きな変化が生じてきた。研究の領域では、人と人

9 （倉田；1990 年）186 頁 
10 （岩崎；1989 年） 
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とのつながりを社会関係資本という概念によって

説明し、コミュニティ成立の重要な基盤として再

評価する機運も生まれている。たとえば、中田実

は、グローバリゼーションとともに格差が拡大し、

排除型社会が進展するなかで、町内会は社会にお

ける最後の生命線のひとつになる可能性があると

し、経済至上主義社会への批判が生まれてきてい

ることは、「これまでの社会的潮流の中では幻想に

すぎないと否定されてきたコミュニティへの新た

な希望の灯がともされることであり、我が国でい

えば、コミュニティの基盤をなす町内会・自治会

の再活性化への反転となるべき動きと軌を一にす

る」と期待を示している11。 

本論では、こうした先行研究での指摘も考慮し

つつ、検討をしていく12。 

 

3．池上新町町内会の概要 

 

（１）地域範囲 

池上新町は、川崎市川崎区の東部に位置する町

で、池上新町 1・2・3丁目の 3地域で構成されて

いる。川崎駅から東に約 3キロ、バスで 15分ほ

どの距離にあり、池上新町の 1・2・3丁目を合わ

せて、約 0.38平方キロメートルの広さである。

町の東側には、川崎と東京の大田区を結ぶ産業道

路、その頭上には首都高速横羽線が通り、産業道

路を渡れば、東京湾まで一大工業地帯が広がって

いる。隣接する地域は、四谷上町、観音 1・2丁

目、藤崎 3・4丁目、桜本 2丁目、池上町、塩浜

2丁目等である。 

町内に存する公共的施設は、池上新町 1丁目に

は中留公園、川崎市立桜本中学校、川崎朝鮮初級

学校がある。隣接する桜本・池上の両地区は、戦

前より在日朝鮮人などの外国人が集住している地

域であることから、桜本中学校では人権尊重教

 
11 （中田・山崎・小木曽；2009 年）15 頁 
12 その他、本論の執筆にあたっては、（鳥越；1994 年）、（辻

中他編；2009 年）等も参照している。 

育、多文化共生教育が盛んである13。2丁目に

は、町の中心である汐留稲荷神社、冥加公園、川

崎臨港警察署、川崎臨港消防署が、3丁目には、

会員制倉庫型卸売・小売の大手であるコストコホ

ールセール川崎倉庫店がある。 

 

（2）地域史 

本節では、池上新町の地域と町内会の歩みを鳥

瞰的に理解するために、池上新田・工業都市化・

再開発と新住民という3つのポイントで、地域史を

整理していく。 

（a）池上新田 

池上新町は池上町と合わせて、かつて池上新田

という町名であった。その由来は江戸中期にまで

さかのぼる。武蔵国荏原郡千足郷（現在の大田

区）に本拠を構えていた池上家の 20代幸種が、

慶長年間より大師河原（大師地区の多摩川沿岸

部）の開発に着手。その子、幸広は、大師河原に

移住し、大師河原村を開村した。 

その後も、池上家は川崎の海辺部の開発に取り

組み、稲荷新田を開墾。幸広から数えて 4代目の

池上太郎左衛門幸豊は、1746年（延享 3年）か

ら多摩川河口の海辺部の新田開発にたずさわり、

1761年（宝暦 11年）に池上新田を完成させた。

海辺部であることから、波除堤の築造、萱芝を植

え付けての地固め、そこから数年を経ての田畑の

開墾という、人手も年数も要する大事業であっ

た。新田は 1762年（宝暦 12年）に検知を受け、

正式に「池上新田」と名付けられた独立した一村

となった。 

 

（b）工業都市 

明治期に入ると、川崎は工業都市として、大き

く発展を見せる。横浜港に近く、鉄道や水運の便

もある上に、東京に比べて安価で広大な土地を有

13 ただし、池上新町のうち、桜本中学校の学区域は 1 丁目の

みで、2 丁目・3 丁目は川中島中学校の学区域である。 
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していた川崎は、工場適地として注目されていっ

た。川崎に建設された主な工場としては、1906

年の横浜精糖（現、大日本明治製糖）、1908年の

東京電気（現、東芝）、1909年の日米蓄音機製造

（現、コロムビアミュージックエンタテインメン

ト）、1911年の日本電線（現、三菱電線）、1912

年の日本鋼管（現、JFEエンジニアリング）、

1912年の川崎瓦斯、1913年の鈴木製薬（現、味

の素）、1915年の富士瓦斯紡績（現、富士紡）、

1931年の昭和肥料（現、昭和電工）等がある。

その後も横浜等を含めた京浜工業地帯の拡大、

1927年の南部鉄道（現、JR南武線）の開業によ

り、川崎の工業都市化はさらに進んだ。 

工業都市化が進展する中、様々な地域から、川

崎に工場労働者として移住する人の数も増加し

た。旧・川崎町（現在の川崎区北部）の人口を見

てみると、1897年 4,871人、1907年 6,300人、

1914年 1,1062人と 20年足らずで倍以上の増加

となっている。この時期、特徴的なのは、朝鮮・

韓国系の人々と、沖縄県民である。困窮から逃れ

たい沖縄県民にとって、出稼ぎ先は、おもに阪神

工業地帯か京浜工業地帯であった。 

 池上新田は 1889年の町村制施行とともに、大

師河原村に合併され、その中の「区」のひとつと

なった。川崎の町の変化とともに、池上新田の周

辺地域は次第に一大工業地帯に労働者を供給する

住宅街へと変貌していく。『「町内会」の民俗学的

研究』によれば、大師河原村の 1916年、1918

年、1920年の職業別戸数は、農業専従が 455→

425→420、工業専従が 35→378→385、商業専従

が 280→398→480となっており、専業農家が減少

する一方で、工業・商業に従事する家が激増して

いることが分かる14。 

 人口急増にともない、池上新田のある大師地

 
14 （田中、鈴木、畑總、山本；1988）60 頁 
15 戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）「安全な暮

らしをつくる新しい公／私空間の構築」研究開発領域、平成２

７年度採択プロジェクト企画調査終了報告書『都市型コミュニ

区は耕地を整理し、住宅地への転換や昭和期に入

ると大小の工場建設が進んでいった。その結果、

農業や漁業はほとんど消えていくことになった。

なお、聞き取り調査によると、池上新田は戦後し

ばらくまでは、古くからの地元名士や自営業（海

苔師、農家）が多かったとのことである。 

 

（c）再開発と新住民 

戦後の高度経済成長期の川崎は、工場からの煤

煙や石油化学コンビナートが排出する亜硫酸ガス

による公害が顕在化し、川崎区から他の地域へ移

転する市民が大量に続出する事態となった。市民

運動や行政の取り組みにより、1972年には川崎市

公害防止条例が公布・施行され、その後は煤煙や

亜硫酸ガスの排出は抑制されるに至った。 

公害問題の教訓などから、新たな工場の増設が

制限される工場等制限法や工業密集地域から非工

業密集地域に工場を誘導しようという工業再配置

促進法が制定されると、川崎は工場の「移転促進

地域」に指定された。これは工業の空洞化、労働

力＝人口の減少を引き起こす懸念もあったが、工

場の跡地利用は川崎市南部の社会資本整備の好機

でもあった。工場跡地には、高層マンションや高

層ビル、大規模商業施設、学校などが建設されて

いる。工業の町・川崎は現在、大きな転換期を迎

えているといえる15。 

池上新町16の町内会の構成も、以前は前項で述

べたように地元の名士や自営業者が多かったが、

サラリーマン世帯が増加している。かつては、町

内会と商店会が地域を支えたが、現在、商店会は

解散。商店が閉じた跡地は、建て売り住宅となる

ので、新住民が増加している。新住民の増加は

1990年代から目立ち始めたという。マンション

も増加しており、10戸以上のマンションを建て

ティ（川崎市）における援助希求の多様性に対応した介入・支

援に関する調査』（研究代表者：島薗進）「3.2. 地域住民ケア

をめぐる川崎市史」より。 
16 1967 年に池上新田から池上新町に名称が変更になった。 
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る場合は、行政、不動産業者には町内会と協議を

した上で建築を進めるように取り決めている。新

住民の増加への対応として、町内会はソフトボー

ル等のスポーツ体験を通して、新住民と旧住民と

馴染むよう企図している。また、外国人住民につ

いては、古くからの韓国系住民のほか、近年はベ

トナム系の住民が増えているという。外国人を含

めた新住民の増加傾向は、川崎区全般に言えるこ

とであり、人口流動性の高さが川崎区の地域特性

の一つとして挙げられる。 

 

（3）地域人口 

川崎市が公開している人口・世帯数のデータに

よれば、2018年 9月時点で、池上新町の人口

は、1丁目が 1,031人、2丁目が 3,208人、3丁

目が 135人で、合計 4,374人である17。同地域の

人口は、1998年 12月時点で 4,009人、2008年時

点で 4,447人であったので、人口の増減はあるも

のの、数字上での大きな変化はない18。ただし、

池上新町町内会の構成は、池上新町 1丁目と 2丁

目と 3丁目の一部の為、町内会の範囲での人口は

若干異なる19。 

池上新町における年齢別人口構成は、1998年

12月時点で 14歳以下が 517人、15歳から 64歳

以下が 2,851人、65歳以上が 641人であった。

2008年時点では、14歳以下が 526人、15歳から

 
17 2018(平成 30)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日

2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-22-0-

0-0-0-0.html] 
18 1998(平成 10)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日

2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-15-0-

0-0-0-0.html] 

2008(平成 20)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日

2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-5-0-

0-0-0-0.html] 
19 池上新町町内会の範囲については、以下のサイトを参照

のこと。 

[川崎市全町内会連合会・各区町内会連合会 HP(最終閲覧日

2018 年 12 月 22 日) 

http://www.kawa-zencho.com/kakuku/kawasaki.htm] 
20 池上新町 1・2・3 丁目の各町丁別年齢別人口は、以下のデ

64歳以下が 2,978人、65歳以上が 943人となっ

ている。そして、2018年 9月時点では、14歳以

下が 428人、15歳から 64歳以下が 2,861人、65

歳以上が 1,085人と変化している。緩やかではあ

るが、ここ 20年間で子どもの数が減り、高齢者

の人口が増えている。 

 

表－2 池上新町の年齢別人口（1・2・3丁目の合計）20 

年齢 H10/12 H20/12 H30/9 

0～14歳 517 526 428 

15～64歳 2851 2978 2861 

65～74歳 450 544 554 

75～歳 191 399 531 

合計 4009 4447 4374 

 

（4）町内会加入率 

聞き取り調査によれば、池上新町町内会には、

約 1,100世帯が加入しているという21。約 1,100

世帯という数字は、川崎市が毎年度更新し、管理

している「住民組織調査票」(平成 29年度版)の

数字とも合致している22。 

2018年 3月時点での池上新町 1・2・3丁目の

世帯数の合計は 2,361である23。ただし、池上新

町 3丁目は、全てが池上新町町内会の範囲ではな

く、一部が隣接する四谷町内会と塩浜町内会に所

ータを参照のこと。 

[川崎市 HP(最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-15-0-

0-0-0-0.html] 

[川崎市 HP(最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-5-0-

0-0-0-0.html] 

[川崎市 HP(最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-22-0-

0-0-0-0.html] 
21 2018 年 1 月 19 日、池上新町町内会館で行ったヒアリング

調査に基づく。 
22 「住民組織調査票」は、2018 年 7 月 24 日と 2018 年 9 月 4

日、川崎市民文化局コミュニティ推進部での調査で、許可を得

て閲覧させていただいたものに基づく。 
23 2018(平成 30)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日

2018 年 12 月 22 日) 

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000097259.html] 
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属している。また、前述の「住民組織調査票」で

は、池上新町町内会の地域の世帯数は 1,550世帯

となっている。その場合、加入率は、約 71％と

なる。町内会へのヒアリング調査でも、池上新町

は約 1,500と述べていて、その場合の加入率は約

73％である24。以上のことからも、地域の範囲と

町内会の所属範囲とは、近隣の地域や町内会の範

囲を加味して論じなければ、正確に把握するのが

困難なことが分かる。 

 

（5）町内会組織 

川崎市が管理する「住民組織調査票」によれ

ば、池上新町では、1948年に町内会が設立され

ている。初代町内会長は、池上保元氏である。

2008年 4月より、浦野一吉氏が現在まで第 14代

町内会長を務めている。 

池上新町町内会の町内会規約第 3条によれば、

「本会は、池上新町地区の防犯、防火、防災、保

険衛生、交通安全、青少年の育成その他文化の向

上及び福祉の増進を図ることを目的とする」組織

である。池上新町町内会は、会長と副会長、会計

部長、総務部長の三役を中心とし、各役員が任命

されている。実働の役員のほかには、会長が委託

した顧問と相談役が置かれている。 

また、町内会には、総務部、会計部、防犯部、

防災部、衛生部、子供部、交通部、体育部、婦人

部、福祉厚生部、神社委員会、社会福祉協議会が

置かれ、それぞれに部長、副部長、部員等が任命

されている。その他、町内会の役職としては、会

館保全部、各区の婦人部常任幹事、子供囃子連、

路上違反広告物除去協力員、廃棄物減量指導員、

学校区避難所運営会議桜本中学校委員、緊急防災

無線設置、婦人防犯委員、臨港消防団、婦人消防

隊、スポーツ推進委員、防犯指導委員、青少年指

導委員、民生委員、保護司、大師地区交通安全母

の会がある。写真－1の防災組織編成表では、災

 
24 2018 年 1 月 19 日、池上新町町内会館で行ったヒアリング

害が起こりえる場合には、各部の部長が緊密に連

絡を取り合う体制が整えられていることが示され

ている。 

 

写真－1 町内会自主防災組織編成表 

 

 

町内会は 5区に分けられ、各区がさらに組・グ

ループに分かれる。第 1区が 17組、第 2区が 12

組プラス 1グループ、第 3区が 10組プラス 7グ

ループ、第 4区が 15組、第 5区が 16組プラス 1

グループという区分けである。 

 

（6）町内会館とその周辺 

池上新町町内会館は、汐留稲荷神社に併設され

ている社務所を会館として利用している。土地は

神社の所有、建物は川崎市の総合自治会館に寄贈

されていて、所有者は川崎市となっている。3年

契約で、市から町内会が無償で借りている。現在

の会館は 1990年に建て替えられた 2階建てで、1

階は畳敷きの広間にキッチン、障がい者用トイレ

が設置され、2階には畳敷きの部屋が 3部屋（襖

を外してつなげることができる）にキッチン、男

女別トイレ、物置が設けられている。町内会の催

し、会合に使用されるほか、かつては町内会の会

員の葬儀会場にも使用され、2階を宿泊に供する

こともあったという。また、現在は週に 2日、

NPOによる子ども食堂・学習支援の会場として貸

調査に基づく。 
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し出しをおこなっている。 

会館を出て、道を挟んだ目の前に冥加公園があ

る。1962年開設のこの公園は、3000平米の広さ

があり、住民の憩いの場として老若男女が訪れる

ほか25、町内会の運動会、防災訓練などにも使用

されている。 

 

（7）年間行事 

池上新町町内会では、年中行事として、春のお

花見、夏の盆踊り、秋の運動会、年末の餅つきを

主催している。会場はいずれも冥加公園と町内会

館となっている。現在、運動会には 500人もの参

加者があり、丸一日かかる行事となっている。ま

た、その他にも後述する見守り活動、高齢者の食

事会、防災訓練、敬老イベントなど、行政その他

各機関との連携によって開催している。 

 

写真－2 2019年の池上新町納涼祭 

 

 

4．池上新町「見守り、つながりの輪」 

 

（1）活動方針 

池上新町「見守り、つながりの輪」は、2011

年 12月 14日より開始された。2012年 4月に施

行された「池上新町『見守り、つながりの輪』綱

領」によれば、「町内地区における住民の健康、

 
25 聞き取り調査によると、老人会のメンバーによるグランドゴ

ルフが毎日行われている。 
26 [池上新町「見守り、つながりの輪」（川崎市川崎区）PDF

福祉、介護予防、災害支援等について、町内各団

体が連携、情報を共有し見守り、つながりの輪を

広げ方針を定めて安全安心な街づくりの活動を行

う」ことを目的とし、「町内会、社会福祉協議

会、民生委員、老人クラブ友愛チーム、ボランテ

ィア、地域包括支援センター」によって構成され

ることが定められている。同綱領には、活動方針

として、「見守り活動、訪問活動、情報交換、研

修会等」と記されている。 

 

（2）活動内容 

「池上新町見守り、つながりの輪」のこれまで

の活動を、資料を基に時系列に記していく26。 

（a）2011 年度 

「世代を超えた支え合いと絆 高齢者支援・緊

急時の備え」と題し、車椅子体験（高齢者・子ど

も・障害者の交流会）、つながりの輪食事会（主

に 1人暮らしの高齢者を対象とする食事会）、町

内会館への AED設置・使用講習会を行った。 

（b）2012・13 年度 

①定例会の開催：2か月に 1回、事業の検討、

要援護者の情報交換等を行う。 

②見守り活動：年 2回（8月、12月）、手作り

の品を届けながら、1人暮らし高齢者等を戸別訪

問。地域包括支援センターと連携。対象者は約

60名、災害時要援護者、1人暮らし高齢者、その

他、民生委員、老人会、友愛会や町内会区長等か

らの気になる住民を追加。（定例会で確認） 

③交流会等：子ども、高齢者、障碍者等の交流

会（腹話術、寸劇、バルーンアート等） 

④AEDの訓練：年 1回防災訓練時に実施。 

（c）2014 年度 

①定例会の開催：町内会の役員・民生委員を含

む 38名で開催。 

②見守り活動：年 2回（8月、12月）、手作り

（最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日）

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/872241.p

df] 
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の品を届けながら、1人暮らし高齢者等を戸別訪

問。地域包括支援センターと連携。対象者は約

70名。 

③高齢者向け転倒予防講座：10月、町内会館

にて、転倒予防講座、いきいき体操、健康落語。 

④防災へのとりくみ：9月の防災訓練の際に、

民生委員と町内会役員が「災害時要援護者」宅を

訪問し、参加呼びかけと災害時の非常食・三角巾

などを届けた。また、2月には「ぼうさい出前講

座＆マジックショー」を開催。 

（d）2015 年度 

①定例会の開催：町内会の役員・民生委員を含

む 39名で開催。事業の検討、要援護者の情報交

換等を行う。 

②見守り活動：年 2回（8月、12月）、手作り

の品を届けながら、1人暮らし高齢者等を戸別訪

問。地域包括支援センターと連携。対象者は約

70名。災害時要援護者、1人暮らし高齢者、その

他、民生委員、老人会、友愛会や町内会区長等か

らの気になる住民を追加。（定例会で確認） 

③高齢者向け転倒予防講座：10月、町内会館

にて開催。 

④交流会等：2月に人形劇を開催。 

公式な資料で確認できるのは、上記の 2015年

度までだが、聞き取り調査によって、2016年度

以降も変わらぬペースで活動が続いていることを

確認している。 

 

（3）活動の背景 

現状としては、前項に記した通りであるが、見

守り活動は示唆に富む内容であるので、少し詳細

に記すことにする。 

 2011年の活動開始以前から、社会福祉協議会

（以下、社協）が敬老の日の祝い品を配布してい

た。社協が行う前は、川崎市が主体となり、70

歳以上を対象に祝い品を配布していたが、「配る

だけでは意味がないので、見守り（声かけ）活動

も合わせて行おう」ということで、社協による配

布活動になったという経緯があった。 

2010年から、行政による「災害時要援護者避

難支援制度」が開始される。これは、災害時の避

難に援護が必要な人（またはその家族）が、行政

にハガキを送付して登録するシステムなのだが、

その援護は当初は民生委員の役割とされた。しか

し、民生委員だけで、緊急時の援護は不可能であ

り、町内会の協力が不可欠であった。結果、要援

護の申請があった際には、民生委員と町内会長が

当該者に会いにいくことが決められた。また、池

上新町町内会は、要援護申請をした人物の情報を

行政・民生委員だけが把握するのではなく、町内

会が共有できるように行政に依頼。逆に、町内会

で得た情報も行政や民生委員と共有する仕組みが

構築されていった。 

現在では、要援護申請者のリストだけでなく、

町内会独自の名簿（要援護申請はしていないが、

高齢者の独居などの気がかりな世帯）も作成し、

見守り活動を行っている。 

その他、「見守り、つながりの輪」活動の範囲

外だが、町内会の防犯部が月 2回の見守り活動

（通学路等を中心に）を、地域包括支援センター

や保健師と同行しての定例の見守り活動を 2か月

に 1回行っており、池上新町では見守りの意識が

高いことが推察される。 

研究グループは、敬老の祝い品配布、高齢者向

け転倒予防講座への参与観察をおこなった。敬老

の祝い品配布は、町内会のメンバーが二名一組と

なり、手分けをして高齢者宅を訪問するのだが、

筆者が同行したメンバーは、分担地域在住の高齢

者の名前・顔と住居を記憶しており、高齢者とも

親しく言葉を交わす様子からは見守り活動の積み

重ねを感じることができた。転倒予防講座には、

町内会館 1階に入りきらないほどの参加者があ

り、高齢者に周知されていること、また参加意欲

の高さを感じるとともに、町内会長や民生委員が
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参加者の顔と名前を把握していることも、町内会

と民生委員との緊密な連携をうかがわせるもので

あった。 

 

写真－3 2018年みまもり活動の様子 

 

 

（4）活動の発端 

2011年、大師中央地域包括支援センターで開

かれた地域ケア会議に、池上新町町内会長・浦野

一吉氏、池上新町老人会長・斉藤仲治氏、池上新

町在住の民生委員・高橋順子氏が出席した。その

席上、神奈川県が支え合いモデル調査研究事業の

募集をしていること、申請締め切りまで 3日しか

ないが、申請すれば 50万円の補助金が受け取れ

る可能性が高いことを知り、3人はその場で申請

を決断した。申請書類は高橋氏が 3日で作り上げ

たという。3名への聞き取りから抽出した、即断

をした動機・背景を以下に列記する。 

・町内会のなかで、老人会、子ども部、衛生部、

福祉部などそれぞれの活動はあるが、全体がつ

ながるような活動がなかった。そこで、高齢

者、子ども、また、地域にある作業所に通う障

がい者などがつながる場を設けたかった。 

・2011年 7月 24日にテレビのアナログ放送が停

波したため、テレビの買い替えが進んだが、ブ

ラウン管のテレビを運び出すことが困難な高齢

世帯が少なからずいた。公園への不法投棄も目

 
27 2018 年 1 月 19 日、聞き取り調査より 

立ったことから、町内会でブラウン管テレビを

回収し、行政に回収させるに至った。この過程

で、高齢世帯の家庭に入ることによって、高齢

者の日常の困りごと（電球の付け替え、掃除

等）が見えるようになり、見守り活動の必要性

を感じていた。 

・東日本大震災の記憶がまだ鮮明で、災害対応に

関する地域の関心が高まっていた。この意識を

反映してか、2011年は町内会への入会者が増

加していた。 

・何か活動を行うには、「ヒト、モノ、カネ」が

必要。当時、ヒト（自分たちの町から不幸な人

を出さないために何かしなければと賛同・後押

しをしてくれる人たち）、モノ（町内会館）は

あった。 

 

前項で指摘したように町内会において見守り意

識がすでに醸成されていた上に、上述のテレビ廃

棄の問題や震災の記憶などによるさらなる意識の

高まり、町内会コアメンバーの課題の共有などの

タイミングが重なり、「見守り、つながりの輪」

活動が生み出されたのである。 

 

（5）活動の課題 

「見守り、つながりの輪」活動に限らず、町内

会の課題として、役員の不足がまずは挙げられよ

う。浦野氏は 2019年で 71歳、副会長の梅津忠次

郎氏は 87歳と高齢である。時間の問題や家族の

了解等、仕事をしている現役世代には役員就任の

ハードルは高いのが現実だろう。浦野氏も町内会

長は 60歳をすぎないと難しい、そうでない場合

は自営業に限られると語っている。27 

 また、町内会の加入促進も課題である。特に、

アパートに暮らす外国人の場合は加入率が低く、

かつ、アパートの経営者も町内に居住していない

ことが多く、加入のきっかけがなかなか見つけら
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れないという。運動会などのイベントには、未加

入の住人も区別なく参加できているが、災害時を

考えると、未加入者には支援が届きにくい現実が

あるため、加入促進をはかっている。 

 一方、行政と民間の連携でしばしば課題に挙げ

られる個人情報の問題（民間から行政に要支援者

情報を届けた場合、その後の経過は個人情報保護

を理由に行政から民間に報告がなされない等）

は、池上新町では乗り越えられているように見受

けられた。町内会の活動実績に基づく発言力、行

政と対等の関係性などが、その要因として考えら

れるだろう。 

 

5．池上新町町内会の活動の展開・持続要因 

 

見守り機能が円滑に展開されている池上新町の

促進要因を外的・内的に大別して分析してみた

い。 

 

（1）外的要因 

（a）神奈川県の福祉施策 

 神奈川県が 2011年に始めた「支え合いモデル

調査研究事業」の資金援助は、大きな原動力とな

った。また、補助金を受けるモデル事業となった

ため、県のホームページに載せなければならな

い、県からも活動の視察が必ず来るなど、「もら

った以上はやらなきゃいけない」という状況が出

来ていった。 

（b）地域包括ケアシステムの推進 

 本研究に関連して、保健師や民間団体等にも聞

き取り調査を行った際、浦野会長への信頼を耳に

することがあった。全市民を対象とした地域包括

ケアシステムを考える際、「はじめに」で述べた

ように、いかに援助希求を救い上げるかが重要な

ポイントとなる。池上新町の活動は、民間から公

に支援をつなげる基礎となるものであり、行政と

の相互作用を生み出している。 

（c）川崎区の地域課題と住民意識 

 「第 3 回川崎市地域福祉実態調査」（2013 年 1

月）のうち、「地域の生活課題に関する調査」（川

崎区の集計結果）では、川崎区民が考える地域に

おける課題としては、「高齢者に関する問題」、「地

域防犯・防災に関する問題」、「地域のつながりに

関する問題」が上位 3 位となっている。このよう

な問題意識が醸成されていたことも、池上新町の

活動を後押ししたと考えられる。 

（d）地域の災害対策、地域の高齢化 

 「3－3 地域人口」で示したように、池上新町

の高齢者人口は増加、子どもの人口は減少傾向に

ある。高齢者のみの世帯も増えている。高齢化へ

の危機感を高める要因となったのは、東日本大震

災であった。高齢者を災害時にどのように救援す

ればよいのかという意識が生まれ、見守りの必要

性を共有する下地となった。 

（e）新住民の増加 

 古くからの住民が減少し、建て売りやマンショ

ンに新しい住民が転入してくる。新住民の町内会

加入のきっかけをどのように作り出すかは、大き

な課題である。運動会や盆踊りと並んで、「見守

り、つながりの輪」は未加入者でも参加でき、町

内会に関心を持ってもらう大きなきっかけとなり

得る。 

 

（2）内的要因 

（a）池上新町の世代交代 

 10歳の時にこの地に転入した浦野氏が 29歳で

町内会の役員に就任した際、「余所者」と言われ

た経験があるという。昔からの住民には、「地の

人間」という意識が根強かったが、次第に、地の

人間だけでは人員が足りなくなっていった。行政

からの委託も若い世代、転入者が対応するように

なり、次第に世代交代が進み、「地の人間」「余所

者」意識も希薄化していった。 

（b）余所者への許容力、流動性の強み 
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 浦野氏も老人会・斉藤会長も、元々は「余所

者」であった。現在、町内会の中心メンバーの多

くは、自身もかつては新住民であったからこそ、

新しい人々への許容力を持ち合わせているのであ

る。そして、新住民を積極的に迎え入れる姿勢

は、町内会の活力につながっている。また、その

特性は、この地域が持つ人口の流動性がもたらす

効果であるとも言えよう。 

（c）会長の自助意識 

1978年、浦野氏は町内会の野球部の監督をつ

とめていた。当時は防災訓練に人が集まらないこ

とが問題となっており、浦野氏・斉藤氏の発案で

防災訓練後に綱引き大会を企画したところ、200

人以上が集まり盛況であった。このような企画

力、実行力、野球部監督としての子どもへの指導

力、50歳からは保護司にも就任し、浦野氏に町

内会長を期待する声は高かった。2008年、60歳

になった時、「地域に育ててもらったことへの恩

返し」として、会長に就任。祭礼に使用する神輿

が壊れて後、長年、神輿不在の祭礼が続いていた

が、浦野氏は会計の整理・透明化を図り、子ども

神輿を町内会で購入した。会長就任の年であっ

た。 

浦野氏は、町内会の福祉は「自助」が基本だと

考える。「自分は元気だし、いざという時でも動

ける。そうなると、他の家庭はどうなのかを考え

る。自分の家庭は大丈夫だと思えるから、他の人

を助けられる。自分のことで大変な人はそれでい

い。手が空いたら、少し助けて欲しいというこ

と」が「自助」であり、自分たちで自分たちの地

域を守ることなのだ。そして、高齢者の場合は

「誰かが見ててくれる」という感覚を持てること

が、安心感につながると指摘。「大丈夫」と言っ

たとしても、その言葉の裏にある本当の部分は直

接訪問しないと分からないものであり、地域の人

 
28 2019 年 6 月 13 日、聞き取り調査より 
29 2019 年 6 月 13 日、聞き取り調査より 

ならすぐにそれができる、と「町内会の距離感」

の重要性を語った28。 

このような浦野氏の明確なビジョンに基づく強

い推進力が、見守り活動の展開に大きく寄与して

いることは想像に難くない。 

（d）モチベーションの高い人材 

 地域ケア会議で浦野氏、斉藤氏、高橋氏がモデ

ル事業への申請を即断できたように、モチベーシ

ョンの高い人材が揃っているということも、見守

り活動の展開・持続要因であろう。また、敬老の

祝い品配布で見られたように、町内会のメンバー

ひとりひとりが高い見守り意識を持っている。モ

チベーションの高い人材が、他のメンバーの意

識、モチベーションを上げていくという好循環が

生まれている。 

（e）行政との連携 

 浦野氏は行政との連携について次のように語

る。 

「役所からの丸投げはダメ。何かやるなら説明

が必要。町会もやる時はやるけど、町会側の言い

分も聞いてもらわないと。役所の人はまじめだけ

ど、融通が利かない。部局や課をまたがって動け

ない」29。 

 だからこそ、川崎市・川崎区と様々な場面で意

見を交換し、依頼をし合える関係を構築してき

た。そのなかで、行政側にも知り合いが増え、地

域の声を届ける上でプラスに働くようになったの

だという。 

「地域に関わる中で、ある課の課長や部長と知

り合いになる。そして、その人の後任になった

時、前任者を知っている、もしくは関連する部署

の人や、上司の人と知り合いだということを話す

中でわかってもらうと、受け止め方が違う。大事

な場面では、人間関係が重要」30。  

 さらに、浦野氏は行政に意見を伝える上で不可

30 2019 年 6 月 13 日、聞き取り調査より 
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欠なこととして、町内会長の下、地域の意見が固

まっていることを挙げた。 

（f）池上新町子ども会野球部 

 池上新町の地域活動を考える際、子ども会野球

部の存在は大きい。池上新町子ども会野球部は、

半世紀近くの長い歴史を持ち、子どもたちの楽し

みの場であり、教育の場となっていた。会長の浦

野氏も、27歳で野球部のコーチとなり、30歳で

監督に就任し、41歳まで務めた。監督をする中

で浦野氏は、「野球を通じた情操教育。上の子は

下の子の面倒を見、下の子は上の子のいうことを

聞くという環境整備」を心がけたという。そし

て、現在、当時の教え子たちが一人前の大人にな

り、町内会の活動にも協力をするようになってい

る。例えば、町内会の運動会では、野球部のコー

チたちと子どもたちが、役員と共に運営の一部を

担っていた。子どもたちは、地域活動を支える担

い手となるだけでなく、地域内の大人たちと共に

運動会を主体的に盛り上げていた。地域内で自発

的に誕生した野球部は、地域内の世代間交流を促

し、地域活動の貴重な活力となっている。 

 

写真－4 運動会を手伝う野球部 

 

 

（g）楽しむこと 

 見守り活動や運動会、夜回り、定例会などに参

加をしたが、毎回、終了後には懇親会が開かれて

いた。これは、調査者がいるからではなく、ほぼ

常に行われるという。参加者の様子は、酒を酌み

交わし、冗談を言い合い、ほがらかなものであっ

た。歩いて帰れる距離で、楽しく会食、飲酒を行

うなかで、会員同士の結束を強め、見守り活動へ

の参加意欲を高める。楽しんで行うことが、自主

活動の継続にとっては必須の条件であることに気

付かされる光景であった。 

 

6．まとめ 

 

（1）町内会研究における新たな視座 

川崎市内の町内会を対象にフィールドワークを

含めた調査を行った研究は、田中宣一ら以降は多

くはなされてこなかった。本研究は、現代におけ

る町内会のあり方、その可能性を明らかにした点

で価値あるものと思慮する。田中らによる 1988

年刊行『「町内会」の民俗学的研究』では、川崎

市の町内会活動を「教育啓蒙」、「衛生・保健」、

「環境美化」、「消防・防災」、「防犯」、「祭礼」、

「慶弔」、「伝達」、「他団体に対する協力」、「他団

体に対する援助」、「救援」、「陳情」、「レクレーシ

ョン」、「編集広報」、「町内会運営」の 15に分類

している、つまり、「見守り」は 30数年前にはな

かったことであり、当時はその必要がなかったと

も言える。 

経済状況や世帯構成の変化、少子高齢化が急速

に進む我が国において、高齢者や社会的に弱い立

場にいる人たちの孤立が拡大、深刻化していると

いう新たな課題が生じ、町内会はそれに対応すべ

く「見守り」に着手したのである。この課題は、

今や当事者でなくても地域住民全体で実感し、共

有できるものとなってきており、「見守り」を通

じて、地域の共同性が増進しているのである。 

また、池上新町では、会長のパーソナリティと

新住民を包摂する地域特性等によって、岩崎が指

摘した「伝統主義による拘束や停滞の問題」と

「よそ者意識、排他主義の問題」を乗り越えてい
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た。加えて、同地域は、都市部でありながら共同

性を強く維持してきたため、町内会を「圧力機能

と末端補完機能だけを遂行する」組織に埋没させ

ることなく、現在も住民の相互扶助的活動の主体

として機能させている。これらも、見守り活動を

結実せしめた諸要因と考えられる。以上のことか

ら、町内会の現代的課題とその克服方法を検討す

る上でも、本事例は重要な示唆を与えてくれてい

るといえよう。 

 

（2）地域活動立ち上げの 4 要素 

「見守り、つながりの輪」の立ち上げプロセスか

ら、重要なポイントとして考えられるのは、①地

域内の意識の醸成、②推進力のある人材、③公的

な支援（経済的補助）であり、聞き取り調査でポ

イントとして挙がった「ヒト、モノ、カネ」とも

つながる。また、聞き取りでは「モノ」に含まれ

ていた町内会館は、④「バショ」として分けて考

えた方がよいだろう。④「バショ」は、町内会で

所有する「モノ」に限定されるものではなく、町

内会活動の支え合いの現場となりうる空間を指

す。地域住民が行動を起こす際、こういった「バ

ショ」の有無は大きく影響を与えるだろう。以

上、4者のタイミングが合致したことが、「見守

り、つながりの輪」活動の大きな成功要因である

と考えらえる。他の地域・地区でも、町内会の見

守り活動が機能する条件は同様であると推察さ

れ、「ヒト、モノ、カネ、バショ」は普遍性のあ

る要素であろう。 

そのなかで、最も容易でなく、かつ最も必要な

ものは、②の「推進力のある人材」と思われる。

①住民はニュースなどの情報リソースと実体験か

ら高齢社会の進展を実感しており、公側よる啓発

活動により意識の醸成は実現可能であり、③④も

公側でカバーが可能だ。「あの人だからできるの

だ」と諦めるのではなく、「私たちでもできる」

とモチベーションを高めるような人材育成を、地

域と行政が連携して取り組んでいくことが、「見

守り、つながりの輪」を横展開していく上で不可

欠である。 

しかし、本研究で扱った事例は、川崎市内でも

積極的な地域活動を展開し、成功した事例であ

る。地域の見守り活動の成功要因として、より普

遍的な知見を析出するには、他地域と比較し、本

事例の位置付けを精査する必要がある。 

また、本事例の町内会長は、行政職員と人間関

係を構築しながら、野球部等を通じて人材発掘も

行っていた。こうした行政との連携や人材発掘に

関する知見も、他の町内会でどのように応用でき

るのかは、今後の研究での課題である。 

 

 最後となりましたが、本調査にご協力いただい

た池上新町町内会の方々に、心より感謝を申し上

げます。 
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発展的共通教育としての社会貢献活動の活用 

―大正大学のサービスラーニングの事例から― 

齋藤 知明 

大正大学 心理社会学部 専任講師 

 

（要旨）中央教育審議会答申で教育、研究と続く大学の「第3の使命」に社会貢献が掲

げられて15年が経過した。そのなかで、大正大学は地域志向の教育、研究を模索してき

たが、その一端としてサービスラーニングがある。大正大学のサービスラーニングは、

学部学科学年が混在した学生たちによって、現実の課題の解決や社会の改善のために、

これまで学修してきた専門知識・技能を応用することが期待される。いわば、キャップ

ストーンプログラムのように、自身のこれまでの学びの集大成としての教育プログラム

でなる。サービスラーニングは授業においてプロジェクト型で展開され、課題の設定と

準備の過程、そしてプロジェクト終了後の振り返りが重視される。そのようなプロジェ

クト遂行の段階を経て、座学での授業とは異なる気づきと次への課題設定が可能となっ

たことが最大の成果といえよう。 

 

キーワード： サービスラーニング、発展的共通教育、キャップストーンプログラム、PBL 

 

 

１．はじめに 

 

 2005年1月の中央教育審議会答申「我が国の高等

教育の将来像」で、大学の使命について述べられ

ている。そこでは「大学は教育と研究を本来的な

使命としているが、同時に、大学に期待される役

割も変化しつつあり、現在においては、大学の社

会貢献(地域社会・経済社会・国際社会等、広い意

味での社会全体の発展への寄与)の重要性が強調

されるようになってきている」と語られ、教育、

研究に続く「第3の使命」として社会貢献が言及さ

れた。 

 それ以降全国の大学は、高等教育における機能

としての社会貢献の在り方を検討し始めた。教育、

研究と分離して社会貢献があるのか、それとも教

育、研究と分離せず、両者の延長線上に社会貢献

を置くのか。この三者の機能の配置は、現在も日

本の高等教育では定まっておらず、大学ごとの模

索が続いている（原2015）。 

 本稿では、高等教育の機能における社会貢献の

在り方の事例として、大正大学のサービスラーニ

ングをあつかう。大正大学は2000年代より大学周

辺地域をフィールドとした教育、研究が推進され、

2011年の東日本大震災以降、震災被災地での活動

を経て、その機運がますます強くなっていく。そ

して大学周辺地域や震災被災地のみならず、日本

全国の自治体と連携しながら、さまざまな地域課

題に対して教育、研究の実績を蓄積してきた。そ

の意味では、大正大学において社会貢献は教育、

研究と不分離の姿勢を取ってきたといえる。 

 そこで、高等教育での社会貢献におけるサービ

スラーニングの位置付けを検討するために、大正

大学の事例を用いて次の3点を明らかにしたい。第

1に、大正大学でこれまで実施してきたサービスラ

ーニングが大学としてどのように位置付けられて

きたのか。第2に、大正大学のサービスラーニング

がどのような展開を見せてきたのか。第3に、サー

ビスラーニングが学生にとってどのように作用し
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てきたのか。 

 なお、大正大学はサービスラーニングのカリキ

ュラム上の位置付けに関して公式には言及してい

ない。一方で筆者自身、大正大学におけるサービ

スラーニングを授業や全体運営で担当してきた。

よって、ここでは一つの授業に対しての教育理念・

教育内容の構築の過程や教育現場での試行錯誤に

ついて述べるにとどめるが、日本の高等教育にお

ける社会貢献機能の在り方を検討する試案となれ

ば幸いである。 

 

２．サービスラーニングとは 

 

サービスラーニングという教育手法は、アメリ

カで 1960年代から導入され始め、宗教系大学であ

れば宗教職者の仕事の一つとして、公立大学であ

れば地域の政策課題の解決策の一つとして展開さ

れた。日本では 2002 年 7 月の中央教育審議会答

申「青少年の奉仕活動・経験活動の推進方法策等

について」でサービスラーニングが紹介され、以

後大学を中心に高等教育でボランティア活動を単

位化する動きが急速に拡大した（コナリー他

2010）。 

サービスラーニングについて、アメリカの中等

教育におけるサービスラーニングを研究する倉本

哲男は「教科内容の習得とその学習過程において

培う問題解決能力や意思決定等の学習能力を、サ

ービス活動を中心に据え教科内容の基礎基本との

関連を図りながら伸長する統合カリキュラム・教

育方法論である」と定義づけている（倉本 2008）。

また、それによって何を学習するかについては、

次の通り示されている（倉本 2008）。 

 

サービスラーニングは、生徒たちが主体的

に参加するサービス経験を統合化し、その学

習経験を発展させていく教育方法である。そ

の経験はコミュニティーの必要性に適合する

ものであり、学校とコミュニティーを関連さ

せ、生徒たちの体験を学的カリキュラムのな

かに統合化していくものでもある。サービス

ラーニングは、生徒たちが学校での学習経験

を活用しながらコミュニティーに貢献するサ

ービス体験を通して、主体的な学習経験をす

ることであり、コミュニティーの一員として

の自覚と責任も学ぶものである。 

 

 つまり、サービスラーニングはこれまでの学習

経験を応用しながら、ある特定の社会や地域に貢

献する活動を通じて市民性や社会性を育む実践的

な教育法であるといえよう。日本の高等教育でも、

サービスラーニングをカリキュラムに導入してい

る大学もある。 

それらの大学での定義をみると、日本福祉大学

では「見返りを求めない伝統的なボランティアの

概念に基づくものの、しいて言えば『学習』を見

返りとして、ボランティアサービスを提供する学

生側とそれを受ける側とが対等の互酬関係に立ち、

学生がボランティア活動の経験を授業内容に連結

させ、学習効果を高めるとともに、責任ある社会

人になる為に行うボランティア活動」と説明して

いる。 

また、淑徳大学では「地域との連携で参加型・

双方向型の体験学習を行い、地域で学んだことを

さらに自らの学問研究や進路について視野を広げ

ていく新しい教育プログラム」とし、活動として

の「サービス」と学習としての「ラーニング」の

往還が重要であると述べている。そして、この「ラ

ーニング」で最も強調されているのが「振り返り」

である。 

 経験学習という分野においても、「振り返り」は

学習の定着に必須の作業であると論じられている。

松尾睦は、優れたマネージャーは 1 割が読書や研

修、2割が他者からのアドバイス、7割が直接的な

経験だとし、その直接的な経験を効果的に学びと

して定着する方法が振り返りだとする（松尾

2013）。振り返りにおいては、①「活動記録」具体

的な経験から内省し、②「教訓化」教訓を引き出

し、③「行動化」新しい文脈に定着させるという

サイクルが肝要なプロセスとなるのである。 

 大正大学では公式にサービスラーニングに関す

る定義付けはしていないが、授業の実践内容を参

照すると、上記のような特性を考慮した学修の実

施を試みているといえる。 
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３．大正大学のサービスラーニング 

 

（１）サービスラーニングの位置付け 

 次に、大正大学のカリキュラム上におけるサー

ビスラーニングの位置付けを説明したい。大正大

学において、サービスラーニングと一般的に呼ぶ

ときは「サービスラーニング」という授業のこと

を指す。そして、その授業は「サービスラーニン

グ◯－●」という名称になっている。◯にはⅠか

Ⅱがはいり、Ⅰが春学期、Ⅱが秋学期を意味する。

●は毎学期複数の科目が準備されているため、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄがはいる（以下、授業を指す場合は、

「サービスラーニング」と括弧付けする）。 

 

表-1 2019年度のサービスラーニング科目 

 （サービスラーニングはSLと省略） 

科目名 テーマ 

SL I-A としま考現学 

SL I-A 子どもたちへの学習支援 

SL I-B 地域イベントを通した世代間交流 

SL I-C コミュニティカフェの企画・運営 

SL I-D 西巣鴨・滝野川・東北復興地域連携活動 

SL I-D 地域発・大学ブランド戦略 

SL II-A としま考現学 

SL II-A 子どもたちへの学習支援 

SL II-B 巣鴨の歴史と文化を知り歩き理解する 

SL II-C コミュニティカフェの企画・運営 

SL II-C 「成道会」の企画・運営 

SL II-D 西巣鴨・滝野川・東北復興地域連携活動 

SL II-D 地域発・大学ブランド戦略 

 

 この「サービスラーニング」は、セメスター制

の全学部全学科全学年の学生が受講できる。また、

重複履修も可能となっているのが大きな特徴であ

る。 

 大正大学のカリキュラムは、大きく3つの科目群

に分けられる。共通教育科目である「第Ⅰ類科目」、

学科の専門教育科目である「第Ⅱ類科目」、資格

取得とキャリア形成に関する「第Ⅲ類科目」の3種

類である。 

 各科目群の教育内容について大正大学の公式サ

イトでは、下記の通りに示されている（大正大学

「3つのポリシー」）。 

 

①第Ⅰ類科目：共通教育においては、第Ⅰ類に

「学びの窓口」と「学びの技法」という科目

群を設けています。「学びの窓口」では、文

化・社会・自然・地域の4つの分野にわたり、

社会で求められる幅広い教養と知識を修得

します。「学びの技法」では、専門分野を学

ぶための基礎学力や学習スキル、さらにはキ

ャリアデザインの能力を育みます。とりわけ、

文章表現能力を重点的に養うために、文章作

成科目を全学生に必修とします。 

 

②第Ⅱ類科目：専門教育においては、各専門分

野における知識・技能を体系的に修得すると

ともに研究方法の理解と実践を進めるため、

学部共通科目、専門ゼミナールのほか、選択

科目として方法研究科目、応用科目などを系

統的に配置します。 

 

③第Ⅲ類科目：資格取得やキャリア形成に関す

る教育においては、各種資格の専門的知識や

技能を身につけた人材を育成するため、教員、

社会教育主事、司書、学芸員などの資格に関

する科目やキャリア育成支援に関する科目

を設置します。 

 

 先述したとおり「サービスラーニング」は、セ

メスター制の全学部全学科全学年が履修できるた

め共通教育として位置付けられるが、第Ⅰ類科目

ではなく第Ⅲ類科目「社会・地域貢献に関する科

目」に分類されている。 

 これにはいくつかの理由がある。サービスラー

ニングという教育形態の特性上、重複履修を可能

にし実践経験を深めることを目的としている点、

地域に出て専門知識・専門技能を実践に活かすと

いう意味で応用の科目群におく必要がある点など

いくつか理由がある。また、必修の基礎的な共通

科目が置かれるため、比較的制約が大きい第Ⅰ類

科目に設置するよりは、自由度が高く履修生に自

主的な活動を求めやすい第Ⅲ類科目に設置した方
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が、運用が容易である点なども理由の一つであろ

う。 

 いずれにせよ「サービスラーニング」は必修科

目でもなく、学科特有の専門科目でもない。しか

し、全学部全学科全学年が受講でき、学生個々の

専門知識・専門技能を実際に現場で活用すること

から、第Ⅰ類科目における基礎的共通教育と比し

て発展的共通教育と呼ぶことができるだろう。 

 

（２） キャップストーンプログラムとの親和性 

 筆者は「サービスラーニング」を担当するに際

して、授業の理念や内容を構築するにあたり、キ

ャップストーンプログラムを参考にした。キャッ

プストーンプログラムとは、次の引用の通り、現

実的な課題に対して、これまで学修してきた知識・

技能を活用して解決策の提示および実践をおこな

う教育プログラムのことである（龍谷大学2012）。 

   

 「キャップストーンプログラム（Capstone 

Program、以下、CS）」は、1990年代に、米国

において考案された、公共政策・公共行政分

野における実践的教育プログラムである。こ

のCSを通じて、学生は、大学、大学院におけ

る、これまでの学びの「総仕上げの、総合的

な経験をするプログラム」として、学士課程、

修士課程まで学び積み上げてきた理論的知

識を基礎に、応用として、社会の現実的な諸

問題の解決に資する解決策を提示し、最終的

に、実践プロセスについて評価を受ける。い

うならば、大学、大学院における、これまで

の学びの「総仕上げの、総合的な経験をする

プログラム」である。CSとは、エジプトのピ

ラミッドの頂点に設置される石のことを意

味し、学びの集大成である実践的教育プログ

ラムを比喩的に表現した名称として使われ

るようになった。CSは、通常、大学院の応用

科目として位置づけられている。 

 

 また、キャップストーンプログラムの特徴とし

て、個人ではなく専門が異なった学生によるチー

ムで課題解決に臨むことも挙げられる（龍谷大学

2012）。 

 

 米国のCSの一般的な実践プロセスについて

であるが、通常、まず、大学院事務局または

担当教員が、このようなCSの対象となる課題

について、行政機関、国際機関、学校、企業、

NPO等のクライアントより案件を受け付ける。

そして、受け付けた案件について、大学の教

授陣によってCSとしての適性（Suitability）

を判断した後、大学院の科目の案件として学

内的にCSの実践を希望する学生を公募する。

次に、大学教員並びに大学事務局による調整

の後、学生により形成された、いくつかのCS

チームが、それぞれの案件の調査に取り組む。

実践プロセスでは、担当教員の監督の下、CS

チームは、チーム一丸となって調査を行い、

調査報告書を作成し、案件に対する解決策を

クライアントに提示する。 

 

 近年では京都市内の大学を中心に、チームワー

キングにおける学生個人レベルの学習成果を検証

するシステムであると同時に、プログラムの実施

そのものに大学の地域連携の一形態として高い効

果が望まれ、キャップストーンプログラムが実施

されている。このキャップストーンプログラムを

実施することにより結果として、地域課題への対

応、地域人材の育成、地域活性化への貢献が果た

されているという（内藤2018）。 

 実際にキャップストーンプログラムは大学院レ

ベルの教育プログラムとされ、専門知識・技能の

高度な応用力が必要である。一方で学部の科目と

なる「サービスラーニング」では、学部生のレベ

ルに調整しての実施に努めている。具体的にいう

と、社会における現実的な課題に取り組ませるこ

とを前提として、チーム編成の際には学科学年混

成にする、学生自身の得意分野を伸ばせるように

課題と学生をマッチングするなどである。一方で、

課題の発見や課題に対応するためのプロジェクト

のデザインなどは、教員側が環境を整えておく必

要がある。 

しかしながら、「これまでの学びの『総仕上げ

の、総合的な経験をするプログラム』」というキ

ャップストーンの理念は「サービスラーニング」
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の内容を構築する際に、十二分に意識しなければ

ならないと考えている。なぜならば、学生たちに

とって、大学で専門的な知識・技能を習得するこ

とを目指し、卒業時にはその知識・技能を活かし

た企業に就職することが最も期待されているから

である。大正大学の「サービスラーニング」は、

学部学科の管理の元で実施されるものではないが、

学生個々が持つ専門的な知識・技能を実践という

場で伸ばすことが期待されている。つまり、学部

学科での学修を補完する機能として存在意義があ

るといえよう。 

あくまでサービスラーニングが教育プログラム

である以上、地域連携や社会貢献は手段であり、

学生個人の成長が目的でなければならない。何を

もって成長というかについては議論の余地がある

が、「これまでの学びの『総仕上げの、総合的な

経験をするプログラム』」として、常に学生を主

語とする教育プログラムであることに教育者は留

意しなければならないだろう。 

 

４．PBLとしてのサービスラーニング 

 

（１）プロジェクトマネジメントを学ぶ「サービスラーニ

ングⅠ-Ｄ」「サービスラーニングⅡ-ＤI」 

 ここからは大正大学のサービスラーニングの具

体例として、筆者が担当している「サービスラー

ニングⅠ-Ｄ、Ⅱ-Ｄ（西巣鴨・滝野川・東北復興

地域連携活動）」（以下、「SLD」と略）を紹介し、

サービスラーニングの機能について考えていきた

い。 

 大正大学には2012年度から2016年度まで地域連

携を主担当とする部署として、鴨台プロジェクト

センターがあった。そしてその部署の管轄の元、

震災被災地の復興支援に関わりたい、地域でボラ

ンティア活動をしたいという学生の希望に沿って、

鴨台学生スタッフという学生団体が結成された。

「SLD」は鴨台学生スタッフの進捗管理、成果や課

題の共有、解決策の模索の場として2015年度に開

講された。当時の活動内容は下記の通りである

（2015年度シラバス参照）。 

 

①授業期間中の「あさ市」「花会式」の企画

運営・会場準備と片付け・野菜等の販売・

出店・来客へのプレゼン・子供対応などを

行う。 

②その上で、次の活動から１つ以上選び実践

する。 

a.花まつり等の対応   

b.地域のイベントに参加  

c.花の手入れなど日常業務  

d.さざえ堂お堂番  

e.東北復興再生関連活動  

f.諸活動の映像記録  

g.ブログ等の作成  

h.その他（鴨台プロジェクトセンターの運

営や活動によりさらに増える場合もあ

る） 

  

 鴨台プロジェクトセンター、鴨台学生スタッフ

が実質解散した2017年度に筆者は「SLD」を担当す

ることになったが、継続して活動をしたいという

学生が一定数いたため、「SLD」では再度「地域連

携活動」と「東北復興活動」の二本柱を掲げて運

営した。特定の部署ではなく授業単位での管理と

なったが、主に大学周辺の西巣鴨、滝野川の市民

らと連携した活動や、主にエリアキャンパスがあ

る宮城県南三陸町での被災地復興活動に関して、

学生たちがプロジェクトを構築し実践する授業と

して現在も続いている。 

 現在のシラバスでは、次の通り、前節で述べた

キャップストーンプログラムの理念を掲げている

（下線強調は筆者）。 

 

本科目は、大正大学の周辺地域である西巣鴨

周辺、および大正大学のエリアキャンパスが

ある宮城県南三陸町における様々な活動に、

学生が主体的に関わり、地域ボランティアや

フィールドワークなどを実践しながら、学生

と地域の人々がともに学ぶサービスラーニン

グである。 

  （中略） 

上記の活動に関して、PDCAの作業を徹底して

おこない、自身がこれまで培ってきた専門知

識を社会でどのように応用できるのかを思
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考・実践するのが本科目の最大の目的である。 

教員の指示なく、自身で課題を見つけ、自身

で行動をするまで到達するのが理想である。 

 

 この授業において前提となる教育手法は、

Project-Based Learning（PBL）である。PBLは、

次のとおり説明される（那須、笹岡2015）。 

 

 プロジェクトベースドラーニングとは、参

加者がプロジェクトに主体的に参加すること

で従来の座学や講義とは異なる学び・成長を

実現するものである。特に大学教育における

プロジェクトベースドラーニングの意義とは、

大学での学びをより実践的に活用することで

新たな学びの課題を発見できるといったこと

は勿論のこと、いわゆる社会人基礎力と呼ば

れる「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、

「チームで働く力」といった社会人として行

動していく上で求められる力を養う上で高い

効果が期待できるという点である。 

 

 現実社会に横たわる実際の課題を解決すること

を目的としたプロジェクトの企画・運営・実施等

を通して、社会人としての基礎力の習得を目指す

のがPBLの大きな目的である。この理念はキャップ

ストーンプログラムのそれと近似し、事実、PBLは

キャップストーンプログラムでも使われる手法の

一つとして採用されている（青山2013）。「SLD」

においても、プロジェクトの企画・運営・実施を

実践することにより、専門的な知識・技能を応用

する力の習得に加えて、社会人としての基礎能力

を身につけることが求められる。 

 

（２）2017年度以降のプロジェクト 

 「SLD」は学生たちが一つ以上のプロジェクトに

所属する。プロジェクトはこちらで提示するか、

学生が考案するかである。チームに関しては学生

の希望を取りつつ、学部学科、学年、経験などを

考慮して編成する。 

 2017年度以降のプロジェクトは表2のとおりで

ある。一つの学期で履修人数は10名から20名ほど

であるが、複数のプロジェクトに所属している学

生もいる。プロジェクトは主に「地域」と「東北」

の2種類のカテゴリーに分けられ、どちらも含むプ

ロジェクトに関しては「合同」としている。また、

連携した学外の企業・団体等についてもプロジェ

クトに記載している。 

 

表-2 2017年度以降「SLD」で実施したプロジェクト 

（〈 〉内は連携した企業・団体等） 

2017春 プロジェクト 人数 

地域 はすねマルシェワークショップ出展 

〈はすね・エコ・キャンパス協議会〉 

5 

地域 ワイワイ市ワークショップ出展 

〈庚申塚商栄会〉 

7 

地域 コミュニティカフェ企画・運営 

〈きつね塚商店会〉 

3 

東北 復興支援活動紹介ポスター制作 7 

東北 南三陸スタディツアー企画・運営（夏） 7 

2017秋 プロジェクト 人数 

地域 庚申塚商栄会ニーズ調査・分析 

〈庚申塚商栄会〉 

3 

東北 南三陸スタディツアー企画・運営（冬） 3 

東北 南三陸観光ガイド制作 4 

合同 鴨台祭での南三陸カフェ出展 13 

合同 「SLD」活動紹介メディア制作 3 

2018春 プロジェクト 人数 

地域 新商品開発調査〈丸十パン〉 3 

地域 駅からハイキングコースづくり 

〈JR東日本〉 

4 

地域 銭湯復興企画・運営〈稲荷湯〉 3 

地域 ワイワイ市ワークショップ出展 

〈庚申塚商栄会〉 

4 

東北 南三陸スタディツアー企画・運営（夏） 2 

東北 南三陸企画展企画・運営 7 

2018秋 プロジェクト 人数 

地域 お茶っこ企画・運営 

〈豊島区区民ひろば第一〉 

3 

東北 NECネッツエスアイ復興応援マルシェ

出展〈南三陸町観光協会〉 

4 

東北 南三陸スタディツアー企画・運営（冬） 4 

東北 南三陸魅力ガイド制作 4 

東北 復興支援活動紹介ムービー制作 3 
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東北 南三陸復興イベントの企画・運営 

〈全學寺〉 

6 

合同 鴨台祭での南三陸カフェ出展 15 

合同 「SLD」活動紹介メディア制作 3 

2019春 プロジェクト 人数 

地域 駅からハイキングコースづくり 

〈JR東日本〉 

3 

地域 アートプロジェクト企画・運営 

〈豊島区〉 

4 

地域 ワイワイ市ワークショップ出展 

〈庚申塚商栄会〉 

2 

地域 JET日本語学校交流会企画・運営 

〈jimo kids〉 

5 

2019秋 プロジェクト 人数 

地域 家庭教育推進員成果発表会ワークショ

ップ出展〈豊島区〉 

4 

東北 南三陸スタディツアー企画・運営（冬） 2 

東北 南三陸ライフハック制作 3 

東北 南三陸復興イベントの企画・運営 

〈全學寺〉 

5 

合同 鴨台祭でのワークショップ、南三陸カ

フェ出展 

14 

 

 2017年度以降の「SLD」の特徴として、3点挙げ

られる。 

 第1に、「地域連携活動」の全てで学外の企業・

団体等と連携している点である。連携に関しても、

「先方からの依頼」と「学生からの提案」の2種類

があるが、年が経るほどに「先方からの依頼」が

多くなってきているのである。これは「SLD」での

活動が大学周辺地域に広く浸透している証左でも

あろう。 

 第2に、「東北復興活動」は主に南三陸がフィー

ルドとなるが、現地での活動がおこなわれる一方

で、東京でも可能な支援活動も実施されてきてい

る点である。「南三陸の現状や魅力を伝えるメデ

ィアの制作」「南三陸をテーマにした学祭でのカ

フェ運営」「寺院を活用した南三陸応援イベント」

等、東京から東北の復興を応援・発信するプロジ

ェクトが多彩に展開されている。震災から9年経つ

現在において、このような学生主体の東北復興活

動を継続しておこなっている首都圏の大学は皆無

に等しい。そのため、持続可能な東北復興活動は

大正大学の大きな特長ともいえよう。 

 第3に、例年11月に開催される大学祭（鴨台祭）

で、自身らの活動を他者に伝えるための出展を継

続して実施している点である。秋学期が始まる9月

末から10月にかけて履修生全員体制で取り掛かり、

春学期に「SLD」で学修してきたことをワークショ

ップや写真等をツールとして、来場する学生や市

民に伝えている。2017年度は南三陸の海の恵みを

体験するワークショップ、2018年度は南三陸の復

興を学生たちが撮影した写真で伝える写真展、

2019年度は春学期のおやこ小学校ワークショップ

で得た経験を元にしたシルクスクリーンワークシ

ョップを中心にカフェの運営を続けてきた。この

ように、学生らが社会に出て学修してきたことを、

次は社会へと還元するという姿勢で「SLD」は展開

している。 

  

（３）プロジェクトの進行と学生の成長 

 次に、実際のプロジェクトの進行について事例

をあげてみていきたい。「SLD」は集中講義という

形態をとっており、授業自体は隔週1回開かれる。

最初の数回は趣旨説明や顔合わせ、所属するプロ

ジェクトの希望調査を実施するが、それ以降は基

本的に授業の時間を使ってのプロジェクト会議を

おこなっている。 

 サイクルとしては、2週間のうちにプロジェクト

チームの学生たちだけで企画会議や準備作業を進

め、その間の活動・議論が記載された議事録を事

前に提出して授業に臨む。授業では、各プロジェ

クトの議事録をもとに進捗が共有され、他のプロ

ジェクトの学生や担当教員（筆者ともう1名の教員

の計2名）から質疑やコメントを受ける。 

 後述するが、教員が関わるのは授業での質疑・

コメント、プロジェクト本番直前の準備作業、プ

ロジェクト本番当日の引率、ふりかえり作業の際

のファシリテーションとなる。この他にも細かい

作業が多々あるのだが、基本的な関与としては上

記4点であり、可能な限り学生のみでプロジェクト

運営させるように心がけている。 

 以下では、2018年度秋学期の「NECネッツエスア
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イ復興応援マルシェ出展」と2019年度春学期の「ア

ートプロジェクト企画・運営」を事例として進行

および学生の成長について触れたい。 

ａ）NECネッツエスアイ復興応援マルシェ出展 

 本プロジェクトは、筆者が以前より懇意にして

いる宮城県南三陸町の一般社団法人南三陸町観光

協会より直接委託された。復興応援マルシェは東

京・飯田橋にあるNECネッツエスアイ本社ビルの1

階エントランスを使用し、東日本大震災で大きく

被災した岩手県、宮城県、福島県の各市町村が特

産品を持ち寄り出展するイベントである。復興応

援マルシェは2013年3月より始められ、2018年12月

で第16回を数えた。毎回観光協会が単独で出展し

ていたが、新鮮味を出すために震災直後から縁を

深めてきた大正大学の学生の企画・運営で出展し

たいと依頼を受けた。筆者はこの依頼に、その後

プロジェクトリーダーとなる学生と相談の上受諾

し、プロジェクトを進めることになった。 

 本プロジェクトの目的として「東京でもできる

南三陸との関わり」をテーマに、単なる魅力発信

のための動員としての参加ではなく、特産品の売

り上げに貢献することを掲げた。また、他の市町

村にはない「大学生と関わりのある南三陸町」を

アピールすることも目的の一つとした。観光協会

との連絡、看板やポップづくり、広報は 4 人のプ

ロジェクトメンバーで役割分担した。 

 

図-1 復興応援マルシェの独自ポスター 

 

 本番当日（2018年12月13日）までのプロジェク

トの進行は表-3のとおりである。 

 

表-3 復興応援マルシェ出展プロジェクトの進行 

（学生の報告書より引用） 

11/15 マルシェのテーマ決め、出品の意見の出

し合い、学生企画についての話し合いを

した。学生企画では既存の商品の食べ方

のレシピを配るだけでなく、学生オリジ

ナルの商品説明の作成や、サービスラー

ニングの活動についての PR パンフレッ

トを配布するなどの案が出た。 

11/21 前回に引き続きマルシェのテーマ決め、

出品の意見の出し合い、学生企画につい

ての話し合いをした。学生企画のテーマ

は「復興応援マルシェ 南三陸×大正大学

〜女子大生が愛す♡南三陸スイーツ〜」と

「忙しい人のための持続可能なカラダづ

くり」に決定し、ターゲットはサラリーマ

ンとOLとなった。また、南三陸を紹介する

パンフレットや、南三陸町と大正大学の

繋がりを紹介するポスター、オリジナル

のポップなどの作成の担当割り振りなど

を行った。 

11/22 商品リストの見直しと確定。提案したス

イーツ（たこぷりん、田束山麗卵皇ぷり

ん、きずなロール）の販売が難しいため、

観光協会から新たな商品が提案され、お

米サブレ、仙台いちごのバターサンドに

決定した。 

12/5 マルシェの広報の仕方について話し合

い、また、マルシェで使用する看板やポッ

プ、南三陸紹介パンフレットなどの個人

作業の進捗確認をした。 

12/6 

-11 

ボランティアスタッフのシフト、看板作

成やポップのラミネートなどの個人作業

を進めた。 

12/12 看板づくりやポップのラミネートをし、

事前作業を完了させ、当日の確認をした。 
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 本番当日は、大学生が出展したのは南三陸のみ

で、最終的に冷蔵品とスイーツが完売となった。

当日雨天だったため例年より全体の来場者数は少

なかったが、南三陸ブースの売り上げは例年と変

わらないとのことだった。 

 

図-2 復興応援マルシェに参加した学生 

 

 プロジェクトの振り返りをおこなったうえでの

学生の所感は下記のように書かれている（下線強

調は筆者）。 

 

① 物産展は初めての経験であったが、商品

の決定から売り場の作り方、商品の見せ方

などマーケティングの勉強にもなった。自

分たちがただ売りたい商品を並べるのでは

なく、他地域との差別化やターゲットに合

わせた商品の選び方をすることができたの

ではないか。 

 

②  学生でこのような機会に携わることはな

かなかできないと思うので、今回の経験を

大切にし、改めて南三陸についてもっと知

り、受身になるのではなく、自分たちから

主体性を持って発信していきたい。 

 

③  学生のうちにこのような経験が出来たの

はとても貴重であった。しかし、今回のマ

ルシェに携わるまで知らなかった商品がた

くさんあったので、自ら南三陸について知

ろうとしなければならない。 

 

 どの所感においてもこのようなプロジェクトは

初めての経験であることが書かれている。そのな

かでも①はマーケティングの知識の必要性、②は

発信することの重要性、③は南三陸へのさらなる

接近の必要性が本プロジェクトを通しての気づき

となっていることがわかる。 

b）アートプロジェクト企画・運営 

 本プロジェクトは、以前筆者とともにプロジェ

クトを実施したアーティストのYORIKO氏から直接

依頼を受けた案件であった。豊島区が2019年、「東

アジア文化都市」の開催都市になったことを受け、

その一環としてYORIKO氏がアートプロジェクトの

実施を豊島区から委託された。アートプロジェク

トとして親子参加型のワークショップを巣鴨地域

で運営するにあたって、ぜひ学生と一緒に企画や

実践ができればとの話をもらったのが2019年3月

であった。この依頼に対して今回も、その後プロ

ジェクトリーダーとなる学生と相談の上受託し、

プロジェクトが始まった。 

 

図-3 おやこ小学校パンフレットの一部 

 

 本プロジェクトで実施するワークショップは

「おやこ小学校」となり、親子が同級生となって

体験しながら学ぶため、巣鴨地域のレンタルスペ

ースを教室風に装飾する環境づくりから企画が始

まった。プロジェクトの目的として、①親子で対
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話をして絆を深めてもらう、②身体を動かすこと

によって表現し楽しんでもらう、③発見すること

の楽しさを知ってもらうが掲げられた。また、ワ

ークショップは2019年6月の5回の週末を使って全

10回開催され、各回巣鴨地域の様々な専門家が教

師役を担う。なお、「4時間目」（第7回、第8回）

はプロジェクトの学生たちが教師役（大学生先生）

を務めることになった。 

 2019年4月と5月が準備期間となったが、その間

のプロジェクトの進行は表-4の通りである。 

 

表-4 おやこ小学校企画・運営プロジェクトの進行 

（学生の報告書を一部改変して引用） 

4月下旬 はじめにおやこ小を運営するにあた

り、まずは大まかな役割分担(①DIY

サポート②授業サポート③授業撮影

担当④第4回「家庭科」の大学生先生)

を決めた。 

5月上中旬 4時間目の家庭科の大学生先生につ

いては、4月の下旬からYORIKOさんと

当日大学生先生をつとめる学生で話

し合いを進めた。「かけがえの無いお

家ご飯、当たり前ではないお家ご飯」

を授業を通して伝えることになっ

た。私たち大学生先生の話をきっか

けに小学生の頃食べていた家のご飯

のありがたみをクッキングをしなが

ら楽しく考えてもらうという内容に

した。 

5月下旬 DIYは、5月20日から30日までは豊島

区椎名町にある旧真和中学校で主に

ペイントや木材の面取り作業などを

行った。31日には巣鴨文化創造館へ

授業で使用する物の搬入作業を行っ

た。参加者は授業の空きコマなどで

各自都合をつけて募った。 

6月上旬 各授業日の大学生サポートの協力を

サービスラーニング受講生に募集を

かけ人員集めを行った。 

 

 ここでは「4時間目」となる本番当日について報

告する。テーマは「家庭科」で学生が教師役を務

めた。親である「大人生徒」、子である「子ども

生徒」を前に、「大学生」とは何かの説明から始

まり、次に大人生徒の大学生時代の話も紹介して

もらい「大学生」という存在を身近に感じてもら

った。そして、親子で各家庭の得意料理を作った

後に試食会をし、学生たちがコメントをして「授

業」が終わった。これまで以上に親子での協力作

業が多く、常日頃の親子のコミュニケーションが

問われる回となった。 

 

図-4 おやこ小学校当日の様子 

 

 プロジェクトメンバーの振り返りは下記の通り

である。 

 

①  このおやこ小学校を通して、親子の絆が

もっともっと深まれば良いなと思うと同時

に、私自身も表現することの楽しさだった

り、感謝することだったり、当たり前だけ

どつい忘れてしまいがちなことを思い出せ

た。 

 

②  おやこ小学校は授業を終えるたびに「親

もこうだったんだ、、」とか「知らぬ間に

子どもはこんなことができたり考えられる

んだ」などの家族の新しい発見ができた。

また、親と子が同じ目線に立って改めてお

互いのことを深く知ることができ、素晴ら

しい場だなと思った。 

 

③  大きな学びは、おやこ小学校での子ども

たちとの触れ合いの中で、新たな自分を発

見できたことである。苦手意識が先行して、
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ずっと避けてきていた子どもであったが、

意外に子どもと遊ぶことは楽しいものなの

かもしれない。 

 

 初めてのアートプロジェクトの企画・運営に当

初は戸惑うことが多かったが、本番で実際に参加

者の親子と接するにあたり、学生が気づきを得て

いく様子が感じ取れる。①は当たり前だと思って

いた感情の再確認、②は他者の視点の獲得、③自

分自身の再発見である。 

 

（４）プロジェクトの評価 

 以上、2つの事例を用いて、企画・準備、本番・

実践、振り返りのサイクルを用いたプロジェクト

の進行を紹介した。最後に、学生の評価について

触れておこう。 

 「SLD」の評価項目は、参画度（授業での態度、

質疑）30%、情報共有（議事録・報告）30%、自己

省察（リフレクション・報告書）40%としている。

担当教員として、チームでプロジェクトを進めさ

せるが、学生個人の意欲や参画度を正確に評価す

ることに留意している。 

そのために毎回の授業に参加し、自身らのプロ

ジェクトを精査するとともに、他のプロジェクト

から自身らのプロジェクトで学べる要素があるか

と深く議論にコミットメントしているか（参画度）、

議事録や報告は他者に明確に情報を伝えることが

できているか（情報共有）が評価対象となる。 

 そして、サービスラーニングが教育プログラム

である以上、プロジェクトを実施したことよりも

プロジェクトの企画・準備・運営作業を通じて、

自分自身が何を学べたのかを可視化し共有するこ

と（自己省察）こそ最も重要であると考えている。

そのため報告書の内容が評価の最も大きな割合と

なる。 

 

５．おわりに 

 

 ここまで「SLD」の授業におけるプロジェクト運

営を追うことで、大正大学のサービスラーニング

の展開を検討してきた。繰り返しになるが、これ

は一つの事例であり、大学としての公式見解では

ない。しかしながら、大正大学のサービスラーニ

ングの特徴をまとめると次の通りであろう。 

 まず、大正大学でのサービスラーニングは、授

業としては全学部全学科全学年が受講できるため

共通教育として位置付けられる。一方で、本来の

共通教育科目群である第Ⅰ類科目ではなく、第Ⅲ

類科目に設置されているのは自由度が高い運用の

もと、学生の主体性をさらに伸張するという役割

を持たせているからである。 

 次に、大正大学のサービスラーニングはPBLの方

法を用いて、チームワーキングを通して学生の成

長を促してきた。プロジェクトにおいては、学部

学科学年が異なる学生が集まり、それぞれが学ん

できた専門性の社会への応用が求められる。この

ことから、大正大学のサービスラーニングは発展

的共通教育とも言える。 

 最後に、サービスラーニングは学生にとって新

たな気づきを与えることがわかった。プロジェク

トを通して経験からの学びは数多く、プロジェク

トごとに気づきは異なるものの、その気づきを自

身の課題として捉えていることも明らかになった。 

 以上の通り、日本の高等教育における社会貢献

の在り方を検討する事例として大正大学のサービ

スラーニングを扱った。これまで経験したことが

ないプロジェクト企画・運営を実践する上で、座

学での授業とは異なる気づきと次への課題設定が

可能となったことが教育プログラムとしての特長

であろう。 

一方で、他大学と比較して大学のカリキュラム

としての位置付けが明確でないことは、今後の学

習成果を検証する際の参照軸がないことと同義で

あるため、喫緊に解決すべき課題である。また、

学生の活動を受容する側、つまり社会の反応に関

しては未検討であった。プロジェクト実践が大学

や学生の自己満足で終わっていないか、それによ

って現実の問題が本当に解決され社会は改善され

ているのか。社会側の視角での分析も、社会貢献

の在り方を考える上では必須である。その他にも

課題は多く存在するが、プログラム自体の課題を

解決する視点を持ちながらサービスラーニングを

実施していきたい。
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第四次産業革命における 

ものづくり産業の課題と新たな価値の創造 

北條 規 
大正大学 地域構想研究所 教授 

 

（要旨）長い年月をかけて歴史と風土の中で育まれ、先人達のたゆまぬ研鑽や努力に

よって磨かれたものづくり産業は、人々の暮らしの向上と共に日本の文化や地域経済

を支え、やがて「メイド・イン・ジャパン」として世界に誇れる品質・技術力の高さ

を持つようになり、わが国の経済発展に大きく寄与してきた。しかし今、ものづくり

産業の多くは、存続が危ぶまれるほど厳しい状況にある。産業の衰退は雇用の悪化、

地域社会そのものの崩壊につながりかねない危険水域に入ったといえる状況である。

そのような中、世界は「第四次産業革命」と呼ばれる IoT、ビッグデータ、AI等の時代

に突入し、我が国のものづくり産業が大きな変革に直面している。本稿では、それら

の時代の潮流を取り上げると共に、苦境の中で地域を担う地場のものづくり産業の技

術技能の継承、産地革新への取り組み事例を紹介し、産業振興について考察する。 

 

キーワード： 地方創世、地場産業、伝統工芸、第四次産業革命、Society5.0 

 

 

１．はじめに 

 

2014年に始動した地方創生の施策の中でも、地域

経済を担う産業振興は大きな課題となっている。も

のづくり産業（伝統的工芸品や地場産品）の多くは

地域の中小零細企業によって生産されており、生産

の過程で調達する原材料や部品、製品などのモノの

循環や、域内で仕事を分業する流れの中で発生する

お金の循環、さらには雇用の地域内創出など、地域

経済を推進する大きな役割を果たしている。 

2016年、世界経済の動向に大きな影響を与える世

界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)がス

イスで開催され、「第四次産業革命」が大きく取り

上げられた。18 世紀半ばから 19 世紀にかけて英国

で蒸気という新しい動力が発明され、ものづくりに

機械化が進んだ第一次産業革命。続く第二次産業革

命では石油・電気による大量生産が実現し、第三次

産業革命ではコンピューターによる自動化が進ん

だ。そして、第四次産業革命ではさまざまなモノが

インターネットにつながり、人工知能やロボットが

人間に代わり仕事をするようになるといわれてい

る。その第4次産業革命の核になるのはIoTとAIと

いう 2つの革新的技術であるが、新しい時代の科学

技術のあり方を考えたとき、人間ならではの独創性

や感受性はもとより、量産化の機械では作り上げる

ことができない手仕事の技術力は、新たな製品開発

につながる可能性もある。量産化されて製造された

工業製品は、市場で短期間のうちに価格競争に入

り、値下がりしたりするが、地方に息づく伝統的工

芸品のように、地域に根付いた伝統的な技を何代に

も渡って継承しながら、人の手をかけた製品は、訪

日外国人をはじめ、海外から価値が高く評価されて

いるものも多い。 

 本稿では、政府の政策提言等から、製造業全体の

現状と課題を読み取り、第四次産業革命やグローバ

ル化が進む中でのポイントを整理する。そのうえ

で、ものづくり産業（主に暮らしの中で使われる道

具を手仕事の技術を活かして生産している地場産業

と、伝統的な技を今に伝える伝統的工芸品産業）を

取上げ、人材不足の環境下での人材確保、職人が持

つ技術・技能の未来への伝承、新たな付加価値を創

出し、持続可能な産地につなげていく活動事例を紹
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介しながら、第四次産業革命下での地場のものづく

り産業の振興を考察する。 

 

２．「第四次産業革命」に直面する日本の製造

業の現状と課題 

 

（１）製造業の変遷 

2019年 5月に発表された総務省の「通信利用動向

調査（2018年版）」によると、我が国のインターネ

ット人口普及率は 2018 年で 79.8％に達しており、

高齢者でも年々普及率は高まっている。世界でもス

マホやタブレット機器の普及により、2020 年には

500 億以上のヒトとモノがインターネットにつなが

ると予想されている。こうした中、世界各国では21

世紀の産業革命（第四次産業革命）ともいえる「イ

ンダストリー4.0」の大きな潮流が広がっている。

その世界的なスケールで動き始めているこの流れが、

暮らしや社会はもちろんだが我が国の製造業に大き

な影響を与えようとしている。 

図－１ インターネット利用者数・人口普及率 

＊出展：総務省「通信利用動向調査」 

 

さて、世界各国がデジタル化に本格的に加速して

いく時代の転換期にあたり、直前期の平成時代の製

造業について振り返ってみる。 

平成元（1989）年、日本はバブル景気の最盛期で

12月 29日の納会時には日経平均株価が 38,957円 44

銭の史上最高値を記録し、資産価格のバブル化の真

っ只中に平成時代がスタートした。しかし、バブル

景気による過剰な経済拡大期があり、その反動とし

て大幅な資産価格下落や金融収縮の「バブル崩壊」

が起こるのである。不良債権を抱えた金融機関の破

綻から始まった景気の冷え込みが長期間続いた。 

そして、2008年にはリーマンショックの直撃を受

ける。世界の株式市場は大暴落し、この衝撃から、

一時的に世界中で「需要消失」が起こり、製造業の

生産が止まり、金融危機から始まり、製造業の危機

にまで発展した。この間、記録的な円高や海外新興

国の台頭で製造業は空洞化が進み、我が国の経済は

「失われた 20 年」とも「30 年」とも表現される長

い低成長時代を経験する。 

2011年には東日本大震災が発生し、経済は記録的

な落ち込みとなったのに加え、欧州債務危機による

市場悪化など多くの危機に直面しながら、世界の製

造業を取り巻く構造変化に対応することとなった。

ここまでの平成時代を振り返ると、このバブル崩壊、

リーマンショックなどの後遺症に苦しみ、経済の低

迷と再生に喘いだ時代だったといえるだろう。 

2013年以降は、アベノミクス効果があらわれ、経

済の低迷状態から企業収益改善や賃金引き上げなど

の好循環が生まれ始めた。また IT 化の進行のほか、

インバウンド需要の拡大など国内産業は平成時代の

30年間に大きく変容した。 

図－２ 製造業の業況の変化 

＊出典：「ものづくり白書2019」 

 

平成 30 年間の我が国製造業について、経済産業

省が毎年行っている工業統計（経済センサス活動調

査）によると、1989 年（平成元年）、従業者数 4 人

以上の事業所数は 42 万 1757 カ所、従業者総数は

1096 万人。製造品出荷額等は 298 兆 8931 億円だっ

た。最も多かったのが電気機械器具の 50兆 8755億

円、輸送用機械器具 42兆 1073億円、一般機械器具

29兆7687億円、化学工業22兆1468億円、食料品21

兆 9403 億円と続く。家電をはじめ、エレクトロニ

クス業界の最盛期で、自動車産業とともに産業の中

心を担った。 

2018年（平成 18年）になると、事業所数は 18万

7000 カ所（2016 年：19.1 万）と大幅に減少してい

る。従業者総数は763万5444人と3割減、製造品出

荷額はリーマンショック前の 335 兆円には届かなか

ったものの、317兆 2473億円（2017年）右肩上がり

となっている。輸送用機械器具製造業が 67 兆 8716
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億円とトップで、以下食料品製造業 28兆 8239億円、

化学工業 28兆 6435億円、生産用機械器具製造業 20

兆 3686億円、鉄鋼業 17兆 5208億円と続く。 

図－３ 平成以降の製造事業所数と１事業所当たり 

付加価値額の推移 

＊出典：ものづくり白書2019：経済産業省「工業統計」 

 

平成時代の製造業の環境は、デジタル化・モジュ

ール化によって、自動車業界は従来型のピラミッド

構造からグローバル型の網の目構造へ大きな構造変

化に直面変革、近年では、アベノミクス下での企業

収益改善や、人手不足の深刻化も背景として、ITや

デジタル技術を活用した自動化・省力化によるビジ

ネスモデルへの変革の重要性が顕著になってきてい

る。 

 

（２）「第四次産業革命」の潮流 

さて、「技術大国」「ものづくり大国日本」とも

言われたのも過去の話である。新興国の先進的な製

造業の躍進によって、日本の製造業は低迷しており、

新興国の低コスト生産、日本国内の少子高齢化によ

る労働人口減少など、これまでにない壁に直面して

いる。平成の厳しい時代の中、製造業は生産性を高

め、我が国経済を支え続けてきた。しかしながら、

国内製造業の事業所数は半減し、製造業が国内 GDP

に占める割合も減少傾向にあり、1989年には26.5％

から、2009 年には 19.1％となり一時 20％を割り込

み、2017年には20.7％まで何とか回復している状況

である。2018年度における我が国の GDPは約 542兆

円で、その２割の約 100 兆円を製造業が占めている。

日本経済にとっては 2割という数字以上に、製造業

の他産業への高い波及効果という面で大きな意味合

いを持っている。国内では製造業はサービス業につ

いで第二位の産業であり、地域の中核となって地方

創生を支えていく産業である。 

 

図－４ 製造業のGDP構成比の変化 

＊出典：ものづくり白書2019：内閣府「国民経済計算(GDP統計)」 

 

しかし、ものづくり大国として何とか踏ん張って

いる製造業も戦後最大の壁に直面しているといって

も過言ではない。それが「第四次産業革命」である。

そのインパクトを創ったのが 2011 年にドイツ政府

が打ち出した国家プロジェクト「インダストリー

4.0」だ。生産や流通の現場をネットワークで繋ぎ、

デジタル化、バーチャル化、自動化して生産性を向

上させる「スマートファクトリーの実現」を目指し

ている。インターネットの爆発的な普及が進む中、

多くの場面で人手を必要とせず、製造プロセスや情

報分析をAIやIoTに置き換えることで、高く安定し

た品質の製品を、より低コストで市場へ供給できる

可能性がある。ドイツに限らず、2014年にはアメリ

カ企業のコンソーシアムが「インダストリアル・イ

ンターネット・コンソーシアム」を立ち上げる。ド

イツがものづくりのスマート化を重視するのに対し、

アメリカはすべての産業を対象に IoT の力で産業革

命を起こしていく考えである。さらにこの大潮流を

ドイツ、アメリカで構築する動きになっているとこ

ろに、中国の「中国製造 2025」やインド等もアプロ

ーチをしてきている。新興国も含めて世界で工場の

自動化に取り組む先進的な製造プロセスが次々と出

ており、5G通信の普及によってさらに加速していく

と考えられている。 

世界の製造業がこの「第四次産業革命」という潮

目の中、我が国の製造業もこの流れに乗らなければ

なければならない時代になっている。世界的な潮流

にあるデジタル・テクノロジーのプラットフォーム

に日本の製造業が参加できなければ、グローバルビ 

ジネスに取り残される可能性が高いといわれている。 
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   図－５ 第4次産業革命に係る主要国の取組等 

＊出典：総務省「第 4次産業革命における産業構造分析と IoT・AI等

の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」（平成29年） 

 

３．第四次産業革命とスマート社会「Society 5.0」 

 

（１）「第四次産業革命」とは 

人類は革新的なイノベーションを繰り返してき

た。18世紀末以降にイギリスで起こった第一次産

業革命では、水力や蒸気機関を動力として機械化

し、作業能率を大幅に上昇させることに成功する。

20世紀初頭にアメリカとドイツを中心に起こった

第二次産業革命では、分業に基づく電力を用いた大

量生産が可能になったほか、化学技術の革新も進ん

だ。その後 1970年代初頭のコンピューターによる

自動化、効率化が第三次産業革命とよばれるように

なった。 

そして現在、人類は全く新しい時代へ向かおうと

している。それが第四次産業革命だ。IoT、ビッグ

データ、AI等によるデジタル・ テクノロジーの利

活用による技術革新によってあらゆるモノがインタ

ーネットにつながり、そこで蓄積される様々なデー

タを、人工知能などを使って解析し、思いもつかな

い新たな製品・サービスの開発が生まれてくる。そ

れに伴い、製造する製品も販売もサポートする方法

も、劇的に変化するといわれている。 

図－６ 新産業構造ビジョン 

＊出典：2017年経済産業省 新産業構造ビジョンより抜粋 

 第四次産業革命への変化の中、内閣府は 2016年

科学技術基本法の第 5期（2016年度から 2020年度

の範囲）で未来社会のコンセプトとして超スマート

社会を実現する「Society 5.0」を提唱した。狩猟社

会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会

(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新しい

社会だ。IoTで全ての人とモノがつながり、様々な

知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を

生み出すことで、課題を克服。また、人工知能

（AI）により、必要な情報が必要な時に提供される

ようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、

少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題

が克服されるという。社会を通じて、これまでの閉

塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互

いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍で

きる社会の実現を目指すとしている。 

このように、第四次産業革命におけるビジョンが

示され、IoT化が進んでいるように見えるが、産業

側ではなかなかスイッチが入らないようだ。総務省

「IoT時代における ICT産業の構造分析と ICTによ

る経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研

究」（平成 28年）によると諸外国では IoTによる

産業構造や経済へのインパクトに鑑み、IoTの普及

促進等に関する積極的な政策的取組が進んでおり、

日本は大幅に出遅れている状況だ。今後の積極的な

巻き返しに期待したい。 

 

図－７ IoT 導入状況（2015 年）と今後の導入意向（2020 年） 

＊出典：総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる

経済成長への多面的貢献の検証に 関する調査研究」（平成28年） 
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４．第四次産業革命下による製造業の課題 

 

（１）企業経営者に求める４つの危機意識 

さて、このような状況下、政府は 2019 年 6 月に

「2019 年版ものづくり白書」（平成 30 年度ものづ

くり基盤技術の振興施策）を発表した。「ものづく

り白書」とは、「ものづくり基盤技術振興基本法

（平成11年法律第2号）第8条」に基づき、ものづ

くり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報

告書で、発行 19 回を数える。経済産業省、厚生労

働省、文部科学省の 3 省が共同執筆したものであ

る。 

それによると、第四次産業革命が進む中、我が国

のものづくり産業は大変革期にあり、企業が直面す

る課題はより本質的で深刻であることを指摘してい

る。その中で企業経営者が下記の４つの危機感を持

つことが重要であると述べている。 

① 人材の量的不足に加え質的な抜本変化に対応で

きていないおそれ。 

：第四次産業革命が進む中、ものづくり産業で働   

く人材に期待されるスキルも大きく変質してお 

り、供給も十分でない。 

② 従来『強み』と考えてきたものが、成長や変革

の足かせになるおそれ。 

：品質や技術を活かせる部素材が強みだが、顧客 

目線のビジネスは苦手。過剰品質・高コスト構造 

となっている。 

③ 経済社会のデジタル化等の大きな変革期の本質

的なインパクトを経営者が認識できていないおそ

れ。 

：デジタル革新によって類似のモノを作り出す能 

力が世界各地で高まる中、ビジネスモデルの転換  

まで踏み込んだ価値創出が必要で、AI・IoT スキ

ルを持つ人材が活躍できる環境の有無がデジタル

化の成否を分ける。 

④ 非連続的な変革が必要であることを経営者が認

識できていないおそれ。 

：経営者が変革を直視し、競争環境の変化を契機  

として非連続的な改革に取り組み、新しいビジネ  

スチャンスをつかむことが、今後ますます重要と 

なる。   

 

（２）製造業競争力強化の方策 

このように、危機感を持って変革につなげていく

ことが不可欠と述べ、2017年に経済産業省が「人・

モノ・技術・組織などがつながることによる新たな

価値創出が、日本の産業の目指すべき姿（コンセプ

ト）である」と提唱した「Connected Industries」

の推進こそが進むべき道であるという方向性を打ち

出している。そのうえで、第四次産業革命の波が押

し寄せる中で、白書では我が国製造業が今後も競争

力を維持・強化するための具体的な方策として以下

の 4点を提起している。 

① 世界シェアの強み、良質なデータを活かしたニ

ーズ特化型サービスの提供  

② 第四次産業革命下の重要部素材における世界シ

ェアの獲得 

③ 新たな時代において必要となるスキル人材の確

保・組織作り 

④ 技能のデジタル化と徹底的な省力化の実施  

  

デジタル・テクノロジーが進化し、製造業は競争

環境の変化に直面し、中小ものづくり企業において

も、生産性向上や新たな商品・サービス等の付加価

値創出を実現すべく、IoT 等の導入・活用が進めら

れようとしている。しかし、人材の育成確保は深刻

な状況だ。特に技能人材の人手不足の拡大、熟練職

人からの技術継承の受け手となる人材がいないとい

う問題に直面しており、事業者は今後、IoT はもち

ろん、女性の活用、外国人採用、AI活用などにも積

極的に取り組むことが求められている。視点を変え

れば、政府が「Society5.0」を推進されることで、

製造業の生産分野、研究開発においても人材育成や

生産性向上、生涯現役社会を実現するためのチャン

スととらえることができる。日本経済の屋台骨でも

ある製造業は社会的価値を創造し、人材を確保育成

して、デジタル・イノベーションに立ち向かってい

かなければならない。 

 

５. 地場のものづくり産業の未来への継承 

 

さて、地方創生戦略が推進され、地域経済を担う

製造業の IoTへの取り組みが、今後の日本経済にと

って極めて重要になってくる。しかし、廃業が相次

ぐ地方の伝統工芸の工房や地場産業、町工場の事業

者にとって第四次産業革命、IoT 化に対応する人的、

資金的な余裕もないのが現状である。長年培ってき

た職人の伝統の技が暗黙知のまま引き継がれないで

途絶えてしまっている例が沢山ある。一度途絶えた

ものを再興するのは極めて難しい。IoT を活用する
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ことも、産地は視野にいれて匠の技を形式知化して

いき、未来世代に伝えていくことも考え、持続可能

な産業にしていかなければならない。 

伝統工芸の工房や町工場や零細企業では「カン・

コツ」という人間力による生産管理をするケースが

少なくない。「技術は教わるものではなく、見て盗

むもの」という徒弟社会のものづくりの哲学のよう

なものがあって、技術の取得に長い年月がかかって

しまう例が多い。人材不足の今、技術・技能承継す

る後継者不在の伝統工芸、町工場の存続も大きな地

域課題になっている。そこで、手仕事や職人の技が

付加価値となっている伝統的工芸品、あるいは地場

産品にフォーカスしてみたい。 

 

（１）伝統的工芸品産業とは 

地場のものづくり産業の中で、「伝統的な技術・

技法、伝統的な原材料を使って、民衆の日常生活に

用いられてきた生活用品を工芸品として生産する産

業」を、「伝統的工芸品産業」と呼んでいる。伝統

的工芸品は、長年にわたって受け継がれてきた伝統

的な技術が用いられる工芸品であり、日本全国には

約 1,300 種類もの伝統工芸品といわれるものが存在

し、卓越した極めて高度な技術を持つ職人が生産し

ている。その中でも、経済産業省が「伝統的工芸

品」として指定する代表的な工芸品が 2019 年現在

で 235 品目あり、産業の振興を目的に制定された法

律「伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49

年(1974年)制定」通称「伝産法」に基づいて更なる

振興が図られている。 

 

（２）伝統的工芸品の要件 

「伝統的工芸品」として、以下の５つの要件に該

当する工芸品が指定される。 

① 主として日常生活の用に供されるものである。 

② その製造過程の主要部分が手工業的である。 

③ 100 年以上に渡り伝統的な技術又は技法により

製造されるものである。 

④ 100 年以上に渡り厳選・吟味された素材・原材

料を使用している。 

⑤ 一定の地域で産地が形成されている。 

   

類まれな手仕事技術から産み出される伝統工芸品 

は、手作りの素朴な味わい、親しみやすさ、優れた

機能性、高いクォリティ等が、大量生産される画一

的な商品に比べて、私たちの生活に豊かさと潤いを

与えてくれるものだ。伝統工芸品は地域に根ざした

地場産業として地域経済の発展に寄与するととも

に、地域の文化を担う大きな役割を果たしてきてい 

る。 

 

（３）伝統工芸品産業の市場と衰退要因 

伝統工芸品産業の衰退は著しい。量産される工業

製品に市場が奪われたほか、1985年のプラザ合意以

降の円高による輸出不振、1990年代以降のバブル崩

壊と長期不況による需要減少、グローバル化と新興

国の安価な輸入品との競合激化、そして後継者不足

など極めて厳しい現状となっている。全国の伝統工

芸品は 1983年(昭和 58年)に生産額が 5405億円のピ

ークを迎え、その後バブルの崩壊、経済の低迷さら

には新興国から安価な類似品が国内市場に台頭する

など年々減少し、現在はピーク時の 1/5を下回り平

成 28年度では、960億円程度の生産額になっている。

それに伴って従業員数も昭和 54年に 28万人から平

成 28年度では 6.2万人まで減少している。 

 

図－８ 伝統的工芸品実績推移 

            ＊伝統的工芸品産業振興協会調べ 

  

（４）第四次産業革命と伝統工芸の未来への継承 

 衰退が深刻となっている地場の伝統的工芸品や地

場産品、町工場等の技術・技能の継承、産地の魅力

づくり、製品の新たな付加価値化について事例をあ

げながら整理しよう。 

 

ａ) 技術技能の継承 暗黙知から形式知へ 

伝統的地場産業の職人の高齢化は深刻な問題であ

る。「2017 年問題」と言われ、団塊の世代が 70 歳

前後になることから、労働力の減少や技術・技能の

断絶が懸念されたが、具体的な解決策を見出せない

まま今に至っている企業も多い。団塊経営者の大量

引退期も到来しているため、業種や会社の規模など

によって事情は異なるが、人材育成、次世代への技
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術技能承継は依然として、日本のものづくりが抱え

る大きな課題となっている。 

技術と技能をどう継承するか、技術は比較的マニ

ュアル化、テキスト化で形式知化しやすいかもしれ

ないが、職人の手技のような技能は暗黙知になって

しまうケースが高い。力加減や指使い、工程のタイ

ミング、温度、硬軟、原料の組み合わせのタイミン

グ、目線、触覚のバランス等、仮に人材がいても技

能の内容によっては 10 年以上かかって取得する技

能もあったりする。しかし、多くの職人が高齢化し

ているため、待ったなしでできることから実行しな

ければ、間違いなく技術は枯渇する。ノウハウの流

出を防ぎつつ、できる限り継承すべき技能の見える

化を図り、デジタル化マニュアル化を進めて、形式

知化することが肝要である。 

 

ｂ) 人材確保 職人、工場とのコンタクトポイント創出 

産地で既に取り組まれている活動で人材確保に有

効な手段がある。職人や手仕事、製品の付加価値な

ど、そのプロセスや人となりを伝えることが実は製

造現場ではできていない。今の時代はその製品に内

在した付加価値が伝わることで、消費者は共感し、

購入の意思決定をする。その情報を伝えていく場を

どう作るかである。 

① アーカイブ映像化（職人の手仕事を動画で記録

していく） 

② キャリア教育（地元の教育現場と連携して工場

見学や体験） 

③ オープンファクトリー（工場を一般開放、手仕

事の場面や魅力、価値を職人が伝える） 

④ 交流会（職人との対話、交流会、職人によるワ

ークショップの開催） 

⑤ 移住政策との連携（職人になる事は、移住する

ことでもあるため、その地域の魅力も伝える） 

⑥ 産業観光との連携（産業を観光地域づくりと合

わせて新しいツーリズムを実施する） 

⑦ 異業種との連携（デザイナーやクリエーター等、

他分野の人材との交流機会創出） 

⑧ 情報発信（動画も活用して、職人、技術、産地、

暮らし、生活者情報を発信する） 

 

ｃ) 技を見せて職人の魅力を伝える 新潟県燕市「鎚起

銅器：玉川堂」 

 日本国内の地場産業として有名な新潟県燕市の金

属加工業の中でも唯一、1 枚の銅板を鎚で叩き起こ

して銅器を製作する「鎚起銅器」（ついきどうき）

の伝統技術を 200 年に渡って継承している老舗企業

「玉川堂」。第 6代当主・玉川政男氏は人間国宝。

現在は 7代目の玉川基行氏が社長として、事業継承

している。銅に多彩な着色を施す技術は、世界最高

品質の銅器を製造し、世界中に顧客を持つ。鎚起銅

器は一枚の銅板を金鎚でひたすら叩いて銅器をつく

る、伝統的な加工手法のひとつ。湯沸しや茶器、酒

器、花器にいたるまで、玉川堂が作り上げる職人技

は実に見事だ。ルイ・ヴィトン・グループ「KRUG

（クリュッグ）」社とのコラボでシャンパンクーラ

ーも手掛け、世界市場でも業績を伸ばしている伝統

工芸の事業者だ。青山骨董通り、銀座 SIX にも出店

し、売り上げの半数以上が外国人というのも海外へ

の発信がなされているからだ。伝統工芸に後継者が

集まらないと言われる中、玉川堂は職人になりたい

人材が多く集まり、１.２名の募集に５０名程度も

応募があるという。銅板を叩いて製品を作る鎚起銅

器は体力と根気が必要な技術技法であるが、最近の

応募の８割以上が女性というのも特筆だ。玉川社長

は「人が集まらないのはブランディングができてい

ないからだ。ブランディングが成されていれば、魅

力的な商品開発に繋がり、お客様からも注目されて

いく。」という。また、玉川堂は 100 年前から工場

を開放してきたが、燕三条地域では 10 月に開催さ

れる 3日間「工場の祭典」というオープンファクト

リーイベントも含めて、毎年 5,000 人以上の消費者

が見学にやってくる。工場で職人が叩きこんで製品

を作っている場面を見て、職人と直接交流すること

で、ものづくりの魅力、そして職人の情熱、企業の

哲学などが伝わり、応募人数につながっている。燕

三条地域では通年工場見学できる事業者が増えてい

る。 

 

ｄ) 地域イベントを通して産地の魅力を伝える  東京都 

新宿区「江戸小紋」 

 東京都新宿区の中井・落合界隈は、伝統工芸「江

戸小紋」の産地である。このエリアは昭和初期～30

年代まで、東京の神田川・妙正寺川流域には 300 軒

を超える染色関連業が集積し、京都・金沢に並ぶ三

大産地として知られていた。今でも「落合・中井」

界隈には、その技術を受け継ぎ、新しい染色を提案

する職人・作家たちが集まる染めの町である。この

地域では 2009 年から毎年 2 月に 3 日間「染の小道

（そめのこみち）」という産地イベントを開催して
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いる。狙いは落合・中井を「染めの街」として再び

日本や世界へ発信すること、そして、地域が大切に

してきた価値や環境を多くの方々に直接体験してい

ただき、地元の活性化につなげることを目的として

いる。妙正寺川の川面 300m にわたって反物を張る

「川のギャラリー」、商店街店舗の軒先に、作家が

制作した「のれん」を展示する「道のギャラリー」

を展開。期間中染め物が中井の街を彩るわけである。

染色関連業や商店街の店主、地域住民、地域の大学

生などが幅広く参加する。全員が手弁当で活動。こ

れまで 13 万人を動員し、制作されたのれんの点数

は延べ 950 枚に及ぶ。イベントを繰り返していく中

で、期間中に着物で訪れる人が年々増えている。街

並み、染の職人との交流、川面にディスプレーされ

る反物の美しさに魅了され、染の産地として知れ渡

り、この地で住みたい若いクリエーター、染め作家、

職人が増えてきている。暮らしの中に伝統工芸の作

家が住み、工房があり、職人が出入りする街として

魅力が増しているわけである。分野の異なる人材が

集まってきたことで、新たな化学反応や連携が生ま

れ、付加価値のある新たな製品開発につながってい

る。移住政策のように、関係人口から交流人口化し

てそこに住んでいくステップがあるように、日常の

暮らしや、街並みなど住みたい街としての魅力づく

りも重要な要素だ。 

 

ｅ) 職人の仕事の見える化 アーカイブ映像化 

伝統工芸の職人はとかく閉鎖的に環境下で黙々と

作り続けている。その伝統的な技や人となりをアー

カイブ映像で残して技術を継承することも大切であ

る。「ニッポン手仕事図鑑」というサイトがある。

（運営：株式会社ニッポン手仕事図鑑 代表 大牧

圭吾氏）職人を取材して動画で記録している。2015

年から事業が始動しており、現在ではニッポン手仕

事図鑑にアップされている職人は 60 を超えている。

職人はシャイで無口な人が多い。加えて外部の方と

の接点が少ない環境である。でも取材、発表の場を

作ってみると意外に話が上手な職人もいて、人とな

りも引き出すこともできる。このサイトの映像はク

ォリティも高く、技術の高さ、技、手法、職人の魅

力もしっかり伝わってくる。そのような映像コンテ

ンツをつくり、多くの方々に視てもらう機会を創出 

することも大切である。また、日本最大のニット産 

地の新潟県五泉ニット組合では、５年前から高齢化 

している職人の手仕事をアーカイブで残している。

これまでの映像を若手の職人の勉強会に活用したり、

地元の子供たちのキャリア教育の教材に使ったりし

ており、産地を上げて映像化することも持続可能な

産地づくりに欠かせない。 

 

６．まとめ 

 

暮らしの中で使われる道具を手仕事の技術を活か

して生産している地場産業や、伝統的な技を今に伝

える伝統的工芸品産業等の地場のものづくり産業は、

製造業とはいえ、機械化した量産型の工業製品とは

異なり、代々受け継がれた熟練の技を習得した職人

の手仕事によるものづくりであり、どちらかという

と極めてアナログ的な分野である。そこに IoT 等デ

ジタル・イノベーションによる大きな第 4次産業革

命が、今後どのように伝統工芸に影響を及ぼしてく

るか予想できない。ものづくり産業で業績を伸ばし

ているのは、手仕事による製品の付加価値化による

差別化である。例えば燕三条の金属加工（洋食器の

研磨技術）の職人が、新興国との価格競争には太刀

打ちできないため、手仕事でしかできない研磨仕上

げ製品を全面に打ち出して成功した。それは誰にで

も真似できない職人の手技の領域であり、消費者は

その技術、技能が内在した製品に魅力を感じて購入

するのである。しかし、技術技能は継承していかな

ければ日本の伝統的ものづくりの付加価値、地域の

尊い資源を失ってしまう。IoT とビッグデータ、AI

を第 4次産業革命の核として推進される中で、製品

のカスタマイズ化、少量生産化が推進され、規格化、

標準化した製品でないものへのニーズも益々高まっ

てくるに違いない。量産化の機械では作り上げるこ

とができないクォリティを生み出す手仕事の技術力

は、新たな製品開発につながる可能性もある。国は

第 四次 産業 革命 の推 進の 中で 「 Connected 

Industries」を提唱しているように、ものづくり産

業も「人と人」「生産者と消費者」「作り手と使い

手」「モノとモノ」「人と技術」「企業と企業」な

ど立場、分野、世代を超えた様々なつながりによっ

て、新たな付加価値を創造していかなければならな

い。 
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７．参考文献の引用とリスト 

 

参考文献 

1）総務省の「通信利用動向調査（2018年版）」 

2）「ものづくり白書2019」第一章平成の製造業とものづくり白書の変遷 

3）「ものづくり白書2019」：経済産業省「工業統計」 

4）「ものづくり白書2019」：内閣府「国民経済計算（GDP統計）」 

5）「インダストリー4.0 第四次産業革命の全貌」 尾木蔵人著 東洋経済新報社 

6）「地場産業の高価格ブランド戦略」 長沢伸也・西村修著 晃洋書房 

7）総務省「第4次産業革命における産業構造分析とIoT・AI等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」（平成29年） 

8）「新産業構造ビジョン」2017年経済産業省  

9）Small Factory 4.0 第四次「町工場」革命を目指せ 木村哲也著 三恵社 

10）総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」（平成28年） 

11）「伝統的工芸品産業の現状と振興に向けた取組」経済産業省 

12）「ニッポン手仕事図鑑」 株式会社ニッポン手仕事図鑑 

13）「インダストリーX.0 製造業の「デジタル価値」実現戦略／日経BＰ エリックシェイファー著 
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地方創生×SDGsのまちづくり 

―「世界に輝く静岡」の実現に向けて― 

前田 誠彦 
静岡市役所 企画局長 

 

（要旨）静岡市は、20市ある全国の政令指定都市のうち、人口は約70万人と最少の都市

である。多くの政令指定都市が、自然減の影響を社会増で補っている中、東京から新幹

線で約１時間という地理的条件を背景に、首都圏に対する転出超過による社会減が続い

ており、ただちにこの状況が変わることは考えにくい。 

このような中、将来に渡って持続可能なまちをつくりあげていき、人口減少社会に対

応できる都市としていくことは、基礎自治体としての使命であり、大きな社会的課題で

あると考える。 

本稿では、この課題に対して、2015年に国連加盟国により合意された「SDGs」を活用

して、持続可能なまちづくりを進めていこうとする取組の内容を紹介するとともに、取

組の過程で発見された新たな課題と今後の展望について考察する。 

  

キーワード： 持続可能なまちづくり、SDGs、TGC 

 

 

１．「世界に輝く静岡」の実現？ 

 

地方自治体は総合計画と称されるまちづくりの

総体となる計画を持っており、本市においても、

2015年度から2022年度までを計画期間とした「第

３次総合計画」を策定している。 

本市の総合計画は、まちづくりの目標となる「基

本構想」と、その達成に向けた政策、施策の体系

を明らかにした「基本計画」、具体の事業を示し

た「実施計画」の３層構造となっており、究極の

目標は、もちろん基本構想に掲げる「『世界に輝

く静岡』の実現」である。 

どうしても基本構想に掲げる目指すまちの姿は、

「緑あふれる・・・」や「光り輝く・・・」のよ

うな抽象的でつかみ所のないものになりがちであ

る。「世界に輝く・・・」というのも、言うのは

簡単であるが、そこに至る道筋を描くのは難題で

ある。 

そもそも、「世界に輝く静岡」なるものは、ど

のような姿なのであろうか。世界各国から静岡市

へ観光に訪れるようになればよいのか、国際会議

が頻繁に開かれ、各国の有識者が集まるようにす

ればよいのか、はたまた「MADE IN SHIZUOKA」の

何らかの商品が、世界の市場に受け入れられてい

ればよいのか。 

片っ端から市職員に声を掛けて聞いてみたが、

誰からも明確な答えは返ってこない。「答えがな

いなら、自分なりに作っていくしかない。」と肚

を決めたが、自問自答を繰り返す日々が続いてい

たのが実情である。 

  

２．TGC×SDGs？ 

 

このような中、2017年夏に「静岡市でTGCを開催

しないか。」との提案を受けた。TGC、東京ガール

ズコレクションは、若者、特に10代、20代の女性

に圧倒的な影響力を持つファッションイベントで

あり、集客やSNSでの情報発信力からも魅力的なコ
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ンテンツではあるが、当然開催に当たっては市も

応分の負担をしなければならない。 

自治体の企画部門には、この手のイベント開催

の提案がしばしばあり、税金が原資である以上、

慎重に判断する必要があるのは言うまでもない。 

しかし、協議を重ねる中で、TGCが単なるファッ

ションイベントにとどまらず、公共性を備えた方

向を目指しており、具体的には、SDGsをキーワー

ドに国連ニューヨーク本部でTGCファッションセ

レモニーの開催を予定していることが明らかにな

った。 

さらに、本市が趣旨に賛同し、協力関係ができ

るのであれば、SDGs推進を核としたTGCを初めて静

岡市で開催する心積もりもある、とのことであっ

た。 

恥を忍んで正直に言えば、私は当時SDGsに関し

て全く知識はなかったが、直感的に世界に輝く静

岡の実現とSDGsの推進には親和性があるのではと

考え、にわかに文献を読み漁り、ある程度の知識

を得て、SDGs推進を目的としたTGCの本市開催を市

幹部に進言し、了解を取り付けた。 

言うまでもなく、SDGsは193の国連加盟国で合意

した2030年の17のゴールであり、169のターゲット

や232の指標はさておき、自治体の行っている事業

は17のゴールのいずれかに結び付くことは明らか

である。 

ターゲットや指標を分析し、そのまま適用でき

ないものを静岡市に合わせてローカライズできれ

ば、世界レベルとの比較が可能ではないか、これ

により世界に輝いているかどうかという判断基準

に使えるのではないかという仮説である。 

とはいえ、不安な要素はたくさんあり、そもそ

もSDGsという言葉自体が市民に馴染みがなく、ど

の程度認知されているのかも不明である。 

TGCがいかに強力なコンテンツとはいえ、対象と

なる層は極めて限定されるため、同時にSDGs普及

啓発イベントを集中開催し、認知度を高める努力

が必要と考えた。 

そこで、TGCしずおかの開催される2019年１月12

日をファイナルイベントに位置づけ、静岡市は成

人式を１月３日に開催することから、ここをキッ

クオフイベントとして「SDGsウィーク」と銘打っ

て進めることを提案し、こちらも了承されたため

準備に入ることとした。 

 

３．認知度５０％？ 

  

このような中、2018年５月に田辺市長が国連ニ

ューヨーク本部における「SDGs推進会議」でスピ

ーチを行う運びとなった。 

このスピーチの際、市長は「認知度を50％まで

引き上げたい。」と決意を表明した。（写真１、

２） 

事前に行った静岡市独自の調査では、市民認知

度は２％に過ぎなかったため、ありがたいほど高

いハードルを課された感は否めないが、やりがい

がある目標を設定されたと理解し、まずは集中的

普及啓発期間である「SDGsウィーク」の成功に向

け、注力することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真１ SDGs推進会議（国連ニューヨーク本部）で 

スピーチする田辺市長（右） 

写真２ 会議議長であるアンワルル．Ｋ． チャウ 

    ドリー国連大使（左）と田辺市長（右） 
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４．SDGsウィーク 

 

SDGsウィーク期間中に行う普及啓発イベントを

カレンダー形式でまとめ、臨時のタブロイド版（図

１）を発行して周知に努めた。この中からいくつ

か主な取組を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 成人式 

2019年１月３日、成人式を皮切りにSDGsウィー

クが始まった。 

余談ではあるが、静岡市の成人式の特徴は、市

が主催するのではなく、新成人と次年度成人によ

る実行委員会形式で執り行われる点にある。 

これは、以前は市主催で行っていたものの、市

長の祝辞さえきちんと聞かない成人の姿に、「税

金を使ってやる必要はない。」と、一時中断して

いたが、「自分たちできちんとやるので、やらせ

てほしい。」という声を受けて再開したという経

緯がある。 

したがって、市長や議長は来賓扱いで、第１部

の儀式的な部分で祝辞を述べ、第２部は若者らし

いエネルギッシュな企画という構成で進み、祝辞

をしっかり聞くように実行委員会が運営するよう

になっている。 

この実行委員会と協議を行い、TGC主催者である

株式会社W TOKYOの協力により、TGCしずおか出演

予定のモデルをサプライズゲストとして派遣して

いただき、モデルからSDGsについて語ってもらう

こととした。 

結果は上々で、モデル登場で会場がワッと沸き、

SDGsについても耳を傾けてくれる新成人の姿に感

動を覚えた。行政の職員が淡々と正確に伝えても、

若者の心にはなかなか響かないが、憧れのモデル

が自分の言葉で語ることが実に効果的であること

が実証されたと考える。（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ タブロイド紙「SDGs Week in SHIZUOKA」 

   （2018年12月発行）４、５ページ 

写真３ 2019静岡市成人式 

    壇上：実行委員会委員とサプライズ 

       ゲストモデル（中央） 
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（2） 静岡市SDGs中学生サミット 

2020年度からは小学生、2021年度からは中学生

に対してSDGsを学ぶことを定めた新学習指導要領

が公表されている。 

このことに、いち早く静岡市教育委員会が着目

し、市内全ての中学校においてSDGsの調査研究を

行い、研究成果を発表する場を作りたいとの申し

出があった。 

一部の中学校ではなく、市内全ての中学校とい

う点は「誰一人取り残さない」というSDGsの理念

に通じるものであり、ありがたい提案であったが、

実現に当たっては、先生方も生徒の皆さんも相当

苦労するであろうことは容易に推測でき、本当に

実施までこぎつけることができるのかという一抹

の不安はあった。 

しかし、我々のできることは、発表の場を工夫

して、先生方や生徒の皆さんの労苦に応えること

だと考え、市議会の本会議場を会場として用意し、

議会形式で生徒の皆さんと市幹部が質疑応答を行

う方法を考えた。 

当初は、「議場は神聖な場所であり、イベント

に貸すようなものではない。」という声や、質疑

応答を行う市幹部を、市長、副市長、政策官や局

長クラスではなく、職位を下げて局次長クラスで

対応したらどうかという案もあった。 

しかし、先生方や生徒の皆さんが夏休み前から

真摯に取り組んだ成果を発表する晴れの舞台であ

ることを説明して理解を求め、本会議場の借用、

議会同様に市長、副市長、政策官や局長クラスな

どが出席、という正に本会議仕様での場を整えた。 

このような本格的な舞台装置のもと、当日は、

緊張の色を隠せない各中学校の代表者が、議員席

に座り、我々の期待をはるかに超える研究成果を

発表するに至った。（写真４） 

最後に、全員で「SDGs中学生宣言」を行ってサ

ミットは幕を閉じたが、中学生の皆さんからは

口々に「SDGsを学んで得るものがあった」、「議

場という場所を準備してもらい、市議会のことを

勉強するきっかけにもなった」、という声を聞く

ことができ、ホッとする思いであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） SDGs吹奏楽団 

 SDGsウィークの中盤に行った「JICA東京SDGs吹

奏楽団スペシャルコンサート」は、当初の想像を

はるかに上回る素晴らしい内容であった。 

 実に失礼なことだが、我々の調査不足もあり、

この楽団を私はアマチュアの草の根楽団ではない

かと勝手に思い込んでいた。 

 私自身が高校時代に少々音楽関係をたしなんで

いたことから、主要な楽団は把握している、との

思い上がりを後に恥じることとなるとは、当初は

想像だにしなかった。 

 楽団側からのご提案で、前日に中学生・高校生

の吹奏楽部員に指導いただける機会をいただき、

その様子を見学に行った際に、「これは只者では

ない。」とすぐに気づいた。 

 それもそのはず、楽団の中心となっている指揮

者・さかはし矢波氏は東京フィルハーモニーに所

属し、他のメンバーも全てプロ奏者というバリバ

リのプロ楽団であった。 

 後ほど話を伺い、「SDGs」というキーワードの

下に、ふだんは別々に活動している奏者が集うと

いうSDGsの目標17「パートナーシップで目標を達

成しよう」を体現するような楽団であることがわ

かった。 

 国連広報センターの根本所長は、「SDGsは、様々

な異なる立場の人をつなげる接着剤」とおっしゃ

っていたが、正に普通ではともに演奏する機会は

ないであろう異なる立場のプロ奏者がつながって

写真４ 静岡市SDGs中学生サミット 

    右側の議席に中学生が、左側の当局席に市長

以下幹部職員がそれぞれ座り、議会さながら

の形式で行われた。 
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いる稀有な楽団である。 

 にもかかわらず、用意した会場は、400人程度の

収容人数で、しかも音楽ホールではない、という

失礼な対応をしてしまったが、さかはし氏からは、

「実は関東以外で活動するのは初めてであり、も

っと少人数の公民館のような所で演奏することも

あるので気になさらなくて結構です。むしろ、活

動の機会を与えていただいてありがたい。」との

泣けるコメントをいただいた。 

 改めて、この場を借りてお礼を申し上げたい。 

 コンサート自体は、平日にもかかわらず満員御

礼で、さかはし氏の巧みなMCもあり、来場された

方々に対するSDGsの認知度も深まり、大成功であ

った。（写真５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO 

GIRLS COLLECTION 」 と 「 SDGs COLLECTION 

supported by TGC しずおか 2019」 

ファイナルイベントとしたTGCしずおかの会場

は、「ツインメッセ静岡」という名前のイベント

展示場で、その名の通り北館と南館の二つの大展

示場が隣接している。 

TGCしずおかは北館で行われるが、対象者層は先

述したとおり、若者、特に10代、20代を中心とし

た女性に偏っており、幅広く普及啓発を図ってい

くためには十分ではないと考えた。 

そこで、同日に、北館と隣り合わせの南館にお

いて、SDGsに取り組む企業、団体や大学、高校な

どのブース出展やSDGs普及啓発ステージなどを行

う、TGCしずおか関連イベントを行うこととした。

（写真６、７） 

関連イベントは、静岡市観光親善大使であるミ

ス・ユニバース2007の森理世氏プロデュースのダ

ンスステージや、フェアトレード商品などを販売

するマルシェも同時開催して集客に努め、様々な

世代に足を運んでいただけるように、「SDGs 

COLLECTION supported by TGC しずおか 2019」

というネーミングのイベントとして企画した。 

TGCしずおかについては、噂に違わず若い女性を

魅了する強力なコンテンツで、土曜日開催にもか

かわらず、既に木曜日から泊まりで並び始めると

いうコアなファンもいた。 

話を聞くと、名古屋や横浜などから来ており、

これまで静岡市を訪れたことはないとのことなの

で、SDGsのみならず静岡市のアピールにも一役買

っている。 

TGCしずおかでは、地元企業でSDGsに先駆的に取

り組む株式会社シャンソン化粧品のステージや、

静岡市長が登場する静岡市ステージなど、随所に

SDGsの普及啓発を行う仕掛けを凝らし、華やかな

モデルがランウェイを闊歩する姿に見とれつつ、

知らず知らずのうちにSDGsを意識できるように工

夫した。 

おかげさまで、北館、南館あわせて18,000人を

超える方々への普及啓発を行うことができ、初年

度の重点普及啓発期間である「SDGsウィーク」の

ファイナルにふさわしいイベントであった。 

また、経済的な面においても、TGCだけでも経済

波及効果5.2億円、パブリシティ効果13.3億円と試

算され、投入した市の税金をはるかに上回る効果

があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ JICA東京SDGs吹奏楽団スペシャルコンサート 

    写真はSDGs吹奏楽団と中・高校生による合同

演奏の様子 

© SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION 

写真６ SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO 

    GIRLS COLLECTION 
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５．SDGsウィークの課題とその後の展開 

 

SDGsウィーク終了後に、改めて調査を行ったと

ころ、驚くことに認知度は36.2％まで引き上がっ

ていた。同時期（2019年）の他団体調査では約１

～２割程度であったことを考えると、かなり高い

数字であるといえよう。連日、メディアに取り上

げてもらうことにより、目や耳にする機会が増え

たことによるのではないかと考える。 

田辺市長が国連で述べた「認知度50％」にまで

達することはできなかったが、普及啓発重点期間

の１年目としては、まずまずの結果と考える。 

とはいえ、実際に運営してみて、様々な課題も

明らかになった。 

まず、ウィークという形で短期間に集中的に行

ったことは、連日、新聞、ＴＶ、ラジオなどのメ

ディアに取り上げてもらえることで、認知度向上

に効果があった反面、問い合わせ等も集中するこ

ととなり、職員への負担が大きかった。 

また、年末年始と様々な行事がある中で、平日

の集客がなかなか難しいという実情もあると同時

に、関心の高い市民からは「毎日出かけることに

なるのは、けっこう大変である。」との声も聞か

れた。 

そこで、次回は「SDGsウィーク」を「SDGsマン

ス」に拡大し、約１か月間を対象期間として週末

をメインにイベントを組み、集客面や事務負担の

平準化を図ることとした。 

次に、イベントの中身についてであるが、青年

会議所や官民の協議会が主体となって運営したも

のもあったが、まだまだ市が主催者となるものが

多く、「市が推進しているもの」という感を拭い

きることができなかった。 

言うまでもなく、SDGsの達成は民間企業や市民

が中心となって進めなければ覚束ないが、まだそ

こまで至っていないことは明らかである。 

これについては、SDGsに取り組む企業、団体な

どの表彰や認証制度などを検討し、裾野を広げて

いく努力をしていくこととした。 

また、TGCしずおかに出演したモデルの中には、

SDGs推進のためのTGCという認識がなく、数ある地

方開催の場所のひとつとしてしか静岡でのTGCを

理解していないと思われる発言も耳にした。 

これについては、さらにグレードアップした内

容にするとともに、モデルの皆さんへの意識を徹

底してもらえるよう主催者に申し入れることとし

た。 

実は、これらの反省点を踏まえて、2020年１月

３日から１月26日にかけて、「SDGsマンス」を実

施したので、本来であればそちらを寄稿したいと

ころであるが、現在その実施効果を検証中のため

昨年度の取り組みを記載させていただいている。

ご容赦いただきたい。 

 

６．普及啓発だけでいいの？ 

 

「SDGsウィーク」や「SDGsマンス」は、まずは

このような世界共通の目標というものが「認知」

されることを目的としている。 

しかし、市民生活とこの目標との間には距離が

ありすぎて、「だからどうした。」という話にな

ってしまう。 

そのことは、SDGsに取り組もうと決めた時点か

ら問題意識を持っていたため、普及啓発と同時並

行で「SDGsと市民生活」についても検討を始め、

どのように市民の皆さんに、ふだんの暮らしとつ

ながるのかという手段を模索した。 

まず、ぶつかったのはSDGsの目標年次となって

いる2030年の目指す姿は、行政としてはあまり意

識したことがないという点である。 

自治体職員はピンとくるかもしれないが、非常

に多くの行政計画を策定している。そして、その

うちの大半は、法律に義務付けられている、ある

写真７ SDGs COLLECTION supported by TGC 

    しずおか 2019 
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いは努力義務を課されているケースであり、計画

期間も概ね５年程度に過ぎない。 

もちろん、それ以上長期の視点を持っていない

わけではないが、それらは「構想」という形でま

とめられており、SDGsのように169のターゲットや

232の指標が定められていることは、まずないので

ある。 

そこで、2030年の目指す姿と、静岡市にローカ

ライズした指標、目標の設定に取りかかりたいと

考え、大学と共同研究を開始した。 

しかしながら、研究を重ねる中で、一足飛びに

目指す姿を求めるのではなく、現在市が行ってい

る施策をSDGsの観点から見直し、不足している視

点や考えを整理して「処方箋」といった形で提示

する方が望ましいとの結論に達した。 

また、市の行っている全ての事業をSDGsに結び

付けることを考えるのではなく、中心的なプロジ

ェクトとして進めている「歴史文化の拠点づくり」、

「海洋文化の拠点づくり」、「教育文化の拠点づ

くり」、「健康長寿のまちの推進」、「まちは劇

場の推進」という「５大構想」と位置付けている

ものに限定していくことが、市民にとってはわか

りやすいだろうとの考えに至った。 

２年間かけて行ったこの調査研究の成果も、こ

の３月にまとまることとなっており、現時点では

詳しく内容を記載できないが、こちらもご了承い

ただきたい。 

今のところ、普及啓発のイベント系のみが目に

ついてしまうが、市は国連の広報マンではないの

で、SDGsの普及啓発は、将来静岡市が持続的に発

展していくための布石である。 

ともすれば、この原点を忘れて普及啓発の手段

のみの議論になりがちなので、自戒の念も含めて

強調させていただきたい。 

 

７．おわりに 

 

このところ、SDGsの17色をあしらったカラーホ

イールのバッジをスーツの胸につけているサラリ

ーマンの姿を目にする機会が随分と増えてきてい

ると感じる。 

また、ＴＶで映し出される政治家や首長、産業

界のリーダーなどにも、この目をひくバッジをつ

けた姿が見受けられ、新聞、雑誌などでも「SDGs」

という活字が躍るようになってきている。 

しかしながら、注意深く観察してみると、単に、

それぞれの企業の取り組みや自治体の事業を、17

のアイコンで示されるゴールに紐づけているだけ

で満足してしまっているように見受けられるケー

スも少なくない。 

SDGsの考え方の原点は、世界中の193か国で合意

した共通の目標という点である。それぞれ、政治

も文化も言語も習慣も経済力も異なる国々が、そ

のような背景はさておき、我々の住む地球を未来

に向けて持続可能な世界にするために一致団結し

て取り組んでいこうという試みである。 

そして、世界は多くの国々に分割されており、

その国々はさらに細分化されて統治されているの

が、一般的である。 

日本においては、国には47の都道府県があり、

約1,800の市町村があり、さらに細分化された地域

コミュニティがあり、その中で暮らす家族があり、

さらには個人があるという構造になっている。 

日本だけがどれほど躍起になろうと、SDGsの目

標達成は不可能である。同様に、一部の都道府県

だけが努力しても、市町村が頑張ろうとも到底無

理である。 

このように考えていくと、ひとりひとりの行動

が世界を変えることなどできる相談ではないが、

結局はひとりひとりがSDGsの共通目標を達成して

いこうと考えて行動していかない限り、やはり前

には進まないのである。 

静岡市が、懸命にSDGsの普及啓発に取り組んで

いるのは、まずこのことに興味、関心を持っても

らい、あまりに遠い世界との距離を意識する市民

を増やしていきたいとの思いである。 

たとえば、自動車を購入する場面において、環

境への負荷は少ないが高価な自動車と、環境への

負荷は大きいが廉価な自動車との選択肢があった

際に、迷わず前者を選ぶような消費者マインドを

持った市民になっていただきたいということであ

る。 

また、企業活動として、原材料調達の場面にお

いて、発展途上国で労働者の生活を無視して安価
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な労働力のもと低価格が提示された原材料と、労

働者の「飢餓」や「貧困」に配慮した結果、ある

程度高い価格で調達することになる原材料を選択

する際に、後者を選ぶ経営者になっていただきた

いということである。 

このケースで言うと、経営者の立場に立てば、

一般的には一円でも安く原材料を調達することが、

商品価格へ跳ね返ることを考慮すると正しい行動

となるが、その先の消費者が「価格」だけでは選

ばないのであれば、必ずしも正解にならなくなる

のである。 

本市の人口は、冒頭に要旨で記載した通り、約

70万人、日本の人口約１億2,600万人の0.6％に過

ぎない。世界の人口約77億1,500万人から言えば、

0.01％と、ほとんど何の影響も与えることができ

ない程度である。 

だからといって、何も変える努力をしなければ、

何も変わらないのは当然のことである。 

静岡市は、現時点ではアジア大陸でたった一つ、

SDGsの「Local 2030 Hub」都市として、国連に認

められている。 

幸いなことに、内閣府のアンケート調査では、

全国の80％に及ぶ地方自治体が、「SDGsに関心が

ある」と回答したとの調査結果が出ている。 

田辺市長は、よく「SDGsを認知から理解、そし

て行動へつなげていきたい。」との発言をしてい

るが、全国的にも認知度は高まっていくと推測す

る。 

現在、「SDGsウィーク」から「SDGsマンス」に

期間を拡大して、普及啓発に努めたが、どの程度

認知度が向上したかというアンケート結果を集計

中である。どうやら、昨年の36％よりかなり向上

したものの、目標とする50％にはあと一息といっ

たところのようである。来年度は重点的普及啓発

期間の最終年として、「マンス」をさらに「シー

ズン」に拡大し、集大成としたい。 

また、7,000人近い市職員に対するアンケート結

果も集計中であるが、さすがに認知度は90％以上、

「理解している」と答える職員も75％を超える見

込みである。 

先述したとおり、静岡市という自治体は、決し

て世界を一気に変えるような都市ではないが、ま

ずは自分たちの手の届く範囲を固め、周辺へ波及

していくという一石を投じることぐらいはできる

はずであり、これこそがHub都市としての役割だと

考える。 

そして、SDGsの理念を体現できるような都市こ

そ、将来も持続可能な都市となっていくと確信し

ている。 

引き続き、SDGsの推進に取り組み、「世界に輝

く静岡の実現」に向けて、努力を続けていきたい。 
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地方創生における「志の連携」の取組 

―第一勧業信用組合における取組の進展― 

篠崎 研一 

第一勧業信用組合 連携企画推進部 部長 

 

（要旨）第一勧業信用組合（以下：当組合という）は、２０１６年２月に２つの地方信

用組合との連携を皮切りに様々な機関との連携を進め、種々の取り組みを行ってきた。

２０１８年３月に当組合理事の伊藤謙治が、当初２年間の取り組みを本誌に寄稿させて

いただいたが、その後の２年間も金融機関としての特徴ある取り組みをさらに発展させ

てきた。本稿では、その取り組みや成果を紹介するとともに、現在の課題や今後の方向

性を探っていくこととする。 

 

キーワード： 志の連携、地域の壁を越える連携、連携ネットワークの価値向上、地方創生 

 

 

１．「志の連携」について 

 

（１） 当組合の経営理念と基本方針について 

先ず当組合について、簡単に紹介させていただ

きたい。 

信用組合とは、組合員の相互扶助のために、地

域や職場・業種を同じくする人達が集まって設立

された組織である。銀行が株式会社形態をとり、

投資家である株主への責任を果たすために営利を

目的とするのに対して、信用組合は、組合員が経

済的にも助け合いながらお互いの向上を目的とす

る非営利・相互扶助の協同組織形態である。信用

組合には、主に地域の人達が組合員になる地域信

用組合、同一の職場の人が組合員になる職域信用

組合、同じ業種の事業者やその従業員が組合員に

なる業域信用組合などがある。当組合は、東京都

と千葉県の一部（市川市と浦安市）を営業地域と

する地域信用組合である。当組合は、地域の信用

組合であることを踏まえ、「地域とのふれあいを

大切にし、皆さまの幸せに貢献いたします。」を

経営理念として掲げている。 

２０１７年４月からスタートした中期経営計画

では、経営理念を踏まえ、地域の皆さまが幸せに

なっていただくために、地域全体が精神的にも経

済的にも元気にならなければならないと考え、３

つの基本方針に基づき活動してきた。 

第１は、「人とコミュニティの金融を実践しま

す」である。地域には町会、商店街などのコミュ

ニティが存在するが、我々もそのコミュニティの

一員である。お祭りなどコミュニティのイベント

があれば、我々は本業の一つとして率先して参加

し、コミュニティを盛り上げる。それに加え、金

融面でもコミュニティをサポートしていく。「コ

ミュニティローン」という商品は、まさにコミュ

ニティをサポートしていくために作られた商品で

ある。商品名にそれぞれのコミュニティの名前を

付け（例えば「○○商店街ローン」、「○○○丁

目町会ローン」等）、コミュニティに属する一人

ひとりを応援していく商品である。地域コミュニ

ティ以外にも、それぞれの地域特有の業域コミュ

ニティ（例えば、東浅草支店の皮革関連業、東銀

座支店のバー・クラブなどの飲食業）向けの商

品、職域コミュニティ（例えば、個別の取引先企

業の役職員、取引先税理士の顧問先等）向けの商

品もある。現在、コミュニティローンの商品数は

全店で４５０強に及ぶ。 
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第２は、「育てる金融で未来を創造します」で

ある。当組合は、専用融資商品や出資対応も可能

とするファンドを設け、この４年間、創業者やア

ーリーステージの企業の支援に力を入れてきた。

その中には、ＩＰＯ（株式上場）等を目指すスタ

ートアップ企業も含まれるが、大多数は地域経済

の活性化に貢献する飲食店、雑貨店、美容室等を

開業するスモールビジネスであった。 

さらに、当組合は２０１８年９月に「かんしん

ＳＤＧｓ宣言」を公表するとともに、地域の社会

的課題解決に取り組む事業者を応援することこそ

が地域信用組合の本来の業務であると認識し、ソ

ーシャルビジネス事業者の支援にも積極的に取り

組んだ。創業支援と同様、専用融資商品を開発し

て、２０１９年には選抜した数社のソーシャルビ

ジネス事業者を集中的に支援する「東京ソーシャ

ルビジネスアクセラレータープログラム」を開催

した。 

第３が、今回採り上げる地方創生にも繋がる「志

の連携で社会に貢献します」である。この志の連

携については、次項以降で詳細を述べていきたい。 

 

（２） 「志の連携」の意義 

当組合が行っている「志の連携」は、主に２つ

に分けることができると考えている。一つは地域

の壁を越えるための連携であり、もう一つは専門

機関との連携である。 

先ずは地域の壁を越えるための連携についてで

ある。地域信用組合は、コミュニティの一員とし

て、営業拠点である支店の近隣の顧客と親密な関

係を構築する営業活動を基本とする。加えて、営

業地域も限定されている。したがって、限定され

た地域内においては優位性を発揮できるものの、

情報が地域を越えて展開する事業には対応できな

いことも多い。当組合も、東京都と千葉県の一部

を営業地域とする地域信用組合であり、当組合の

お客さまが営業地域以外に進出する場合はサポー

トできないし、営業地域外の事業者をご紹介いた

だいてもお断りすることがほとんどであった。こ

の地域の壁は、地域信用組合だけではなく、地方

銀行、信用金庫等を含めた地域金融機関が共通し

て抱える課題といえる。 

 次に専門機関との連携についてである。金融機

関は、顧客の様々なニーズに応えていく必要があ

る。経営、事業、財務、人事、税務等、広範囲に

亘り、高い専門性が要求されるケースも多い。信

用組合の場合、人的なエネルギーも限られており

単独で全てのニーズに応えるのは難しく、様々な

分野で質の高い専門家を紹介することが顧客ニー

ズの解決に繋がる。 

両方の連携で共通して言えることだが、実際の

連携の効果が上がり長続きするためには、連携先

同士が同じ想いを持ち続けることが必要だと思

う。真に地域を良くしたい、顧客の役に立ちたい

との想いを持ち続けることで、お互いの協力体制

は継続していく。当組合は、「単独主義を採らな

い、連携することでより高いサービスが提供でき

る」と考えている。 

以上のように、地域金融機関同士が繋がること

で情報は地域を越えて展開されるし、様々な質の

高い専門家と繋がることが質の高いサービスの提

供に繋がる。顧客の利便性が確実に増加すること

で、その金融機関ひいてはその連携しているネッ

トワーク自体の価値も大きく向上すると思う。連

携の最初の段階は、１対１の単発のやり取りが中

心になるが、連携先の数が増えてやり取りの内容

が濃密になることで、連携先のネットワーク自体

の価値を向上することになる。一つひとつの金融

機関と取引している顧客にも、連携の果実を提供

できると考える。 

 

（３） 「志の連携」の現況 

 ２０１６年２月に、新潟県にある糸魚川信用組

合と塩沢信用組合という２つの信用組合との連携

協定締結をスタートに、地域の壁を越えるための

連携は、２０２０年２月末現在では、３７金融機

関、１０行政に及ぶ。当初は、以下の表－１に示

すように、地方の信用組合との連携が中心であっ

たが、連携先は金融機関の業態を超え地方銀行、

信用金庫に及ぶとともに、行政とも連携協定を締

結することになった。また、図－１に示すよう

に、連携先は北海道から鹿児島県奄美大島にまで

広がっている。
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表－１ 金融機関と行政の連携先 

調印日 連携先 調印日 連携先 

２０１６．２．１５ 糸魚川信用組合 ２０１６．２．１５ 塩沢信用組合 

２０１６．４．１１ 北央信用組合 ２０１６．４．１５ いわき信用組合 

２０１６．４．１５ 秋田県信用組合 ２０１６．４．１８ 君津信用組合 

２０１６．６．３ 飛騨信用組合 ２０１６．７．１５ 笠岡信用組合 

２０１６．８．１０ はばたき信用組合 ２０１６．８．２３ あかぎ信用組合 

２０１６．９．５ 都留信用組合 ２０１６．９．３０ 全東栄信用組合 

２０１６．１０．７ 糸魚川市 ２０１６．１１．９ 那須信用組合 

２０１６．１１．１６ 益田信用組合 ２０１６．１１．２２ 埼玉信用組合 

２０１６．１２．２１ 真岡信用組合 ２０１７．４．１９ 富山県信用組合 

２０１７．５．１７ 愛知県信用組合 ２０１７．７．１１ 宮崎県南部信用組合 

２０１７．９．１２ あすか信用組合 ２０１７．９．２６ 新潟大栄信用組合 

２０１７．１０．２７ 宿毛商銀信用組合 ２０１７．１０．２７ 宿毛市 

２０１７．１２．１４ 藍澤證券 ２０１７．１２．１９ 三條信用組合 

２０１８．１．３０ 松阪市 ２０１８．２．１４ 東信用組合 

２０１８．２．１６ 東川町 ２０１８．２．２０ 串間市 

２０１８．２．２１ 宮崎太陽銀行 ２０１８．２．２７ ぐんまみらい信用組合 

２０１８．３．１４ 相双五条信用組合 ２０１８．３．２２ 城南信用金庫 

２０１８．５．２ 中ノ郷信用組合 ２０１８．５．２８ 福邦銀行 

２０１８．９．２５ 房総信用組合 ２０１８．９．２５ 奄美信用組合 

２０１８．１１．１ 小鹿野町 ２０１８．１１．８ みちのく銀行 

２０１８．１２．１２ 那須塩原市 ２０１８．１２．１３ 島根銀行 

２０１９．１．２３ 四万十市 ２０１９．６．４ 島田掛川信用金庫 

２０１９．８．１９ 延岡市 ２０２０．１．３１ きらやか銀行 

また、専門的な機関との連携も進み、以下の表

－２に示すように、日本政策金融公庫を始めとす

る公的機関、東京税理士会、東京都行政書士協会、

日本公認会計士協会東京会、東京３弁護士会（東

京、第一、第二）、東京都中小企業診断士協会等

の士業団体、大学等関係機関と広がっている。ま

た、現在力を入れているソーシャルビジネス支援

者との連携、一般事業会社とのビジネスマッチン

グなどを含む広範な連携先を構築することができ

た。
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図－１ 地方と東京を結ぶ金融機関と行政の連携日本地図 

 

表－２ 専門機関との連携状況

公的機関 日本政策金融公庫、中小企業基盤整備関東本部、住宅金融支援機構 

士業団体 

東京税理士会、東京都行政書士会、日本公認会計士協会東京会、 

東京３弁護士会（東京、第一、第二）、東京都中小企業診断士協会 

大学、大学子会社 

東京理科大学、大正大学、文教大学、近畿大学、東京理科大学インベストメ

ント・マネジメント株式会社、青山学院ヒューマン・イノベーション・コン

サルティング株式会社 

ソーシャルビジネス関係 

グラミン日本、パブリックリソース財団、株式会社ｅｕｍｏ、 

プラスソーシャルインベストメント株式会社 

その他事業会社 

オラガ総研、コイニー、ＣＡＭＰＦＩＲＥ、ダイヤモンド社、 

Ｒｅａｄｙｆｏｒ、カウテレビジョン、オマツリジャパン他 
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（４） 「志の連携」の目指すところ 

この４年間で「志の連携」は、大いに広がった

ことに間違いないが、これで完了したわけではな

い。東京と地方を結びつける金融機関や行政との

連携では、日本国内にまだ空白の地域も存在し、

空白地域をできるだけ埋めることでもネットワー

ク自体の価値は高まると思われる。しかしなが

ら、空白地域を埋めることも大切だが、更に重要

なことは連携先との繋がりを太くしていくことだ

と考えている。情報交換の頻度を上げる、交換す

る情報の種類を増やす、交換する情報の質を上げ

る等々の取組である。この４年間は、連携先の拡

大が中心になっていたことは確かであり、連携先

との繋がりを太くすることに力を入れる時期であ

ることに間違いない。 

現在、当組合を中心とする連携ネットワーク

は、人と人が情報交換を行うことに特徴があり、

そのための信頼感もある。しかしながら、ネット

ワーク全体の情報管理にはネットの活用は必要不

可欠で、ネットを活用したうえで基本は人が介在

するハイブリッド型のネットワークが目指すべき

ところではないかと考えている。 

 専門機関との連携も、更に範囲を広げていく必

要があると考える。顧客に迅速に専門機関を紹介

できるように、併せて一つひとつの専門機関との

情報交換がスムーズに進む態勢を整備していかな

ければならない。 

 こうした取り組みを進めることがネットワーク

の価値向上になり、ネットワークに属する当組合

を含めた一つひとつの機関、それに繋がる顧客も

メリットを得られるものであると信じている。 

 

２．「志の連携」での地方創生の取組 

 

（１） 当組合が推進する「地産都消」 

地方創生においては、通常「地産地消」が提唱

されている。「地産地消」とは「地元で生産した

ものを地元で消費する」ということで、生産者と

消費者をその地域内で結び付ける施策である。生

産者と消費者同士の顔が見え、直接話し合える関

係となることで、地域内における農業等の産業の

活性化を意図する。 

 「地産地消」に基づく地域のニーズを汲み取っ

た生産や消費は、確かに地域の活性化に貢献する

と思えるが、人口の減少や生産者の高齢化等に悩

む地方の状況を踏まえれば、すぐに限界が見えて

くる。そうした状況の閉ざされた一定の地域の中

で、「人・もの・金」を循環させるよりは、東京

等の大消費地も含めてダイナミックに「人・も

の・金」を循環させる方が経済的な効果も遥かに

大きく、地方にとっても大きなメリットを得るこ

とができると考えている。 

現在、大手流通業が地方各地に進出している

が、現地の雇用等には確かに貢献しているが、そ

こで上げた利益は最終的には東京の本社が吸い上

げてしまう。地域内のみで流通している地域の特

産物は地元ではそれほど珍しいものと扱われず、

安価な価格設定がなされるが、同じ物を東京で販

売すればその地方で考えられない価格で取引され

るケースがある。そのうえ、売上や利益は地方に

戻ってくる。 

 地方には知られていない優れた商品が数多くあ

り、それを生産するのは地方の小規模事業者であ

ることが多い。そうした事業者の商品は大量生産

が難しく、大手量販店への納入にそぐわないこと

が多い。それに対して、我々信用組合の顧客は小

規模事業者が中心であり、当組合こそが東京でそ

うした商品を販売先に繋ぐ役割を担えるのではな

いかと考え、「地産都消」の取組を開始した。 

 

（２） 当組合が地方創生に取り組む理由 

 東京も様々な問題を抱えているが、日本全体を

見れば、東京への一極集中はまだ進んでおり、一

部の地方都市を除けば、地方の衰退は続いている

と考えざるを得ない。当組合は東京を営業地域と

する信用組合で、地方に比べれば東京の受けてい

る影響は小さい。しかしながら、東京の繁栄は地

方に支えられて成り立っているもので、地方の衰

退が進めば日本全体の衰退も進み、最終的には東

京も影響を受けざるを得ない。 

 「当組合の営業エリアである東京のみが良けれ

ばいい」という考えは当組合にはない、「連携先

の地方の金融機関や行政と共に各地方の活性化に

貢献することで、日本全体を元気にしたい」とい
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う想いで活動してきた。そうした連携先との活動

こそが共感を呼び、更に広がるはずであり、当組

合自体や連携先とのネットワークの価値を上げる

ものと信じている。 

 

３．具体的な協業取組事例①（主にスタート当

初からの取組） 

 

次に、２０１６年２月からスタートした「志の

連携」について、具体的な取組事例を紹介した

い。この章では、主にスタート当初からの取組事

例を紹介する。 

 

（１） 連携先同士の連携協定締結の実現 

前述の通り、当組合の地方創生に関する連携先

は、約４年間で３７金融機関と１０行政に及んで

いる。基本的には、当組合とそれぞれの機関の２

者契約が中心である（行政の場合は、当組合・行

政・地元金融機関の３者契約のケースもある）。

連携先のネットワークは、当組合がハブとなる形

ではあるが、一部連携先同士が連携協定を提携す

るケースが生まれている。こうしたケースは、連

携ネットワークの中で新たに横の繋がりができた

ことで、連携ネットワークがより強くなっている

と認識している。 

 連携先唯一の証券会社である藍澤証券は、当組

合と同様、地方創生や大学等との連携に力を入れ

る珍しい証券会社である。当組合と連携する前か

ら、山口県の西京銀行、静岡大学、近畿大学等と

連携し、地方創生や産学連携に力を入れていた。

同社は、当組合と連携後、当組合の連携先である

岡山県の笠岡信用組合、福井県の福邦銀行と連携

協定を締結した。また、当組合は、同社の紹介

で、近畿大学と新たに産学連携契約を締結した。 

 また、当組合がビジネスマッチング契約を締結

している一般事業会社を、地方の連携金融機関に

紹介して、同様、ビジネスマッチング契約の締結

に至った事例も複数ある。 

 その他にも、正式な連携には至っていないもの

の、東京の連携信用組合が地方の連携先信用組合

に声を掛け物産展を開催したり、顧客向け旅行等

で地方連携先信用組合の取引先ホテル等を利用す

ることもあった。 

 

（２） 地方連携オフィスの設置 

地方の連携先は、当組合本店２階の１室を「地

方連携オフィス」として自由に使うことができ

る。そのオフィスには鍵付の専用キャビネットも

設置され、その鍵も連携先に渡している。東京に

拠点を設けていない地方金融機関や行政に、「東

京支店」として活用してもらうためである。東京

への出張時の空き時間に落ち着いて仕事をした

り、東京での打合せで利用することもできる。 

 その他に、空いている会議室等も自由に使うこ

とができる。地方の行政に「Ｉターン・Ｕターン

集活セミナー」で利用されたこともあり、また地

方の行政と金融機関共同で開催する「サテライト

オフィス等企業誘致説明会」の会場として利用さ

れる予定もある。 

 

（３） 物産展の開催 

当組合では、連携先の地方金融機関の取引先等

に声をかけ、各地方の特色あふれる名産・特産を

販売する物産展を開催している。物産展では、東

京のスーパーや小売店ではあまり目にしない珍し

いものや、各地方の新鮮な食料品等が並び、当組

合の顧客を中心に多数来場され、毎回好評を博し

ている。この４年間で物産展の開催実績は約１０

０回で、販売業者は累計で約４００社にも及ぶ。 

開催場所は、当組合の本支店が中心であるが、

東京の連携先金融機関や、ある程度の来客数も期

待できる外部会場を利用するケースもあった。昨

年６月には、大正大学のキャンパスで、１０の連

携地方金融機関、その取引先販売業者２１先が参

加して、盛大に物産展を開催することができた。

それぞれの物産は大学の教員や学生にも購入され、

参加した販売業者からも好評だった。また、当組

合主催の物産展以外にも、地域のイベントに連携

先地方金融機関とその取引先販売業者が出店する

ことも多い。 

当組合は、歴史的経緯もあり東京都内の料亭や

飲食店との取引が多い。物産展に出展した地方の

食材をそうした料亭や飲食店にサンプルとして紹

介したところ、継続的な仕入に繋がった事例もあ
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った。  

 

（４） ビジネスマッチング 

 前項で物産展から継続的な仕入れに繋がった事

例を紹介したが、こうしたビジネスマッチングに

ついての地方側ニーズは大きい。連携先地方金融

機関より取引先の販路拡大のための協力依頼が数

多くある。販路拡大のための対応の場合、連携先

地方金融機関からの情報を本部で一括して受け付

け、対象先には支店から話をしている。年間約５

０件の依頼を受付し、結実に結び付いたのは約１

５件程度になる。水産物、みかんジュース等の食

品が中心ではあるが、相当数の結実実績がある。

当組合と連携先地方金融機関の間でのビジネスマ

ッチングが機能しており、顧客サイドからも相応

の期待感があるのは、お互いが金融機関の取引先

で、それぞれの金融機関が良く知ったうえで紹介

しているため、信頼感が醸成されているからでは

ないかと考える。利便性やスピードではネット上

のビジネスマッチングに劣るものの、金融機関が

仲介する信頼感は格別のものと思う。 

 現在、連携先地方金融機関の中では、本業支援

として取引先の販路拡大支援に力を入れるところ

が多い。また、自社自ら地域商社を設立して、各

地方の名産・特産の販売に力を入れる金融機関も

出てきている。ビジネスマッチングへの取組は、

着実に顧客ニーズも高まると思われるし、当組合

も更に取組を強化していく必要があると認識する。 

 

（５） 顧客の相互紹介 

 当組合は、糸魚川信用組合（最初に連携した金

融機関）や糸魚川市（最初に連携した行政）と連

携して、「糸魚川応援ローン」というコミュニテ

ィローンを開発した。この商品は、地元糸魚川の

物件を相続した東京に住んでいる方向けに、糸魚

川の物件の修繕等の費用を融資する商品である。

相続物件は糸魚川にあり、未利用で放置されるケ

ースも多い。糸魚川信用組合は地域の信用組合で

あり、東京に居住している相続人に融資をするこ

とはできない。そこで当組合が東京の相続人に融

資するというスキームだ。離れた地域金融機関同

士の協業のモデルケースの一つになると思われ

る。 

 当組合の支店の顧客が地方の物件を相続した事

例があった。連携先の地方金融機関の営業地域で

あったため、売り情報として情報提供をしたとこ

ろ、連携先地方金融機関の取引先が購入すること

になり、その金融機関は融資を実行し、当組合は

売却代金の一部を預金として預かることができ

た。 

 その他にも、連携先地方金融機関から取引先の

関係者が東京で開業するための資金相談を受け、

当組合で融資対応した事例や、当組合の顧客が地

方進出を行う情報を連携先地方金融機関に提供し、

地方で連携先金融機関から融資を受けた事例等が

ある。 

（６） 顧客同士の交流 

 当組合では「かんしんビジネスクラブ」という

経営者の交流会を定期的に開催しているが、連携

先地方金融機関も同様に地元経営者の交流会を立

ち上げ積極的に支援している。当組合の「かんし

んビジネスクラブ」定例交流会（毎回、それぞれ

のテーマに応じた専門家の講演中心）や、連携先

地方金融機関の経営者交流会、当組合の経営者と

の交流会を東京で開催したこともある。 

 また、当組合では年１～２回、明治座を借り切

って、個人の顧客向けに観劇会を開催している。

当組合単独では、明治座を借り切って利用するの

は採算的に厳しいが、複数の連携先金融機関が顧

客向けのツアーとして利用している。明治座の中

では、当組合を含めた複数の信用組合の理事長が

挨拶するとともに、客席でも複数の信用組合の顧

客が一緒に劇や歌を楽しむことになる。 

 

（７） 農業ファンドの組成と運営 

２０１７年３月に、当組合は連携先である全国

各地８信用組合と共同で、農業中小生産者に成長

資金を提供する目的で、農業ファンドを組成し

た。当組合（東京都）、北央信用組合（北海

道）、秋田県信用組合（秋田県）、いわき信用組

合（福島県）、あかぎ信用組合（群馬県）、君津

信用組合（千葉県）、糸魚川信用組合（新潟

県）、都留信用組合（山梨県）、笠岡信用組合
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（岡山県）の９信用組合が各２０百万円で合計１

８０百万円、それに加えて日本政策金融公庫が１

７６百万円、ファンド運営者である恒信サービス

㈱（当組合１００％子会社）と㈱フューチャーベ

ンチャーキャピタルが各２百万円、総額３６０百

万円のファンドである。エクイティでの資金供給

を行い、農業の六次化等を長期スパンで支援して

安定的な成長を実現することを目的としている。 

 地方の各信用組合が投資先を発掘する役割を担

い、消費地の東京に拠点を置く当組合が販売先開

拓を担うというのが、基本的な役割である。日本

政策金融公庫が出資する地銀とともに組成したフ

ァンドに比べ、本ファンドは、参加する金融機

関、投資対象先が広域となる等、初めての取り組

みであり、組成当初から注目されるものだった。

９組合のうち、ファンド業務の経験を持つのは、

当組合、秋田県信用組合、いわき信用組合の３組

合のみで、その他の６組合は出資対応の経験がな

かった。また、地方信用組合も、農業を行う取引

先の比率は低く、投資先を開拓できるかどうか不

安があった。 

 本ファンドの組成後３年が経過するが、投資先

は表－３の通り９先／１９０百万円となった。地

域的に偏ることもなく、生産物の重なりも少な

い。投資は当初予定を上回り順調に進んでいる、

残りの投資を進めるとともに、協力して投資先を

支援したいと思っている。 

投資実行時期 投資先 業種（生産物） 担当信用組合 
投資金額 

（百万円） 

２０１８年３月 Ａ社 乳牛、肉牛の生産・飼育・販売 
北央信用組合 

（北海道） 
１０ 

２０１８年３月 Ｂ社 バナナ、パパイヤの栽培・販売 
笠岡信用組合 

（岡山県） 
１０ 

２０１８年４月 Ｃ社 
小松菜、ほうれん草等の葉物

野菜の栽培・販売 

いわき信用組合 

（福島県） 
３０ 

２０１８年４月 Ｄ社 トマト、米、麦等の生産・販売 
あかぎ信用組合 

（群馬県） 
３０ 

２０１８年９月 Ｅ社 

植物工場による野菜（リーフ

レタス、サラダ菜）の生産・販

売、ぶどうの生産・販売 

笠岡信用組合 

（岡山県） 
１０ 

２０１８年１２月 Ｆ社 
ブロッコリー、大根、かぼちゃ

等の生産・販売 

北央信用組合 

（北海道） 
２０ 

２０１９年１月 Ｇ社 
ルッコラ、赤からし菜、わさび

菜の生産・販売 

第一勧業信用組合 

（東京都） 
３０ 

２０１９年２月 Ｈ社 米の生産、米加工品の販売 
秋田県信用組合 

（秋田県） 
３０ 

２０１９年３月 Ｉ社 いちごの生産・販売 
都留信用組合 

（山梨県） 
２０ 

合計 １９０ 

表－３ 農業ファンド出資内容 
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４．具体的な協業取組事例②（主に後半２年 

間での新たな取組） 

 

この章では、４年間の取り組みのうち、比較的新

しい取組を紹介したい。 

 

（１） 人事交流 

２０１７年１２月に、当組合が積極的に取り

組んでいる創業支援業務を学びたいとの依頼を

受け、みちのく銀行から６ヶ月間の短期トレー

ニーを受入れた（受入当時、みちのく銀行とは

連携協定未締結で、翌２０１８年１１月に連携

協定を締結した）。当組合が力を入れている創

業関係イベントである「地域クラウド交流会」

を学んでもらうとともに、当組合の親しい様々

な起業支援者（ベンチャーファンド関係者、ア

クセラレーター事業者、創業関係のアドバイザ

ー他）を紹介、起業家との面談も同席してもら

う等の機会を提供した。トレーニー本人が熱心

に吸収したこともあり、若手にとって短期間で

あっても環境を変えて違った経験をすることは

本人の成長に大きく寄与することを学んだ。 

 ２０１８年１０月からは当組合の職員の外部

トレーニーの派遣を開始するとともに、外部か

らのトレーニー受入も継続した。現在、当組合

からの外部トレーニーの派遣は延７先（行政２

先、金融機関３先、一般事業会社２先）７名、

当組合が受入れた外部トレーニーは５先（行政

１先、金融機関４先）５名となっている。外部

トレーニーから戻ってきた当組合職員は、都

度、役員等を前にして成果報告会を実施してい

るが、全員が新たな視点を得て自分の業務へ認

識を新たに取り組む姿勢を見ると、違った環境

での経験は何ものにも変えがたいものと痛感し

た。一方、当組合が受入れたトレーニーに対し

ても各人に新たな刺激を与えることができたと

確信している。また、困った時には直ぐに連絡

ができるトレーニー時に構築した人脈は、派遣

元に戻っても貴重な財産になるはずである。 

人事交流は、今後も継続していく予定である。

職員一人ひとりが大きく成長できるとともに、組

織同士の関係もより強固な関係となる。 

 

（２） 事業承継連携協議会 

地域経済の活性維持のための大きな課題の一

つに、事業継承問題がある。経営者の高齢化が

進み、後継者難に伴う廃業の増加は、全国共通

の悩みである。特に、創業件数が限られている

地方では、経済の衰退に直結する。 

 当組合は、後継者不在先等の事業売却を支援

するために、２０１８年６月に一般事業会社の

株式会社トランビと提携した。同社は、中小企

業のＭ＆Ａを専門に手掛けるインターネット上

のＭ＆Ａプラットフォーム「ＴＲＡＮＢＩ」を

運営し、後継者不在先等が売り手として登録し

て、全国の買い手とマッチングするサービスを

展開している。 

プラットフォーム「ＴＲＡＮＢＩ」の買い手

が東京圏の企業・個人中心であることに着目し

て、２０１９年１月～３月に、地方の連携先金

融機関にプラットフォーム「ＴＲＡＮＢＩ」を

活用した事業承継問題全般の横連携である「事

業承継連携協議会」立ち上げの声掛けを行っ

た。本協議会では、情報ストックの共有化と活

用はもちろんのこと、交渉ノウハウや成功事例

の共有を目指すものである。地方金融機関の事

業継続問題に関する問題意識は大きく、本趣旨

に賛同する金融機関も多く、２０１９年５月に

当組合を含む２５の金融機関で「事業承継連携

協議会」を発足し設立総会を開催した。それ以

降も、３ヶ月程度毎に定例会を開催し情報交換

等を行っている。 

このように、特定のテーマについて、連携先地

方金融機関自らが興味を持つものに自主的に手

を上げ、地域を越えて繋がり協業していく。今後、

こうした活動を更に幾つかのテーマで展開でき

ればと思っている。 

 

（３） ＪＰＢＶ、ちいきん会 

当組合は、２０１８年７月、国際的なサステ

ィナブル金融機関の組織であるＧＡＢＶ（Ｔｈ

ｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｌｌｉａｎｃｅ ｆｏｒ 

Ｂａｎｋｉｎｇ ｏｎ Ｖａｌｕｅｓ）に日本

で初めて加入した。このＧＡＢＶは２００９年
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に、リーマンショックを引き起こした利益至上

主義の金融を反面教師として、それぞれの価値

を重視した金融を実践していくことを目指し

て、ヨーロッパの金融機関を中心に誕生した組

織だ。現在、世界での加盟金融機関は６３金融

機関で、ヨーロッパ、北米、南米、アジア、オ

セアニア、アフリカに広がっている。ＧＡＢＶ

は、以下の６原則を基本とする。①持続可能な

経済・社会・環境の発展に対する貢献、②コミ

ュニティに根ざした実体経済への対応、③顧客

との長期的な関係性を維持、④長期的な視野に

立ち外的な混乱に直面してもオペレーションを

維持、⑤透明性かつ包括的なガバナンス、⑥上

記５つの原則全てが金融機関のカルチャー、以

上が６原則の内容である。当組合の取組自体が

この６原則に合致しており目指すべきところと

認識し、ＧＡＢＶに加入申請した次第である。 

このＧＡＢＶの理念を日本で共有・実践してい

こうと立ち上げたのが、ＪＰＢＶ（Ｔｈｅ Ｊ

ａｐａｎｅｓｅ Ｐｒａｃｔｉｔｉｏｎｅｒｓ 

ｆｏｒ Ｂａｎｋｉｎｇ ｏｎ Ｖａｌｕｅ

ｓ）である。ＧＡＢＶの理念「利益よりも価値

を大切にする金融」にある価値とは、ＧＡＢＶ

に参加する金融機関によって優先度は異なる。

環境問題を最優先の課題とする金融機関もあれ

ば、貧困撲滅、教育等の問題解決を最優先に掲

げる金融機関もある。日本の金融機関において

も、それぞれにとって最重要である課題を再認

識しその実現に向けた第一歩を踏み出すことを

目的としている。２０１８年１２月にキックオ

フイベントを開催して、以降定期的に定例会を

開催している。メンバーは金融機関役職員中心

で（一部は金融機関と関係のある金融サポータ

ーメンバー）、毎回の定例会には平均６０名程

度が参加している。定例会では、毎回金融機関

が重点課題として取り組むべきテーマを選定し

て、その分野の有識者をお呼びして基調講演・

パネルディスカッションを行い、全員がグルー

プに分かれ有識者も各グループに加わり、グル

ープディスカッションを行っている。 

ＪＰＢＶに加入している金融機関は当組合の

連携先も多いが、連携していない金融機関もあ

る。また、信用組合以外の金融機関には、大手

金融機関、地方銀行、信用金庫もある。ＪＰＢ

Ｖには、やる気のある金融機関が集まり何らか

の協業を目指す姿がある。前述の「事業承継連

携協議会」と同様、やる気のある金融機関の協

業の形になると思う。早々、具体的な成果に結

実すると期待している。 

「ちいきん会」とは、全国の公務員が集う

「よんなな会」を参考に、公務員と金融機関職

員を対象とするイベント、２０１９年３月に初

回開催をし、それ以降も２回開催し１年間で３

回開催した。熱い公務員と熱い金融機関職員を

結び付け自由闊達な意見交換を行えば、その交

流の中から地方創生における何か新しい動きを

生み出すことができるのではないかと意図した

ものである。当組合は事務局として参加し、連

携先金融機関に声を掛け金融機関側の参加者を

募った。こうした交流から実際の地域創生の連

携事例が生まれることを期待している。 

 

５．今後に向けて 

 

この４年間で地域を越える「志の連携」先は

着実に増加したし、様々な取り組みも行った。

しかしながら、まだまだ取り組まなければなら

ないことは多く、更に取り組みを進捗させるこ

とで、この連携先ネットワークの価値を向上さ

せることができると思っている。連携先の価値

ネットワークを向上させることは、当組合自体

の価値向上に繋がるし、当組合の顧客にも果実

を提供することにもなる。また、連携先金融機

関やその顧客も同様にプラスの影響を受けられ

るはずだ。 

地域毎に特性があり、地方創生に決まった解

はないと思う。ただ、当組合の様々な取り組み

が地方創生の一つのモデルケースとして、地方

金融機関の参考になるように、具体的な事例を

積み上げられるよう引き続き全力で取り組んで

いきたい。 

 

以上 
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【地域支局通信】 

 

学びでつながる地域振興プロジェクト 

遠藤 健治、阿部 忠義 

大正大学 地域構想研究所 南三陸支局 

（宮城県南三陸町） 

 

１．地域紹介 

 宮城県南三陸町は、世界三大漁場とも称される

三陸海岸に東向きに面し、残る三方を山に囲まれ

ている。連なる山々の尾根がほぼ町境と一致し、

分水嶺となっているため、水源から海に至るまで

が小さな１つの町の中で完結しているという特徴

的な自然環境を持っている。町に降った雨は町内

の森や里、街や川を経て海へと流れ込むため、漁

業が盛んに営まれる志津川湾の環境を左右するの

は、山々や森と里の環境、そして私たち町民のく

らしのスタイルそのものである。 

平成 23年 3月 11日、南三陸町は東日本大震災

により甚大な被害を受けたものの、その悲しみと

苦難の中で私たち町民は、町が元来より抱えてい

た根源的な課題を見直し、新たな町へと生まれ変

わるきっかけとなった。 

こうした中、大正大学では震災直後いち早

く、TSR（＝大正大学の社会的責任）の理念に基

づき、南三陸町における現地ボランティアをはじ

めとした支援活動を展開。継続的な復興支援を行

った。このことがご縁となり、宿泊研修施設「南

三陸まなびの里いりやど」が建設され、平成25年

3月にオープンした。 

以来、東北再生私大ネット36をはじめ、全国

の大学や企業などの様々な研修ツアーの拠点とし

て利用されるようになった。地域の関係者ととも

に特色のある研修プログラム展開に努め、年間

3,000人を超える研修を受け入れるようになる。

特に令和元年度で4年目となった地域創生学部の

地域実習は、南三陸ならではのカリキュラムによ

り充実した42日間となり、大きな成果が得られ

た。この長い実習期間を乗り切ったことが、学生

はもちろん、私たち受入側の自信にもなった。 

こうした取り組みが、南三陸地域との交流・

活性化につながり、町にとってもなくてはならな

い研修施設に成長したと実感している。 

 

２．今後の活動方針 

東日本大震災から9年が経過した。南三陸町

は、復興に向けた発展期後半である令和元年度に

おいても、災害復旧事業としては最後の建築物と

なる生涯学習センターが4月に開館、12月には震

災復興祈念公園が一部開園するなど、復興完遂に

向けて着実に前進している。これからは、地域の

コミュニティーの再構築や生業の再生などのソフ

ト面に注力し、その発展に向けた基盤を確立させ

ていくことが課題となっている。こうした概況の

中、今後の活動方針を次のように行うこととし

た。 

《活動方針》 

南三陸町では長い歴史のなか、これまでも幾た

びもの自然災害を乗り越えて、人々の営みが維持

されてきた。そのなかでも大きな東日本大震災を

経験し、私たちは「人と人のつながり」「自然と

人のつながり」「世代から世代へのつながり」の

大切さを気付かされた。 

その経験を生かし、次代を担う若者へ伝え、自

分にとって大切な価値観を得るきっかけとなり、

「未来を創る人」を育んでいくために、大正大学

地域構想研究所南三陸支局として、一般社団法人

南三陸研修センターはもちろん、地域とともに日

本一の研修フィールドを目指して、各事業に取り

組んでいく。また、大正大学のエリアキャンパス

として位置づけられている宿泊研修施設「南三陸

まなびの里いりやど」の適正な管理運営と機能充

実に努めていくとともに、更なる事業成果を積み
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重ね、地域関係者と連携を図りながら持続可能な

事業の確立に努めていく。事業方針や定款で規定

された「目的および事業」に基づき、令和 2年度

事業の重点項目を下記のように捉えている。  

１) いりやどスタッフの意識・スキルの向上に

努め、より効率的に宿泊研修施設を運営でき

るように業務改善を行い、事業運営の安定化

を図る 

２） 東北再生「私大ネット３６」スタディツア

ーや地域創生学部地域実習の受入において、よ

り教育効果が得られプログラムの充実と、地域

に還元できるような仕掛けを行っていく 

３） バイオマス施設見学などの循環型社会への

取り組みを学ぶプログラムを実施するととも

に、各種団体を対象としたフルオーダーメイド

の研修プランや、スポーツ・アート・サークル

を対象とした合宿応援プランなどを売り込み、

積極的な集客活動をおこなう 

４） すがもアンテナショップ「座・ガモール」

等に参画し、新たな特産品の開発・発掘及び

販売者の調整や販売促進に取り組む 

５） 研修事業を展開する中でつながる関係人口

を構築し、移住促進・企業立地促進につなげて

いく取り組みをおこなう 

６）「情報発信等事業」などの自治体関連受託事

業へ積極的に取り組む 

以上のように、地域を学ぶフィールドとして研

修事業や地域振興事業、関係人口促進事業、地域

創生学部地域実習などを、地域内外の関係者の協

力を得ながら、積極的に展開していくとともに、

「まなびの里」のストーリーが、若者にとってイ

ンパクトのあるものになるよう意識しながら、各

種事業に取り組んでいく。こうした取り組みが大

きな成果となり、学生・社会人・地域人など関わ

る全ての人に良い意味での刺激となり、人づく

り・地域づくりの観点からも有益となるような地

域振興事業へ進化させていきたいと考えている。 

 

３．地域との連携・関係づくりの活動実績など 

南三陸町は、「森・里・海・ひと」をキーワ

ードに、各々がそれらの関わり合いを重要視した

取り組みを実践し、町の“復興”を超えた新たな

町づくりへと取り組んでいる。 

養殖施設の流出は過密養殖を解消し、結果的に海

洋環境や漁業者の環境配慮が一新され、国内初と

なる国際的な養殖認証“ASC”の取得へと至っ

た。一方、森林においては、古く伊達藩の時代か

ら重宝されていたブランド杉材「南三陸杉」を通

じた地域振興に取り組み、同じく国際的な森林認

証“FSC”の取得を果たし、これらの双方を併せ

て一自治体で取得した、世界的に見ても稀有な町

となっている。また、平成30年10月には志津川湾

が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地

に関する条約「ラムサール条約」に海藻藻場とし

ては国内で初めて指定登録された。 

こうした南三陸ならではの事由を新たな研修プ

ログラムに取り入れ、地域との連携や関係づくり

に努めながら、地域振興の一助を担っている。 

また、関係人口構築、移住促進・企業立地促進

のための事業活動や自治体関連受託事業へ積極的

に取り組んでおり、その地域貢献度は少なくな

く、今日では、南三陸研修センターの事業活動そ

のものが社会貢献につながっているものと自負し

ている。 

 

 

宿泊研修施設「南三陸まなびの里いりやど」 

 

以上 
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地域公共交通の再構築による新たなネットワーク 

―街なかサロンの創出に向けて― 

金田 綾子 

大正大学 地域構想研究所 最上支局 

（山形県最上町） 

 

１．バス運行の最上町の現状と課題 

 最上町では、町営バスの利用者が減少している

傾向にあるが、その理由として、高齢者や身障者

等の交通弱者とされる方々にとって、バス停留所

までの移動が大変であることと、運行ルートの便

数が足りないことなどが考えられる。そこで町で

は、利便性の向上を図るために、長年の政策課題

である「デマンド交通」の導入に向けて準備を進

めてきた。そしていよいよ令和元年度の３月より

一部のルートを、路線方式によるバス運行から予

約制乗合バス（デマンド型）に移行することに決

定した。 

 これによって、事前の電話予約による利用が必

要になり、予約センターの整備が必要となってき

た。 

 

２．予約センターの機能 

 デマンドシステムは高齢者等の外出支援を目的

とするものである。単に人を運ぶだけでなく、他

のサービスを付加させたシステムとして、最上町

らしい方式を確立することが、予約センターの機

能として求められる。町行政だけでなく関係団

体・機関との協働関係で進めることになり、「最上

町高齢者等の外出支援を考える会」を設置した。 

 

３．「最上町高齢者等の外出支援を考える会」 

 「最上町高齢者の外出支援を考える会」は、筆

者が副理事長を務める「NPO 法人アルカディアも

がみ」、「最上町社会福祉協議会」、「もがみ南部商

工会」、「株式会社まちプランニングもがみ」とい

った団体で構成されている。 

 会の目的は、高齢者等を中心にした外出支援に

向けて調査・検討会議を行い、現在町が進めてい

るデマンド交通システムとの連携・協働に資する

ことであり、ここで検討された事項の一部を、予

約センター機能のあるべき姿に取り入れることで

ある。 

 外出の機会が一日あたり一回以下の高齢者は、

毎日外出している高齢者に比べて、歩行障害のリ

スクや認知機能の低下のリスクが高いことが、研

究機関の調査により実証されている。 

 高齢者等の方が外出を控える理由としては、上

記以外にも「外出をサポートしてくれる人がいな

い」「魅力ある外出先が少ない」等が挙げられる。 

 こうしたことから、外出したくなる環境づくり

や、居場所の整備を伴う場の提供が、予約センタ

ーには求められているのである。 

 NPO 法人アルカディアもがみの事務所（みんな

の家）がちょうど街なかに位置していることもあ

り、予約センターの業務を担うべく、関係団体と

協議を進めている。現行の具体的な活動・検討協

議事項としては、次のようなことが挙げられてい

る。 

① 予約センター内での待ち時間をどう過ごすか

※軽食を提供するカフェ機能をもたせるか 

② 買い物支援の一助として、予約センター内に

商品の陳列や移動販売ができないか 

③ 健康応援店が年金支給日に開催する「青空市」、

又はマルシェのような場を予約センター内に

設けられないか 

④ 街なかの居場所づくりとして、ふれあいサロ

ン（囲碁や将棋、健康相談等）を設けられな
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いか 

⑤ 高齢者だけでなく、学童保育を受けていない

小学生や中学生、高校生等の利用も必要では

ないか 

⑥ これらを四者の団体がどのように役割分担を

していくか 

今後、以上のことを検討しながら、NPO法人ア

ルカディアもがみが予約センターとしての機能を

受託する方向で、町との協議を進めていく方針で

ある。 

次年度の目標としては、街なかサロンの機能強

化を図りながら、高齢者の居場所づくりを関係団

体と連携して進めていくつもりである。 

 

以上
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東京・地方の対流を促す教育プログラム開発と 

持続的なプログラムとしての自立を目指して 

天野 浩史 

大正大学 地域構想研究所 藤枝支局 

（静岡県藤枝市） 

 

藤枝支局立ち上げ2年目を迎え、大正大学を責

任大学として採択された内閣府学生対流促進事業

（以下、対流促進事業）に関わる藤枝エリアのコ

ーディネート、また大正大学の事業関連法人でも

ある現地法人「一般社団法人ミライヌ」として、

事業研究に取り組んだ1年だった。対流促進事業

においては、昨年同様、地域創生学部の地域実習

期間内に大正大生15名が、静岡産業大学との単位

互換科目「しずおか学」の受講を通じた産業大生

との学び合いに参加。また令和元年度は、静岡産

業大学生が大正大学の大学祭を視察するツアーを

企画し、事前説明会にて大正大生が学部の取り組

みを説明する機会を設けた。10月20日には、同じ

く対流促進事業に関わる島根大学生も加わり、大

正大学にて３大学の学生交流企画が実現した。昨

年以上に学生対流の質が高まり、それぞれの大学

での学びの共有、触発が起きる機会となった。 

 

また 8月 18日（日）から 8月 22日（木）にか

けて、対流促進事業「夏の短期プログラム」を実

施。昨年度の反省を踏まえ「一過性のプログラム

ではなく、持続的に地域と学生の対流が生まれる

プログラムを目指す」という目標を掲げた。令和

元年度は新たに「テクノロジーの変化でローカル

企業はどう変わったか／変わるか？」というテー

マのもと、参加希望学生が探究課題を決定。それ

に合わせた３つのプログラム「インターンシップ

プログラム」「フィールド調査プログラム」「社会

実験プログラム」を実験的に企画し、6 名の学生

が「テクノロジー」「ローカル企業」「変化」とい

うキーワードでプログラムに取り組んだ。ここで

は、それぞれのプログラム内容、成果を報告する。 

インターンシッププログラムでは、株式会社共

立アイコム、株式会社サンロフト、有限会社人と

農・自然をつなぐ会にて、３日間インターンシッ

プに取り組んだ。学生たちがそれぞれの企業にて

就業体験、営業同行や会議参加を通じて、テクノ

ロジーの変遷や実務でどのように取り入れられて

いるかを観察し、成果報告を行なった。中でも、有
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限会社人と農・自然をつなぐ会にてインターンシ

ップを行なった学生 A（地域創生学部 3年生）は、

その後の地域実習においてもインターンシップを

継続し、協力関係を築きながらイベントの支援を

するなど、連続的な関係構築、地域活動へと発展

をさせることができた。2 月には学内で有志を募

り、再び地域を訪れ、交流を継続している。 

フィールド調査プログラムでは、「地域実習で、

売り続けられる商品開発をしたい」という目標を

持つ学生 B（地域創生学部 3年生）が、3日間で約

20 店鋪の藤枝市内の個店を調査・ヒアリングし、

特徴や強みを分析した。加えて、そこで具体的な

地域実習でパートナーとなる店舗の目星をつけ、

実習期間中に老舗洋菓子屋ミラベルと大塚園との

コラボレーション商品「CHA.BU.RE:（チャブレ）」

を開発。「一過性の商品にしない」という想いもあ

り、実習終了後も大正大学のアンテナショップ

「座・ガモール」での販売や、再び藤枝市にやっ

てきて商品開発の打ち合わせを行うなど、精力的

に活動をしている。 

「社会実験プログラム」は、「継続的な実験を行

うこと」を前提としたプログラムだ。参加した学

生 C（地域創生学部 2 年生）は、広報やプロモー

ションに関心があり、1 年次での地域実習で取り

組んだ「Googleマップを使った地域資源の PR」を

拡張させ、「Google マイビジネス」を利用した個

店のプロモーション支援に取り組んだ。短期プロ

グラムでは、藤枝駅南で婦人服の販売や農作物の

販売、レンタルスペースの運営を行う藤枝キリン

ヤをプロジェクトパートナーとして、Googleマイ

ビジネスの実装や運用方法の打ち合わせや初期運

用を行った。実際に Google経由でのアクセス数や

客層など、今まで感覚的に把握されていたものが

定量的に把握されただけではなく、衣料品と農作

物販売のシナジー効果の発見や新しい PR の方法

など、定量化することによる発見も多く、藤枝キ

リンヤ代表の秋原氏からも「新しい取り組みで刺

激をもらった」と、報告会でコメントをいただい

た。学生 Cは、現在も東京でアクセス数などの解

析を続け、この分野を自分自身のテーマとして、

今後も探究を深めていくようである。 

 

 

プログラムの効果測定が今後の課題である。こ

れらの新たなプログラムの試験的実施により、そ

れぞれのプログラムによる学生たちの学習の連続

性、また地域をフィールドとすることによる継続

的なフィールドとの関係構築を見ることができた。

また、この成果を参照しながら、令和元年 2月 18

日（火）から 22日（土）まで行う「春の短期プロ

グラム」では、課題調査・提案・活動型プログラ

ムとして、藤枝市にある有限会社佐野石材と連携

し、経営課題に対して調査・提案を行うだけでは

なく、その後も継続的に提案実現に向けた活動を

行う形式で実施を予定している。私たちが想像し

ている以上に、学生たちは授業期間以外も地域を

訪れ、また地域で生活者とともに活動をしたいと

いう意欲が高いことを、令和元年度のプログラム

開発を通じて感じている。また大正大学に限らず、

連携している静岡産業大学はじめ、県内外の学生

たちは、機会と支援があれば、効果の高い学習や

持続的な活動発展へと結びつけられるのではない

か、ということにも気づくプログラム開発だった。

今後、よりその効果を客観的に示しながら、地域

に根付く事業として、地域社会に対しての価値創

出へと発展させていきたい。       以上 
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支局活動の広がりをもたらす大学の知見と 

今後の目標について 

鈴江 省吾 

大正大学 地域構想研究所 阿南支局 

（徳島県阿南市） 

 

阿南支局が開設されて3年目。この間、同時に

設立した大正大学地域創生ソリューションパート

ナー会社「株式会社すだっち阿南」とともに地域

創生に係る様々な取り組みを実践してきた。 

2019年度の活動を振り返ると、まず、阿南市と

大正大学の包括連携協定に基づく受託研究事業

では、11 月 23 日に高校生ミライ会議を開催。市

内５校の高校生 19 名と中小企業の若手経営者３

人、大正大学生 4人が「高校生が地元企業を知る

ための仕掛け」について話し合い、大学生は市内

24社を取材して制作した「ミライ企業冊子」を紹

介。会議の内容は後日「高校生ミライ新聞」にま

とめて各高校に配布した。また、各分野の専門家

が未来への提言を行う「あなん未来会議」を２月

28日に開催。今回は「AI時代に求められる教育」

について活発な議論が展開され、TV会議による運

営も好評価を得た。 

次に高校との連携では、「地域との協働による

高校改革推進事業」に着手した城西高校神山校の

コンソーシアム会議に参画して「神山創造学」の

運営評価に携わった。現在、地域と一体となった

この取り組みを、阿南市内の高校にも伝えたいと

啓発活動に取り組んでいるところだ。 

また、本年度から徳島県との関わりも増えてき

た。移住の拡大や事業承継などを担う「なりわい

つなぐコーディネーター業務」では、大正大学生

とともに阿南市の魅力を紹介するセミナーを有

楽町のふるさと回帰センターで開催。「県南キャ

ンパス事業」では、四国大学の調査研究に帯同し

て、地元商店街の案内や発表会のサポート役を担

った。さらに「四国の右下観光局」の依頼で、大

正大学地域構想研究所の村橋教授による「観光

DMO研修会」を開催した。 

まちづくりの分野では、阿南市から阿南駅前活

性化ワークショップ委員に委嘱され、新設される

「駅前緑地広場」の活用について高校生や商店主

と意見交換や提言を行った。店主の顔が見えるユ

ニークな取り組みで知られる「まちゼミ」にも参

画し、「お金の仕組み」や「料理」について考える

セミナーを開催。さらに地域活性化イベント「あ

なんまちマルシェ」の運営に携わり、当日は 3千

の人出で賑わった。また、市内でテレワークを推

進する女性グループ「NPO 法人エランヴィタル」

と連携して、子育て世代をターゲットにした地域

情報サイト「まけまけ阿南」の運営やまちかどフ

リーマーケットなどを企画している。 

企業との連携では、商工会議所と連携して市内

の中小企業との交流を深め、さらに地元信用金庫

と企業が一体となって関係人口を呼び込もうと

する「一般社団法人グランフィットネス観光協会」

に参画し、地域資源の掘り起こしや新たな情報発

信をスタートさせた。 

教育分野では、３月３日に阿南市教育振興計画

策定委員会で、大正大学の高校・企業マッチング

について事例発表を行ったほか、教育委員会の依

頼で外部評価の学識経験者として意見を述べた。

また、文化ホールの運営協議会委員も担っている。 

寺院との関わりでは、学生が実習でお世話にな

っている平等寺（四国霊場 22番札所）が主催する

マルシェと一体となった地域イベントの「初会式」

や「歩き遍路体験」「サイクルシェア事業」などに

参加し、交流を深めているところだ。 
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以上が活動のあらましであるが、事業によって

は、大正大学地域構想研究所が編集する「地域人」

や「メールマガジン」などに寄稿して、情報発信

と大学との共有を図っている。 

このように関係各位の皆様のご支援をいただ

き、これまでの「地域実習」「阿南市との連携事業」

の主軸に加えて、新たな分野への関わりが徐々に

増えてきた。これは、地域創生に特化した支局と

株式会社すだっち阿南に対する行政や地域のニ

ーズの高まりが一因かもしれないが、毎月の「地

域人」で知る各地の地域創生最前線や毎週の地域

構想研究所運営会議で交わされる各研究員の取

り組み事例など、大正大学の知見を阿南市に照ら

し合わせてきた結果であるともいえる。 

筆者が支局長となって 3年。過去に務めてきた

市役所生活では見えなかった部分、特に中小企業

の皆さんが頑張っている姿に驚いた。また、大学

の研究員として地域創生の現状や可能性を深く

学ぶこともできた。東京一極集中、少子高齢化、

大規模店や通販の台頭、どこまでも進化する AI、

新型コロナウイルスの脅威など、目まぐるしい社

会変革のなかでどうすれば地方が生き残れるの

か。課題は山積みである。 

これまでの歩みで、阿南の未来にとって高校生

と企業がつながる大切さが見えてきた。今後は現

在の事業を継続しつつ、若者・企業・学校・行政・

地域が一体となって、若者の地元就職やローカル

ベンチャーを促進する「プラットフォームづくり」

を支局活動の大きな目標と捉え、地域実習や高校

との連携を絡めながら、取り組んでいきたいと考

えている。 

 

以上 
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益田市の現状課題と未来への展望 

本田 行信 

大正大学 地域構想研究所 益田支局 

（島根県益田市） 

 

益田市は日本海と中国山地に面し、総面積の大

半を林野が占めている。中央部には清流日本一に

輝いた実績を持つ高津川があり、水質の良さがも

たらす鮎やモクズガニといった豊かな恵みを与え

てくれている。また柿本人麻呂、雪舟といった文

化人の終焉の地であり、中世の山陰地方を知るた

めの資料として非常に価値のある武家文書『益田

家文書』（東京大学史料編纂所に所蔵）で知られ

る益田氏の拠点だった。鎌倉時代に雪舟の作った

庭は、萬福寺、医光寺にあり、益田の観光資源

だ。また中世のみならず、幕末の第二次長州征伐

（石州口の戦い）の舞台、扇原関門などの史跡や

伝統文化、石見神楽の継承が熱心にされており、

自然や文化、歴史など資源豊富な町である。 

しかし大学進学等による若年層の都市圏流出、

高齢者の増加による人口減少は確実に進み、平成

25年4月には50,000人いた人口も平成30年12月末

では47,000人を割り、人口減少に歯止めをかける

ことは、昨年と変わらず重要な課題の一つとなっ

ている。 

そんな中、益田市では平成 27年に「益田市総合

戦略」を策定し（平成 29年 11月一部改訂）、「ひ

とづくり」を総合戦略を貫く大きなテーマと位置

づけた。それに伴い平成 28年 3月には「益田市ひ

とづくり協働構想」を策定し、生涯各期における

実施施策やテーマを明確にしている。平成 29 年

７月には、大正大学と人材育成や地域活性化に向

けた町づくりなどの諸分野において相互協力をす

る旨の連携協定を結んだ。地域創生学部生の実習

受入を開始したことは、益田市にとって非常に意

義のある出来事となった。 

益田市は大正大学だけでなく、島根大学、島根

県立大学とも連携協定を結んでおり、人材育成や

共同研究、まちづくり等の分野で相互の協力体制

が整備されている。連携協定は結んでいないもの

の、東洋大学や奈良大学、広島大学等のゼミや学

生が個人で益田市内の各地にて研究を行うなど、

そこで暮らす地域住民と共に問題解決に取り組む

といった活動も行われている。世代や出身地、住

んでいる地域等の違いを超えて「この街に何がで

きるのか」「ここをどうしていくか」を考え合い、

学び合う環境が整いつつある。 

各大学との連携が進む中、大学生や高校生、地

域住民や働く人々が集い、学び合い、高め合うた

めの拠点を整備する計画が進んでいる。【益田の未

来・魅力化推進拠点事業】と銘打たれたこの試み

は、大正大学をはじめ、大正大学地域構想研究所、

株式会社ティーマップ等の各機関の協力を得なが

ら、「産・学・官・民」の連携拠点となるような場

所を目指している。現在、整備が計画されている

場所は、鎌倉時代以降に益田市の中心となってい

た歴史文化遺産の多い場所であり、周辺には保育

所、幼稚園、小学校、中学校、３校の高等学校も

点在している。観光資源になりうる資源が身近に

あることで、その価値や活かし方についての再検

討を行うなど、世代間交流を図るには適した場所

となる。また益田市民が学びの場として活用でき

るよう、サテライトキャンパスとしての活用や、

市民の集うサード・プレイスとして役割を担うこ

とも期待されている。 

前述の通り、益田市は人口減少を最重要課題と

しなくてはならない状況にあるために、①定住の

基盤となるしごとをつくる、②結婚・出産・子育

ての希望をかなえる、③益田に回帰・流入・定着

するひとの流れをつくる、④地域にあるものを活

かし、安心して暮らせるまちをつくる、といった
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４点を総合戦略の基本目標に定めている。この基

本目標に沿いながら、人口減少問題をはじめ、仕

事や生活の諸問題について、拠点に集う人たちが

連携し、知恵と力を結集しながら様々なアプロー

チを仕掛ける。そこに次世代を担う高校生や大学

生が参画することで、経験や考え方を身に付けて

いく。上記の４つのテーマを実現するために必要

なことは何かを多方面から検討し、異世代の感覚

や経験を紡ぎ合わせ、より良い事業を展開する。

「産・学・官・民」の４者が集う拠点を整備する

ことで、今の益田にない事業や取り組みが生まれ

ることを期待せずにはいられない。もちろん４者

が集うことの難しさや４者の取り組みをいかにと

りまとめ進めていくか等については、まだまだ問

題山積であるが、この事業を支援してくださる多

方面の協力者の力をお借りしながら前進させてい

く所存である。 

さらには「益田市ひとづくり協働構想」にある

『生涯各期において、「学び」、「考え」、「経験し」

各自の新たな方向を選択する』という目標を実現

するためにも、そして昨年の前号で紹介した【新

職場体験】という仕掛によって、中学生に芽生え

始めた『益田への回帰』のきっかけをさらに強固

なものにするためにも、この拠点整備を着実に進

める必要がある。「ひとづくりのまち益田」をさら

に前進させるために必要な拠点整備事業を計画通

りに進めていくことが、今後の大きな目標である。 

 

以上 
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「こども学」から広がる地域の輪 

坂井 三智子 

大正大学 地域構想研究所 奄美支局 

（鹿児島県奄美市） 

 

奄美大島は九州から南へ約380ｋｍ離れた北緯

28度の島で、九州と沖縄本島のほぼ中間に位置し

ており、奄美群島（奄美大島、加計呂麻島、請

島、与路島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論

島）の中心的な島である。太古の昔に大陸から遮

断された島なので、独自に進化した動植物や固有

種が多く、奄美・琉球諸島として世界自然遺産登

録を目指している。世界自然遺産に登録されるた

めには、自然の資質が一定の基準を満たしている

ことに加え、その自然の資質を損なわないように

保護措置が取られている必要がある。環境省は

『奄美地域の自然資源の保全・活用に関する基本

的な考え方』を示し、亜熱帯照葉樹林を中心とす

る生態系全体を管理する『生態系管理国立公

園』、人間と自然が深く関わり調和してきた関係

そのものを対象とする『環境分化型国立公園』と

いう、これまでにない国立公園を目指すことを発

表している。 

 2017年２月に開局した奄美支局では、2018年度

から『子ども学』という地域に根差した人材育成

事業を展開している。７月から 12 月までの期間

で全 10 講座、合計で 178 名の子どもたちが参加

し、大盛況ののち終了することができた。2019年

度も、連携自治体及び教育委員会（奄美市、奄美

市教育委員会、龍郷町役場、龍郷町教育委員会、

宇検村役場、宇検村教育委員会、大和村役場、大

和村教育委員会）にご後援を頂き、パンフレット

の各学校への配布とご案内をいただいた。また、

地元紙の南海日日新聞社、地元コミュニティＦＭ

のあまみエフエムにもご協力いただき、無料で告

知をしていただくなど、多大なるご支援をいただ

いた。  

 『子ども学』は、相手への思いやりを育む「こ

ころの育成」、自分たちの周りにある仕事を学ぶ

「キャリア育成」、遊ぶことで他者との関係性構築

や癒しを学ぶ「あそびの育成」、これらの 3つを柱

として企画・運営を実施している。2019年度の内

容は、昨年度のプログラムに加え、環境分化型で

あることを子どもたちに少しでも知ってもらえた

らと思い、奄美の自然や文化をより感じてもらえ

るように企画をした。 

 『こころ学』として「心を込めて花を贈ろう」、

『しごと学』として「看護師のおしごと」・「こど

も新聞講座」・「ラジオのおしごと」・「建設のおし

ごと」・「ＣＡのおしごと」・「アナウンサーのおし

ごと」、『あそび学』として「マジック講座」・「自

然を学ぼう」・「シマウタに触れよう」を開催した。

『こころ学』の講座自体は一つだけだったが、終

わってみると全ての講座が『こころ学』に通じて

いたようにも感じた。 

 講座の中からいくつかの講座について、以下の

通りご紹介したい。 

 

 ８月に開催された「心を込めて花を贈ろう」で

は、だれかのことを思いながら花のアレンジメン

トを作る、という内容だった。何よりも大切なの

が、「誰のために送るのか」ということを考えるこ

とである。贈る相手をイメージして花を装飾して

いくと、この世に二つと同じものはできない。そ

の人を想って作るのだから、「人と違っていい」「自

由に作っていい」のだというアドバイスが与えら

れると、子どもたちは周りの子の様子を気にも留

めず、それぞれに贈る相手をイメージすることに

集中して作成していた。 

最後に講師の先生より伝えられた言葉は、この

講座が、子どもたちに『気付き』を与えるきっか
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け作りであったことを象徴していた。 

「見えない気持ちや想いを形にするのが花束だ

と思う。そして奄美にはたくさんの花がある。そ

の中でもシャリンバイは奄美市の花でもあり、奄

美の伝統工芸品大島紬の染色に使う花でもある。

道路わきにもたくさんの花が咲いている。そして

山にはたくさんの貴重な植物や花がたくさんある。

素晴らしい環境で育っていることに感謝し、感心

を持ち、今までよりは少しでも道端の花にも意識

を持ってもらえたら嬉しい」 

 

 

 

 

 

 

 

 10月に開催した「シマウタに触れよう」は、2019

年度が初めてとなるプログラムだった。講師とし

ては、島唄者である中村瑞希さん・松元良作さん

にお越しいただいた。奄美の伝統文化である『シ

マウタ』は、現在も伝承していくために、学校で

の運動会や文化祭などでも披露される演目となっ

ているが、『島唄』ではなく『シマ（集落）ウタ』

であることや、シマウタの歴史・種類、歌われる

歌詞の意味、そして六調（奄美の宴の最後に踊ら

れる踊り）の踊り方など、学校では学べない深い

部分のシマウタについて、教えていただいた。 

 

 

 

 

 

写真 1 どんな時に花を贈るのかをみんなで考えた 

写真 2 講師の先生から花材のことを教えてもらった 

写真 3 贈る相手をイメージして 

それぞれにアレンジメントを作った 

写真 4 シマウタのいろいろな話を聞いた 

写真 5 地域実習に来ていた大正大学の 

学生たちも一緒に参加 

写真 6 六調をみんなで踊った 
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 11 月に開催された「アナウンサーのおしごと」

では、鹿児島より南日本放送のアナウンサーをお

二方お招きし、子どもたちに本物のアナウンサー

と触れあってもらう機会を作ることができた。テ

レビで実際に見るアナウンサーを目の前にして緊

張している子どもたちもいたが、テレビカメラの

前で原稿読みをする体験はなかなかできることで

はないので、貴重な思い出になったのではないか

と思う。 

 

 講師のほとんどは地元の方々にお願いしていた。

どの講師の方も、「奄美は離島なので不便だと思う

こともあるかもしれないし、都会のほうがキラキ

ラして楽しそうに見えるかもしれない。だけど、

私たちの住む奄美はどこにも負けないくらい素晴

らしい島である」ということを伝えてくださった。

自分たちの住む地域のすばらしさや、そこで働く

人たちのすばらしさ、将来の夢など、色々なこと

をこの『子ども学』で感じてもらえたのではない

かと思う。 

 2019 年度は募集期間が２週間と短い期間だっ

たにもかかわらず、前年度よりも早く定員に達し

ていた。また周りの方々からも『参加したかった』

との声をいただいたこともあり、より『こども学』

に注目していただいているのではないかと思って

いる。講座が始まって数か月した頃、とある行政

機関の方から「とてもいい講座だと聞いている」

という言葉も頂いた。認知度も確実に上がってい

るように思う。 

 

 また、奄美支局では「なぜまち商店街」の活動

にも積極的に参加させていただいている。夏・秋

に開催されるお祭りや、歳末大売り出し・初商い

での振る舞いイベントなど、商店街の皆様と地域

活性化に取り組んでいる。また地域の皆様ともさ

らに輪を広げていけるように活動していきたい。

子どもたちがあそびに立ち寄ってくれる機会がと

ても増えたので、今後もさらにそうした子どもた

ちのための環境を整えていきたいと考えている。 

 

以上 
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大正大学 地域構想研究所 紀要「地域構想」について 

 

１．目的 

本研究所は 2014 年に設立以来、地域創生や地域課題解決のための基礎研究を行い、学術的な英知を

集めて地域や関係各所の連携を促進してきた。今後もこの連携活動をさらに深め、地域創生のための新

しい価値を「共創」することによって社会に貢献したいと考えており、継続的にこれらの活動および研

究成果を発表する場として、「地域構想」を発行する。 

 

２．編集方針 

（１）投稿資格 

 ・大学教員、研究員、支局員 

 ・連携自治体職員 

 ・連携団体・機関メンバー 

・その他、上記投稿資格のある者の推薦を受けた者 

 

（２）発行回数 

年 1 回（3 月発行） 

 

（３）投稿内容 

 論題は地方創生、地域活性に関するものであれば自由である。二重投稿は原則禁止とする。ただ

し、他で発表済みのものでも論文中に掲載しきれなかった「事例」の詳細報告としての再編集など、

論点が異なる場合はその旨を記載し受け付ける。 

 

（４）掲載審査 

   掲載の可否については、匿名の審査委員による審査に基づき、編集委員会が決定する。 

 

（５）掲載ジャンル 

 ①論文 

主題や内容に学術的な新規性があり、かつ論理的一貫性、既存研究に基づく論考、現象の分析・

解明に貢献している結論の明瞭さ等、今後の応用性や発展性が期待される完成度を有する研究成果。 

 ②研究ノート 

 論文ほど完成度が高くないものの、オリジナルな学術研究、調査、事例などをまとめた研究報

告の位置づけであり、「論文」となり得る理論的・実証的研究の中間報告（速報）も含まれる。 

 ③調査・事例報告（地域支局通信を含む） 

地域活動の実践事例やオリジナルな現地調査など、具体的な取り組みをまとめた報告により、

地域の課題解決の情報を提示するもの。 
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（６）著作権および著者の責任（大正大学研究紀要投稿要領に準拠） 

①紀要に掲載された著作物の著作権は、別途著作者とその他の第三者との明示的な合意に基づき

本学に事前の通知がなされない限り、著作者に帰属するものと推定する。 

②著者は著作物の投稿をもって、本学が教育・研究に供する目的をもってする場合には、本学に

よる複製、口述、展示、頒布、貸与、一部抜粋、その他の方法で無償にて使用し（印刷物その他

の物理的な記憶媒体への複製を含む）、かつデータベース化して保存することをあらかじめ承諾

したものとみなす。但し、本学は、著者の著作者人格権に最大限配慮しなければならない。 

③他者に著作権・所有権が帰属する資料を投稿論文等に引用・転載する場合は、著作者自身が、

著作権者・所有権者の了解を得た上で、出所を明記する。 

④紀要に掲載された著作物において、著作権侵害、名誉毀損、又は、その他の紛争が生じた場合

は、著作者の責任において処理するものとする。 

 

（７）出版権 

紀要の出版権は大正大学地域構想研究所に帰属する。 

 

 

大正大学 地域構想研究所 
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